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人 事 委 規 則 

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） の 規 定

に 基 づ き 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 六 ― 八 （ 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を

こ こ に 公 布 し ま す 。  

 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

                        三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   中   村   佳   子  

  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 六 ― 八 （ 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 六 ― 八 （ 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 特 定 任 期 付 職 員 の 号 給 の 決 定 ）  （ 特 定 任 期 付 職 員 の 号 給 の 決 定 ）  

第 四 条  特 定 任 期 付 職 員 （ 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。 ） の 条 例 第 四

条 第 一 項 の 給 料 表 の 号 給 を 二 号 給 以 上 の 号 給 に 決 定

す る と き は 、 あ ら か じ め 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 な け れ

ば な ら な い 。  

第 四 条  特 定 任 期 付 職 員 （ 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。 第 五 条 及 び 第

六 条 に お い て 同 じ 。 ） の 条 例 第 四 条 第 一 項 の 給 料 表 の

号 給 を 二 号 給 以 上 の 号 給 に 決 定 す る と き は 、 あ ら か じ

め 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

 （ 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 ）  

第 五 条 及 び 第 六 条  削 除  第 五 条  条 例 第 四 条 第 四 項 の 特 に 顕 著 な 業 績 と は 、 同 条

第 二 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ り 特 定 任 期 付 職 員 の 給

料 月 額 が 決 定 さ れ た 際 に 期 待 さ れ た 業 績 に 照 ら し て

特 に 顕 著 で あ る と 認 め ら れ る 業 績 を い う 。  

 第 六 条  特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 は 、 十 二 月 一 日 （ 以 下

「 基 準 日 」 と い う 。 ） に 在 職 す る 特 定 任 期 付 職 員 の う

ち 、 特 定 任 期 付 職 員 と し て 採 用 さ れ た 日 か ら 当 該 基 準

日 ま で の 間 （ 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 の 支 給 を 受 け た

こ と の あ る 者 に あ っ て は 、 支 給 を 受 け た 直 近 の 当 該 手

当 に 係 る 基 準 日 の 翌 日 か ら 直 近 の 基 準 日 ま で の 間 ） に

そ の 者 の 特 定 任 期 付 職 員 と し て の 業 務 に 関 し 特 に 顕

著 な 業 績 を 挙 げ た と 認 め ら れ る 特 定 任 期 付 職 員 に 対

し 、 当 該 基 準 日 の 属 す る 月 の 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七

― 一 六 （ 職 員 の 期 末 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 ） 第 十

四 条 に 規 定 す る 期 末 手 当 の 支 給 日 に 支 給 す る こ と が

で き る も の と す る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 （ 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま

す 。  

令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   中   村   佳   子    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 （ 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 （ 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 条 例 第 十 条 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 業 ） （ 条 例 第 十 条 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 業 ） 
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第 十 二 条 の 四  条 例 第 十 条 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 事 業 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す

る 。  

第 十 二 条 の 四  条 例 第 十 条 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 事 業 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す

る 。  
一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  そ の 事 業 に つ い て 当 該 事 業 を 実 施 す る 受 給 資 格

者 が 雇 用 保 険 法 第 五 十 六 条 の 三 第 一 項 第 一 号 に 該

当 す る 者 に 係 る 就 業 促 進 手 当 （ 雇 用 保 険 法 施 行 規 則

（ 昭 和 五 十 年 労 働 省 令 第 三 号 ） 第 八 十 三 条 の 四 に 規

定 す る 就 業 促 進 定 着 手 当 を 除 く 。 ） に 相 当 す る 退 職

手 当 の 支 給 を 受 け た も の  

二  そ の 事 業 に つ い て 当 該 事 業 を 実 施 す る 受 給 資 格

者 が 雇 用 保 険 法 第 五 十 六 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ に

該 当 す る 者 に 係 る 就 業 促 進 手 当 又 は 同 号 ロ に 該 当

す る 者 に 係 る 就 業 促 進 手 当 （ 雇 用 保 険 法 施 行 規 則

（ 昭 和 五 十 年 労 働 省 令 第 三 号 ） 第 八 十 三 条 の 四 に 規

定 す る 就 業 促 進 定 着 手 当 を 除 く 。 ） に 相 当 す る 退 職

手 当 の 支 給 を 受 け た も の  

三  （ 略 ）  三  （ 略 ）  

 様 式 第 二 の 八 を 次 の よ う に 改 め る 。  

令和7年3月25日 三　重　県　公　報 号　　外

3



様式第二の八 削除 

令和7年3月25日 三　重　県　公　報 号　　外

4



様 式 第 二 の 八 の 二 及 び 様 式 第 二 の 八 の 三 中 「○印」 を 削 る 。  

様 式 第 七 か ら 様 式 第 九 ま で の 規 定 中 「禁錮」 を「拘禁刑」 に 改 め る 。  

附  則  

１  こ の 規 則 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

一  様 式 第 二 の 八 の 二 及 び 様 式 第 二 の 八 の 三 の 改 正 規 定  公 布 の 日  

二  第 十 二 条 の 四 及 び 様 式 第 二 の 八 の 改 正 規 定  令 和 七 年 四 月 一 日  

三  様 式 第 七 か ら 様 式 第 九 ま で の 改 正 規 定  令 和 七 年 六 月 一 日  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ

り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 （ 職 員 の 給 与 の 支 給 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   中   村   佳   子  

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 （ 職 員 の 給 与 の 支 給 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 （ 職 員 の 給 与 の 支 給 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

 （ 扶 養 手 当 の 支 給 ）  

第 六 条 の 二 か ら 第 七 条 ま で  削 除  第 六 条 の 二  条 例 第 十 二 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 職 員 は 、 医 療 職 給 料 表 （一
）

の 適 用 を 受 け る 職 員 で

そ の 職 務 の 級 が 四 級 で あ る も の と す る 。  

 第 六 条 の 三  条 例 第 十 二 条 第 三 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 職 員 は 、 公 安 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ

の 職 務 の 級 が 九 級 で あ る も の と す る 。  

 第 七 条  新 た に 職 員 と な つ た 者 に 扶 養 親 族 （ 行 政 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 九 級 以 上 で

あ る も の 及 び 第 六 条 の 二 に 規 定 す る 職 員 （ 以 下 「 行 九

級 以 上 職 員 等 」 と い う 。 ） に あ つ て は 、 条 例 第 十 二 条

第 二 項 第 二 号 に 該 当 す る 扶 養 親 族 （ 以 下 「 扶 養 親 族 で

あ る 子 」 と い う 。 ） に 限 る 。 ） が あ る 場 合 、 行 九 級 以

上 職 員 等 か ら 行 九 級 以 上 職 員 等 以 外 の 職 員 と な つ た

職 員 に 同 項 第 一 号 及 び 第 三 号 か ら 第 七 号 ま で の い ず

れ か に 該 当 す る 扶 養 親 族 （ 以 下 「 扶 養 親 族 で あ る 配 偶

者 、 父 母 等 」 と い う 。 ） が あ る 場 合 又 は 職 員 に 次 の 各

号 の い ず れ か に あ て は ま る 事 実 が 生 じ た 場 合 に お い

て は 、 そ の 者 は 直 ち に そ の こ と を 任 命 権 者 （ そ の 委 任

を 受 け た 者 を 含 む 。 以 下 本 条 に お い て 同 じ 。 ） に 届 け

出 な け れ ば な ら な い 。  

 一  新 た に 扶 養 親 族 で あ る 要 件 を 具 備 す る に 至 つ た

者 が あ る 場 合 （ 行 九 級 以 上 職 員 等 に 扶 養 親 族 で あ る

配 偶 者 、 父 母 等 で あ る 要 件 を 具 備 す る に 至 つ た 者 が

あ る 場 合 を 除 く 。 ）  

 二  扶 養 親 族 で あ る 要 件 を 欠 く に 至 つ た 者 が あ る 場

合 （ 扶 養 親 族 で あ る 子 又 は 条 例 第 十 二 条 第 二 項 第 三

号 若 し く は 第 五 号 に 該 当 す る 扶 養 親 族 が 、 二 十 二 歳

に 達 し た 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 の 経 過 に よ

り 、 扶 養 親 族 で あ る 要 件 を 欠 く に 至 つ た 場 合 及 び 行

九 級 以 上 職 員 等 に 扶 養 親 族 で あ る 配 偶 者 、 父 母 等 で

あ る 要 件 を 欠 く に 至 つ た 者 が あ る 場 合 を 除 く 。 ）  
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 ２  扶 養 手 当 の 支 給 は 、 新 た に 職 員 と な つ た 者 に 扶 養 親

族 （ 行 九 級 以 上 職 員 等 に あ つ て は 、 扶 養 親 族 で あ る 子

に 限 る 。 ） が あ る 場 合 に お い て は そ の 者 が 職 員 と な つ

た 日 、 行 九 級 以 上 職 員 等 か ら 行 九 級 以 上 職 員 等 以 外 の

職 員 と な つ た 職 員 に 扶 養 親 族 で あ る 配 偶 者 、 父 母 等 が

あ る 場 合 に お い て そ の 職 員 に 扶 養 親 族 で あ る 子 で 前

項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の が な い と き は そ の 職

員 が 行 九 級 以 上 職 員 等 以 外 の 職 員 と な つ た 日 、 職 員 に

扶 養 親 族 （ 行 九 級 以 上 職 員 等 に あ つ て は 、 扶 養 親 族 で

あ る 子 に 限 る 。 ） で 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の

が な い 場 合 に お い て そ の 職 員 に 同 項 第 一 号 に 掲 げ る

事 実 が 生 じ た と き は そ の 事 実 が 生 じ た 日 の 属 す る 月

の 翌 月 （ こ れ ら の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日

の 属 す る 月 ） か ら 開 始 し 、 扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員

が 離 職 し 、 又 は 死 亡 し た 場 合 に お い て は そ れ ぞ れ そ の

者 が 離 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日 、 行 九 級 以 上 職 員 等 以 外

の 職 員 か ら 行 九 級 以 上 職 員 等 と な つ た 職 員 に 扶 養 親

族 で あ る 配 偶 者 、 父 母 等 で 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係

る も の が あ る 場 合 に お い て そ の 職 員 に 扶 養 親 族 で あ

る 子 で 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の が な い と き

は そ の 職 員 が 行 九 級 以 上 職 員 等 と な つ た 日 、 扶 養 手 当

を 受 け て い る 職 員 の 扶 養 親 族 （ 行 九 級 以 上 職 員 等 に あ

つ て は 、 扶 養 親 族 で あ る 子 に 限 る 。 ） で 同 項 の 規 定 に

よ る 届 出 に 係 る も の の 全 て が 扶 養 親 族 で あ る 要 件 を

欠 く に 至 つ た 場 合 に お い て は そ の 事 実 が 生 じ た 日 の

属 す る 月 （ こ れ ら の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の

日 の 属 す る 月 の 前 月 ） を も つ て 終 わ る 。 た だ し 、 扶 養

手 当 の 支 給 の 開 始 に つ い て は 、 同 項 の 規 定 に よ る 届 出

が 、 こ れ に 係 る 事 実 が 生 じ た 日 か ら 十 五 日 を 経 過 し た

後 に さ れ た と き は 、 そ の 届 出 を 受 理 し た 日 の 属 す る 月

の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属

す る 月 ） か ら 行 う も の と す る 。  

 ３  扶 養 手 当 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 事 実 が 生

じ た 場 合 に お い て は 、 そ の 事 実 が 生 じ た 日 の 属 す る 月

の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属

す る 月 ） か ら そ の 支 給 額 を 改 定 す る 。 前 項 た だ し 書 の

規 定 は 、 第 一 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 事 実 が 生 じ た 場 合

に お け る 扶 養 手 当 の 支 給 額 の 改 定 に つ い て 準 用 す る 。 

 一  扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 に 更 に 第 一 項 第 一 号

に 掲 げ る 事 実 が 生 じ た 場 合  

 二  扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 の 扶 養 親 族 （ 行 九 級 以

上 職 員 等 に あ つ て は 、 扶 養 親 族 で あ る 子 に 限 る 。 ）

で 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の の 一 部 が 扶

養 親 族 で あ る 要 件 を 欠 く に 至 つ た 場 合  

 三  扶 養 親 族 で あ る 配 偶 者 、 父 母 等 及 び 扶 養 親 族 で あ

る 子 で 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の が あ る

行 九 級 以 上 職 員 等 が 行 九 級 以 上 職 員 等 以 外 の 職 員

と な つ た 場 合  

 四  扶 養 親 族 で あ る 配 偶 者 、 父 母 等 で 第 一 項 の 規 定 に

よ る 届 出 に 係 る も の が あ る 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を
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受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 八 級 で あ る も の 及 び

前 条 に 規 定 す る 職 員 （ 以 下 「 行 八 級 職 員 等 」 と い う 。 ）

が 行 八 級 職 員 等 及 び 行 九 級 以 上 職 員 等 以 外 の 職 員

と な つ た 場 合  

 五  扶 養 親 族 で あ る 配 偶 者 、 父 母 等 で 第 一 項 の 規 定 に

よ る 届 出 に 係 る も の 及 び 扶 養 親 族 で あ る 子 で 同 項

の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の が あ る 職 員 で 行 九 級

以 上 職 員 等 以 外 の も の が 行 九 級 以 上 職 員 等 と な つ

た 場 合  

 六  扶 養 親 族 で あ る 配 偶 者 、 父 母 等 で 第 一 項 の 規 定 に

よ る 届 出 に 係 る も の が あ る 職 員 で 行 八 級 職 員 等 及

び 行 九 級 以 上 職 員 等 以 外 の も の が 行 八 級 職 員 等 と

な つ た 場 合  

 七  職 員 の 扶 養 親 族 で あ る 子 で 第 一 項 の 規 定 に よ る

届 出 に 係 る も の の う ち 条 例 第 十 二 条 第 四 項 に 規 定

す る 特 定 期 間 （ 以 下 「 特 定 期 間 」 と い う 。 ） に あ る

子 で な か つ た 者 が 特 定 期 間 に あ る 子 と な つ た 場 合  

 ４  第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 様

式 の 扶 養 親 族 届 に よ り 行 う も の と す る 。  

 ５  任 命 権 者 は 、 前 項 の 届 出 を 受 け た と き は 、 扶 養 親 族

届 に 記 載 さ れ た 扶 養 親 族 が 条 例 に 定 め る 要 件 を 備 え

て い る か ど う か 又 は 配 偶 者 の な い 旨 を 確 か め て 認 定

す る も の と す る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 者 を 扶 養 親 族 と

し て 認 定 す る こ と は で き な い 。  

 一  職 員 の 配 偶 者 、 兄 弟 姉 妹 等 が 受 け る 扶 養 手 当 又 は

民 間 事 業 所 そ の 他 の こ れ に 相 当 す る 手 当 の 支 給 の

基 礎 と な つ て い る 者  

 二  年 額 百 三 十 万 円 以 上 の 恒 常 的 な 所 得 が あ る と 見

込 ま れ る 者  

 三  身 体 又 は 精 神 に 著 し い 障 害 が あ る 者 の 場 合 は 前

二 号 に よ る ほ か 、 終 身 労 務 に 従 事 す る こ と が で き な

い 程 度 で な い 者  

 ６  職 員 が 他 の 者 と 共 同 し て 同 一 人 を 扶 養 す る 場 合 に

は 、 そ の 職 員 が 主 と な る 扶 養 者 で あ る 場 合 に 限 り 、 そ

の 者 の 扶 養 親 族 と し て 認 定 す る こ と が で き る 。  

 ７  任 命 権 者 は 、 前 二 項 の 認 定 を 行 う と き 、 そ の 他 必 要

と 認 め る と き は 、 扶 養 事 実 等 を 証 明 す る こ と が で き る

証 拠 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

 ８  任 命 権 者 は 、 扶 養 親 族 に 異 動 を 生 じ た と き は 、 そ の

異 動 に 係 る 事 項 を 人 事 委 員 会 が 定 め る 様 式 の 扶 養 親

族 認 定 簿 に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  

 ９  扶 養 親 族 の あ る 職 員 が 任 命 権 者 を 異 に し て 異 動 し

た 場 合 は 、 異 動 前 の 任 命 権 者 は 、 当 該 職 員 に 係 る 扶 養

親 族 認 定 簿 を 当 該 職 員 か ら 提 出 さ れ た 扶 養 親 族 届 及

び 証 拠 書 類 と と も に 異 動 後 の 任 命 権 者 に 送 付 す る も

の と す る 。  

 1
0  扶 養 手 当 は 、 給 料 の 支 給 方 法 に 準 じ て 支 給 す る 。  

 1
1  支 給 日 ま で に 扶 養 手 当 に 係 る 事 実 が 確 認 で き な い

場 合 等 で 、 そ の 日 に お い て 支 給 す る こ と が で き な い と

き は 、 そ の 日 後 に 支 給 す る こ と が で き る 。  
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 1
2  職 員 が そ の 所 属 す る 給 料 の 支 給 義 務 者 を 異 に し て

異 動 し た 場 合 に お け る そ の 異 動 し た 日 の 属 す る 月 の

扶 養 手 当 は 、 第 十 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 月 の 初

日 に 職 員 が 所 属 す る 給 料 の 支 給 義 務 者 に お い て 支 給

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 職 員 の 異 動 が そ の 月 の 給 料

の 支 給 日 前 で あ る と き は 、 そ の 際 支 給 す る も の と す

る 。  

（ 扶 養 手 当 、 住 居 手 当 及 び 単 身 赴 任 手 当 の 支 給 ）  （ 住 居 手 当 、 通 勤 手 当 及 び 単 身 赴 任 手 当 の 支 給 ）  

第 八 条  扶 養 手 当 、 住 居 手 当 及 び 単 身 赴 任 手 当 は 、 給 料

の 支 給 方 法 に 準 じ て 支 給 す る 。  

第 八 条  住 居 手 当 及 び 単 身 赴 任 手 当 は 、 給 料 の 支 給 方 法

に 準 じ て 支 給 す る 。  

２  支 給 日 ま で に 扶 養 手 当 、 住 居 手 当 及 び 単 身 赴 任 手 当

に 係 る 事 実 が 確 認 で き な い 場 合 等 で 、 そ の 日 に お い て

支 給 す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 日 後 に お い て 支

給 す る こ と が で き る 。  

２  支 給 日 ま で に 住 居 手 当 及 び 単 身 赴 任 手 当 に 係 る 事

実 が 確 認 で き な い 場 合 等 で 、 そ の 日 に お い て 支 給 す る

こ と が で き な い と き は 、 そ の 日 後 に お い て 支 給 す る こ

と が で き る 。  

３  職 員 が そ の 所 属 す る 給 料 の 支 給 義 務 者 を 異 に し て

異 動 し た 場 合 に お け る そ の 異 動 し た 日 の 属 す る 月 の

扶 養 手 当 、 住 居 手 当 及 び 単 身 赴 任 手 当 は 、 第 一 項 の 規

定 に か か わ ら ず 、 そ の 月 の 初 日 に 職 員 が 所 属 す る 給 料

の 支 給 義 務 者 に お い て 支 給 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

職 員 の 異 動 が そ の 月 の 給 料 の 支 給 日 前 で あ る と き は 、

そ の 際 支 給 す る も の と す る 。  

３  職 員 が そ の 所 属 す る 給 料 の 支 給 義 務 者 を 異 に し て

異 動 し た 場 合 に お け る そ の 異 動 し た 日 の 属 す る 月 の

住 居 手 当 及 び 単 身 赴 任 手 当 の 支 給 に つ い て は 前 条 第

十 二 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

（ 時 間 外 勤 務 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 、 夜 間 勤 務 手 当 、 宿

日 直 手 当 及 び 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 支 給 ）  

（ 時 間 外 勤 務 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 、 夜 間 勤 務 手 当 、 宿

日 直 手 当 及 び 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 支 給 ）  

第 九 条  （ 略 ）  第 九 条  （ 略 ）  

２  条 例 第 十 四 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 時 間 は 、 休 日 勤 務 手 当 の 支 給 さ れ る 日 が 属 す

る 週 に お い て 、 職 員 が 休 日 勤 務 手 当 の 支 給 さ れ る 勤 務

を 命 じ ら れ て 休 日 勤 務 手 当 が 支 給 さ れ た 場 合 に 、 当 該

週 に 週 休 日 の 振 替 等 （ 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 三 ― 二

（ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ） 第 三 条 第 三

項 に 規 定 す る 週 休 日 の 振 替 等 を い う 。 ） に よ り 勤 務 時

間 が 割 り 振 ら れ た と き に お け る 次 の 各 号 に 掲 げ る 時

間 と す る 。  

２  条 例 第 十 四 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 時 間 は 、 休 日 勤 務 手 当 の 支 給 さ れ る 日 が 属 す

る 週 に お い て 、 職 員 が 休 日 勤 務 手 当 の 支 給 さ れ る 勤 務

を 命 じ ら れ て 休 日 勤 務 手 当 が 支 給 さ れ た 場 合 に 、 当 該

週 に 週 休 日 の 振 替 等 （ 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 三 ― 二

（ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ） 第 三 条 第 二

項 に 規 定 す る 週 休 日 の 振 替 等 を い う 。 ） に よ り 勤 務 時

間 が 割 り 振 ら れ た と き に お け る 次 の 各 号 に 掲 げ る 時

間 と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

３ ～ ８  （ 略 ）  ３ ～ ８  （ 略 ）  

附  則  附  則  

１ ・ ２  （ 略 ）  １ ・ ２  （ 略 ）  

 ３  次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 者 は 、 速 や か に そ の 旨 （ 第

一 号 に 該 当 す る 者 に あ つ て は そ の 者 が 職 員 と な つ た

日 に お い て 、 第 二 号 に 該 当 す る 者 に あ つ て は 平 成 四 年

四 月 一 日 （ 以 下 「 切 替 日 」 と い う 。 ） に お い て 、 第 三

号 に 該 当 す る 者 に あ つ て は そ の 者 が 同 号 に 該 当 す る

者 と な つ た 日 に お い て 、 こ れ ら の 者 に 配 偶 者 （ 届 出 を

し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含

む 。 以 下 同 じ 。 ） が な く 、 か つ 、 職 員 の 給 与 等 に 関 す

る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第

四 十 号 。 以 下 「 改 正 条 例 」 と い う 。 ） に よ る 改 正 前 の

職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 第 十 二 条 第 二 項 第 二 号 か

ら 第 六 号 ま で の 扶 養 親 族 が な か つ た と き は 、 配 偶 者 が

な か つ た 旨 を 含 む 。 ） を 任 命 権 者 （ そ の 委 任 を 受 け た
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者 を 含 む 。 ） に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 一  切 替 日 か ら 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 （ 職 員 の

給 与 の 支 給 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 平 成 四 年 十 二 月 二 十 四 日 。 以 下 「 改 正 規 則 」 と い

う 。 ） の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前

日 ま で の 間 （ 以 下 「 切 替 期 間 」 と い う 。 ） に お い て

新 た に 職 員 と な つ た 者 で あ つ て 、 そ の 者 が 職 員 と な

つ た 日 に 、 昭 和 四 十 九 年 四 月 一 日 以 前 に 生 ま れ た 者

で 改 正 条 例 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る

条 例 第 十 二 条 第 二 項 第 二 号 又 は 第 四 号 の 扶 養 親 族

た る 要 件 を 具 備 す る も の （ 以 下 「 新 規 扶 養 親 族 た る

子 等 」 と い う 。 ） を 有 し て い た も の  

 二  切 替 日 に お い て 、 そ の 前 日 か ら 引 き 続 き 、 新 規 扶

養 親 族 た る 子 等 が あ る 職 員 で あ つ た 者  

 三  切 替 期 間 に お い て 、 新 た に 新 規 扶 養 親 族 た る 子 等

を 有 す る 職 員 と な つ た 者  

 四  切 替 期 間 に お い て 、 新 規 扶 養 親 族 た る 子 等 で 扶 養

親 族 た る 要 件 を 欠 く に 至 つ た も の が あ る 職 員 で あ

つ た 者  

 五  新 規 扶 養 親 族 た る 子 等 が あ り 、 か つ 、 配 偶 者 （ 改

正 規 則 に よ る 改 正 前 の 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 第 七

条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 が さ れ た 扶 養 親 族 た る

配 偶 者 を 除 く 。 ） が あ つ た 職 員 で あ つ て 、 切 替 期 間

に お い て 配 偶 者 が な い 職 員 と な り 、 か つ 、 そ の 配 偶

者 が な い 職 員 と な つ た 日 に 改 正 条 例 に よ る 改 正 前

の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 第 十 二 条 第 二 項 第 二

号 か ら 第 六 号 ま で の 扶 養 親 族 が な か つ た も の  

 六  新 規 扶 養 親 族 た る 子 等 が あ り 、 か つ 、 配 偶 者 が な

か つ た 職 員 で あ つ て 、 切 替 期 間 に お い て 扶 養 親 族 で

な い 配 偶 者 が あ る 職 員 と な り 、 か つ 、 そ の 配 偶 者 が

あ る 職 員 と な つ た 日 に 改 正 条 例 に よ る 改 正 前 の 職

員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 第 十 二 条 第 二 項 第 二 号 か

ら 第 六 号 ま で の 扶 養 親 族 が な か つ た も の  

 ４  前 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 つ た 者 に 対 す る 第 七 条

第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 二

項 中 「 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 」 と あ る の は 「 同 項 又

は 附 則 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 」 と 、 「 同 項 第 二 号 」

と あ る の は 「 前 項 第 二 号 」 と 、 「 届 出 が 、 こ れ に 係 る

事 実 の 生 じ た 日 か ら 十 五 日 を 経 過 し た 後 に さ れ た と

き は 、 そ の 」 と あ る の は 「 届 出 が こ れ に 係 る 事 実 の 生

じ た 日 か ら 十 五 日 を 経 過 し た 後 に さ れ た と き 、 又 は 附

則 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 が 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

七 ― 二 （ 職 員 の 給 与 の 支 給 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改

正 す る 規 則 （ 平 成 四 年 十 二 月 二 十 四 日 ） の 施 行 の 日 か

ら 三 十 日 を 経 過 し た 後 に さ れ た と き は 、 そ れ ぞ れ の 」

と し 、 同 条 第 三 項 中 「 扶 養 親 族 で 同 項 」 と あ る の は 「 扶

養 親 族 で 同 項 又 は 附 則 第 三 項 」 と 、 「 同 項 第 二 号 」 と

あ る の は 「 第 一 項 第 二 号 」 と 、 「 （ 扶 養 親 族 た る 子 、

父 母 等 で 同 項 」 と あ る の は 「 （ 扶 養 親 族 た る 子 、 父 母

等 で 同 項 又 は 附 則 第 三 項 」 と 、 「 の う ち 扶 養 親 族 た る
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子 、 父 母 等 で 同 項 」 と あ る の は 「 の う ち 扶 養 親 族 た る

子 、 父 母 等 で 第 一 項 又 は 附 則 第 三 項 」 と す る 。  

 ５  職 員 に 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 事 実 が 生 じ た 場 合

に 関 す る 第 七 条 第 二 項 た だ し 書 （ 同 条 第 三 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同

条 第 二 項 た だ し 書 中 「 こ れ に 係 る 事 実 が 生 じ た 日 か ら

十 五 日 」 と あ る の は 、 「 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二

（ 職 員 の 給 与 の 支 給 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る

規 則 （ 平 成 四 年 十 二 月 二 十 四 日 ） の 施 行 の 日 か ら 三 十

日 」 と す る 。  

 一  施 行 日 か ら 十 五 日 以 内 に 新 た に 職 員 と な つ た 者

に 新 規 扶 養 親 族 た る 子 等 が あ る 場 合  

 二  施 行 日 か ら 十 五 日 以 内 に 新 た に 新 規 扶 養 親 族 た

る 子 等 を 有 す る に 至 つ た 場 合  

 三  施 行 日 か ら 十 五 日 以 内 に 新 規 扶 養 親 族 た る 子 等

が あ る 職 員 が 配 偶 者 の な い 職 員 と な り 、 か つ 、 そ の

配 偶 者 の な い 職 員 と な つ た 日 に 改 正 条 例 に よ る 改

正 前 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 第 十 二 条 第 二 項

第 二 号 か ら 第 六 号 ま で の 扶 養 親 族 が な い 場 合  

３ ～ ５  （ 略 ）  ６ ～ ８  （ 略 ）  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 （ 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 し ま す 。  

  令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   中   村   佳   子    

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 （ 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 （ 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 経 験 年 数 を 有 す る 者 の 号 給 ）  （ 経 験 年 数 を 有 す る 者 の 号 給 ）  

第 十 五 条  新 た に 職 員 と な つ た 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 （ 職

務 の 級 を 第 十 一 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 に

決 定 さ れ た 者 を 除 く 。 ） の う ち 、 当 該 各 号 に 定 め る 経

験 年 数 を 有 す る 者 の 号 給 は 、 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に

よ る 号 給 （ 前 条 の 規 定 に よ る 号 給 を 含 む 。 以 下 こ の 項

に お い て 「 基 準 号 給 」 と い う 。 ） の 号 数 に 、 当 該 経 験

年 数 の 月 数 を 十 二 月 （ そ の 者 の 経 験 年 数 の う ち 五 年 を

超 え る 経 験 年 数 （ 第 四 号 に 掲 げ る 者 で 必 要 経 験 年 数 が

五 年 以 上 の 年 数 と さ れ て い る 職 務 の 級 に 決 定 さ れ た

も の に あ つ て は 同 号 に 定 め る 経 験 年 数 と し 、 職 員 の 職

務 に そ の 経 験 が 直 接 役 立 つ と 認 め ら れ る 職 務 で あ つ

て 人 事 委 員 会 の 定 め る も の に 従 事 し た 期 間 の あ る 職

員 の 経 験 年 数 の う ち 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 を 考 慮

し て 任 命 権 者 が 相 当 と 認 め る 年 数 を 除 く 。 ） の 月 数 に

あ つ て は 、 十 八 月 ） で 除 し た 数 （ 一 未 満 の 端 数 が あ る

と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 数 ） に 四 （ 新 た に 職 員 と な
第 十 五 条  新 た に 職 員 と な つ た 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 （ 職

務 の 級 を 第 十 一 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 務 の 級 に

決 定 さ れ た 者 を 除 く 。 ） の う ち 、 当 該 各 号 に 定 め る 経

験 年 数 を 有 す る 者 の 号 給 は 、 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に

よ る 号 給 （ 前 条 の 規 定 に よ る 号 給 を 含 む 。 以 下 こ の 項

に お い て 「 基 準 号 給 」 と い う 。 ） の 号 数 に 、 当 該 経 験

年 数 の 月 数 を 十 二 月 （ そ の 者 の 経 験 年 数 の う ち 五 年 を

超 え る 経 験 年 数 （ 第 四 号 に 掲 げ る 者 で 必 要 経 験 年 数 が

五 年 以 上 の 年 数 と さ れ て い る 職 務 の 級 に 決 定 さ れ た

も の に あ つ て は 同 号 に 定 め る 経 験 年 数 と し 、 職 員 の 職

務 に そ の 経 験 が 直 接 役 立 つ と 認 め ら れ る 職 務 で あ つ

て 人 事 委 員 会 の 定 め る も の に 従 事 し た 期 間 の あ る 職

員 の 経 験 年 数 の う ち 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 を 考 慮

し て 任 命 権 者 が 相 当 と 認 め る 年 数 を 除 く 。 ） の 月 数 に

あ つ て は 、 十 八 月 ） で 除 し た 数 （ 一 未 満 の 端 数 が あ る

と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 数 ） に 四 （ 新 た に 職 員 と な
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つ た 者 が 第 三 十 五 条 に 規 定 す る 特 定 職 員 （ 行 政 職 給 料

表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 八 級 以 上 で

あ る も の 及 び 第 三 十 七 条 の 二 に 規 定 す る 職 員 （ 以 下

「 行 政 職 給 料 表 八 級 以 上 職 員 等 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ）

で あ る と き は 三 、 行 政 職 給 料 表 八 級 以 上 職 員 等 で あ る

と き は 零 ） を 乗 じ て 得 た 数 を 加 え て 得 た 数 を 号 数 と す

る 号 給 と す る こ と が で き る 。  

つ た 者 が 第 三 十 五 条 に 規 定 す る 特 定 職 員 で あ る と き

は 、 三 ） を 乗 じ て 得 た 数 を 加 え て 得 た 数 を 号 数 と す る

号 給 と す る こ と が で き る 。  

 一 ～ 四  （ 略 ）   一 ～ 四  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 職 員 の 昇 給 の 号 給 数 等 ）  （ 職 員 の 昇 給 の 号 給 数 等 ）  

第 三 十 六 条  （ 略 ）  第 三 十 六 条  （ 略 ）  

２  職 員 の 基 準 号 給 数 は 、 第 三 十 四 条 に 規 定 す る 勤 務 成

績 の 証 明 に 基 づ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 号 給 数 と す る 。 た だ し 、 第 一 号

ハ 又 は 第 三 号 ハ に 該 当 す る も の で 任 命 権 者 が 昇 給 さ

せ る こ と が 相 当 で な い と 認 め る 職 員 は 昇 給 し な い 。  

２  職 員 の 基 準 号 給 数 は 、 第 三 十 四 条 に 規 定 す る 勤 務 成

績 の 証 明 に 基 づ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 号 給 数 と す る 。 た だ し 、 各 号 ハ

に 該 当 す る も の で 任 命 権 者 が 昇 給 さ せ る こ と が 相 当

で な い と 認 め る 職 員 は 昇 給 し な い 。  

一  特 定 職 員 （ 次 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）  一  特 定 職 員  

イ  勤 務 成 績 が 特 に 良 好 で あ る 職 員  三 号 給 以 上

（ 条 例 第 八 条 第 四 項 第 一 号 の 規 定 の 適 用 を 受 け る

職 員 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 高 齢 層 職 員 」 と い う 。 ）

に あ つ て は 、 一 号 給 以 上 又 は 昇 給 し な い ）  

  イ  勤 務 成 績 が 特 に 良 好 で あ る 職 員  三 号 給 以 上

（ 条 例 第 八 条 第 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員

（ 以 下 こ の 項 に お い て 「 高 齢 層 職 員 」 と い う 。 ）

に あ つ て は 、 一 号 給 以 上 又 は 昇 給 し な い ）  

  ロ ・ ハ  （ 略 ）    ロ ・ ハ  （ 略 ）  

 二  行 政 職 給 料 表 八 級 以 上 職 員 等    

  イ  勤 務 成 績 が 特 に 良 好 で あ る 職 員  一 号 給 以 上   

  ロ  勤 務 成 績 が 良 好 で あ る 職 員  零   

  ハ  勤 務 成 績 が 良 好 で あ る と 認 め ら れ な い 職 員  零   

三  前 二 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  二  特 定 職 員 以 外 の 職 員  

 イ ～ ハ  （ 略 ）   イ ～ ハ  （ 略 ）  

３  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 基 準 号 給 数 は 、 前 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 当 該 各 号 に 定 め る 号 給 数 と す る 。  

３  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 基 準 号 給 数 は 、 前 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 当 該 各 号 に 定 め る 号 給 数 と す る 。  

一  人 事 委 員 会 の 定 め る 事 由 以 外 の 事 由 に よ つ て 昇

給 日 （ 条 例 附 則 第 十 八 項 に 基 づ き 任 命 権 者 が 期 間 を

定 め る 場 合 に あ つ て は 、 任 命 権 者 が 別 に 定 め る 日 ）

前 一 年 間 （ 当 該 期 間 の 中 途 に お い て 新 た に 職 員 と な

つ た 職 員 に あ つ て は 、 新 た に 職 員 と な つ た 日 か ら 昇

給 日 （ 同 項 に 基 づ き 任 命 権 者 が 期 間 を 定 め る 場 合 に

あ つ て は 、 任 命 権 者 が 別 に 定 め る 日 ） の 前 日 ま で の

期 間 。 次 号 に お い て 「 基 準 期 間 」 と い う 。 ） の 六 分

の 一 に 相 当 す る 期 間 の 日 数 以 上 の 日 数 を 勤 務 し て

い な い 職 員 （ 次 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）  前 項 に

掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 同 項 第 一 号 ハ 、 第 二 号 ハ 又

は 第 三 号 ハ に 該 当 す る も の と み な し て 、 前 二 項 の 規

定 を 適 用 し た 場 合 の 号 給 数  

一  人 事 委 員 会 の 定 め る 事 由 以 外 の 事 由 に よ つ て 昇

給 日 （ 条 例 附 則 第 十 八 項 に 基 づ き 任 命 権 者 が 期 間 を

定 め る 場 合 に あ つ て は 、 任 命 権 者 が 別 に 定 め る 日 ）

前 一 年 間 （ 当 該 期 間 の 中 途 に お い て 新 た に 職 員 と な

つ た 職 員 に あ つ て は 、 新 た に 職 員 と な つ た 日 か ら 昇

給 日 （ 同 項 に 基 づ き 任 命 権 者 が 期 間 を 定 め る 場 合 に

あ つ て は 、 任 命 権 者 が 別 に 定 め る 日 ） の 前 日 ま で の

期 間 。 次 号 に お い て 「 基 準 期 間 」 と い う 。 ） の 六 分

の 一 に 相 当 す る 期 間 の 日 数 以 上 の 日 数 を 勤 務 し て

い な い 職 員 （ 次 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）  前 項 に

掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 同 項 第 一 号 ハ 又 は 第 二 号

ハ に 該 当 す る も の と み な し て 、 前 二 項 の 規 定 を 適 用

し た 場 合 の 号 給 数  

 二  （ 略 ）   二  （ 略 ）  

４ ～ ６  （ 略 ）  ４ ～ ６  （ 略 ）  

７  一 の 昇 給 日 に お い て 第 二 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 掲 げ

る 職 員 の 区 分 に 応 じ 第 一 号 イ 、 第 二 号 イ 又 は 第 三 号 イ

に 該 当 す る も の と し て 決 定 す る 基 準 号 給 数 （ 同 項 第 一

号 イ 、 第 二 号 イ 又 は 第 三 号 イ に 該 当 す る も の と し て 基

準 号 給 数 を 決 定 す る 職 員 に つ い て 、 当 該 職 員 を 同 項 第
７  一 の 昇 給 日 に お い て 第 二 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 掲 げ

る 職 員 の 区 分 に 応 じ 第 一 号 イ 又 は 第 二 号 イ に 該 当 す

る も の と し て 決 定 す る 基 準 号 給 数 （ 同 項 第 一 号 イ 又 は

第 二 号 イ に 該 当 す る も の と し て 基 準 号 給 数 を 決 定 す

る 職 員 に つ い て 、 当 該 職 員 を 同 項 第 一 号 ロ 又 は 第 二 号
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一 号 ロ 、 第 二 号 ロ 又 は 第 三 号 ロ に 該 当 す る も の と み な

し て 決 定 す る 基 準 号 給 数 を 超 え る 号 給 数 に 限 る 。 ） の

合 計 は 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 号 給 数 を 超 え て は な ら な

い 。  

ロ に 該 当 す る も の と み な し て 決 定 す る 基 準 号 給 数 を

超 え る 号 給 数 に 限 る 。 ） の 合 計 は 、 人 事 委 員 会 の 定 め

る 号 給 数 を 超 え て は な ら な い 。  
（ 昇 給 号 給 数 の 抑 制 に 係 る 年 齢 の 特 例 ）  （ 昇 給 号 給 数 の 抑 制 に 係 る 年 齢 の 特 例 ）  

第 三 十 七 条  条 例 第 八 条 第 四 項 第 一 号 の 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 職 員 は 、 医 療 職 給 料 表 （一
）

の 適 用 を 受 け る 職 員

と す る 。  

第 三 十 七 条  条 例 第 八 条 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 職 員 は 、 五 十 五 歳 （ 医 療 職 給 料 表 （一
）

の 適 用 を 受 け る

職 員 に あ つ て は 、 五 十 七 歳 ） に 達 し た 日 以 降 の 年 齢 特

定 日 （ 直 近 の 三 月 三 十 一 日 を い う 。 ） を 超 え て 在 職 す

る 職 員 と す る 。  

 （ 行 政 職 給 料 表 の 八 級 以 上 の 職 員 に 相 当 す る 職 員 ）   

第 三 十 七 条 の 二  条 例 第 八 条 第 四 項 第 二 号 の 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 職 員 は 、 公 安 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職

員 で そ の 職 務 の 級 が 九 級 で あ る も の 及 び 医 療 職 給 料

表 （一
）

の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 四 級 で あ

る も の と す る 。  

 

別 表 第 七 及 び 別 表 第 八 を 次 の よ う に 改 め る 。
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別表第七 昇格時号給対応表（第二十三条関係） 

イ 行政職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日

に受けていた号給 

昇 格 後 の 号 給 

2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 9 級 10 級 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

5 1 1 1 1 1 1 1 5 4 

6 1 1 1 1 1 1 1 5 4 

7 1 1 1 1 1 1 1 5 4 

8 1 1 1 1 1 1 1 5 4 

9 1 1 1 1 1 1 1 5 4 

10 1 1 1 2 1 1 1     

11 1 1 1 3 1 1 1     

12 1 1 1 4 1 1 1     

13 1 1 1 5 1 1 2     

14 1 1 1 6 2 1 2     

15 1 1 1 7 3 1 2     

16 1 1 1 8 4 1 2     

17 1 1 1 9 5 1 2     

18 1 1 1 10 6 2 3     

19 1 1 1 11 7 3 3     

20 1 1 1 12 8 4 3     

21 1 1 1 13 9 5 3     

22 1 2 2 14 10 5 4     

23 1 3 3 15 11 6 4     

24 1 4 4 16 12 6 4     

25 1 5 5 17 13 7 4     

26 1 6 6 18 14 7 4     

27 1 7 7 19 15 8 4     

28 1 8 8 20 16 8 4     

29 1 9 9 21 17 9 5     

30 1 10 10 22 18 9 5     

31 1 11 11 23 19 10 5     

32 1 12 12 24 20 10 5     

33 1 13 13 25 21 11 5     

34 2 14 14 26 22 11 5     

35 3 15 15 27 23 12 5     

36 4 16 16 28 24 12 5     

37 5 17 17 29 25 13 5     

38 6 18 18 30 26 13 5     

39 7 19 19 31 27 13 5     

40 8 20 20 32 28 13 5     

41 9 21 21 33 29 14 5     

42 10 22 22 34 29 14 5     

43 11 23 23 35 30 14 5     
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44 12 24 24 36 30 14 5     

45 13 25 25 37 31 15 5     

46 14 26 26 38 31 15       

47 15 27 27 39 32 15       

48 16 28 28 40 32 15       

49 17 29 29 41 33 15       

50 18 30 30 42 33 15       

51 19 31 31 43 34 15       

52 20 32 32 44 34 15       

53 21 33 33 45 35 15       

54 21 33 34 46 35 15       

55 22 34 35 47 36 15       

56 22 34 36 48 36 15       

57 23 35 37 49 37 15       

58 23 35 37 50 37 15       

59 24 36 37 51 38 15       

60 24 36 38 52 38 15       

61 25 37 38 53 38 15       

62 25 38 38 54 38 15       

63 26 39 39 55 38 15       

64 26 40 39 56 38 15       

65 27 41 39 57 38 15       

66 27 41 40 58 38 16       

67 28 42 40 59 38 16       

68 28 42 40 60 38 16       

69 29 43 41 60 39 16       

70 29 43 41 60 39 16       

71 29 44 41 60 39 16       

72 30 44 42 60 39 16       

73 30 45 42 61 39 17       

74 30 45 42 61 39         

75 31 45 43 61 39         

76 31 45 43 61 39         

77 31 45 43 61 39         

78 32 46 44 62 39         

79 32 46 44 62 39         

80 32 46 44 62 39         

81 33 46 45 63 40         

82 33 46 45 64 40         

83 33 47 45 65 40         

84 34 47 45 66 40         

85 34 47 46 67 41         

86 34 47 46             

87 35 47 46             

88 35 48 46             

89 35 48 47             

90 36 48 47             
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91 36 48 47             

92 36 48 47             

93 37 49 47             

94   49 47             

95   49 47             

96   49 48             

97   49 48             

98   50 48             

99   50 48             

100   50 48             

101   50 48             

102   50 48             

103   51 49             

104   51 49             

105   51 49             

106   51 49             

107   51 49             

108   52 49             

109   52 49             

110   52               

111   52               

112   52               

113   52               

114   52               

115   52               

116   52               

117   53               

118   53               

119   53               

120   53               

121   53               

122   53               

123   53               

124   53               

125   53               

ロ 公安職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日

に受けていた号給 

昇 格 後 の 号 給 

2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 9 級 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 
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10 2 1 1 1 2 1 1 1 

11 3 1 1 1 3 1 1 1 

12 4 1 1 1 4 1 1 1 

13 5 1 1 1 5 1 1 1 

14 6 2 1 1 6 2 1 2 

15 7 3 1 1 7 3 1 2 

16 8 4 1 1 8 4 1 2 

17 9 5 1 1 9 5 1 2 

18 10 6 1 1 10 6 2 3 

19 11 7 1 1 11 7 3 3 

20 12 8 1 1 12 8 4 3 

21 13 9 1 1 13 9 5 4 

22 14 10 2 1 14 10 6 4 

23 15 11 3 1 15 11 7 4 

24 16 12 4 1 16 12 8 4 

25 17 13 5 1 17 13 9 4 

26 18 14 6 1 18 14 10 4 

27 19 15 7 1 19 15 11 4 

28 20 16 8 1 20 16 12 5 

29 21 17 9 1 21 17 13 5 

30 22 18 10 2 22 18 14 5 

31 23 19 11 3 23 19 15 5 

32 24 20 12 4 24 20 16 5 

33 25 21 13 5 25 21 17 5 

34 26 22 14 6 26 22 18 5 

35 27 23 15 7 27 23 19 5 

36 28 24 16 8 28 24 20 5 

37 29 25 17 9 29 25 21 5 

38 30 26 18 10 30 26 22 5 

39 31 27 19 11 31 27 23 5 

40 32 28 20 12 32 28 24 5 

41 33 29 21 13 33 29 25 5 

42 34 30 22 14 34 30 25 5 

43 35 31 23 15 35 31 26 5 

44 36 32 24 16 36 32 26 5 

45 37 33 25 17 37 33 27 5 

46 38 34 26 18 38 34 27   

47 39 35 27 19 39 35 28   

48 40 36 28 20 40 36 28   

49 41 37 29 21 41 37 28   

50 42 38 30 22 42 37 28   

51 43 39 31 23 43 37 28   

52 44 40 32 24 44 38 28   

53 45 41 33 25 45 38 28   

54 46 42 34 26 46 38 28   

55 47 43 35 27 47 39 28   

56 48 44 36 28 48 39 28   
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57 49 45 37 29 49 39 29   

58 50 46 38 30 50 40 29   

59 51 47 39 31 51 40 29   

60 52 48 40 32 52 40 29   

61 53 49 41 33 53 40 29   

62 54 50 42 34 54 40 29   

63 55 51 43 35 55 40 29   

64 56 52 44 36 56 40 29   

65 57 53 45 37 57 40 29   

66 58 54 46 37 58 40 29   

67 59 55 47 38 59 40 29   

68 60 56 48 38 60 41 30   

69 61 57 49 39 60 41 30   

70 62 58 49 39 60 41 30   

71 63 59 50 40 61 41 31   

72 64 60 50 40 62 41 31   

73 65 61 51 41 63 41 31   

74 66 62 51 42 64 41     

75 67 63 52 43 65 41     

76 68 64 52 44 66 41     

77 69 65 53 45 67 41     

78 69 66 54 46 68 41     

79 70 67 55 47 69 41     

80 70 68 56 48 70 42     

81 71 69 57 49 71 42     

82 71 70 58 49 72 42     

83 72 71 59 50 73 43     

84 72 72 60 50 74 43     

85 73 73 61 51 75 43     

86 74 74 62 51         

87 75 75 63 52         

88 76 76 64 52         

89 77 77 65 53         

90 78 78 66 53         

91 79 79 67 53         

92 80 80 68 54         

93 81 81 69 54         

94 82 82 70 54         

95 83 83 71 55         

96 84 84 72 55         

97 85 85 73 55         

98 86 86 74 56         

99 87 87 75 56         

100 88 88 76 56         

101 89 89 77 57         

102 90 89 78 58         

103 91 90 79 59         

令和7年3月25日 三　重　県　公　報 号　　外

17



104 92 90 80 60         

105 93 91 81 60         

106 93 91 82 60         

107 93 92 83 60         

108 94 92 84 60         

109 94 93 85 60         

110 94 94 85 60         

111 95 95 86 60         

112 95 96 86 60         

113 95 97 87 61         

114 96 98 87 61         

115 96 99 88 61         

116 96 100 88 61         

117 97 101 89 61         

118 97 101 89 61         

119 98 101 90 61         

120 98 102 90 61         

121 99 102 91 61         

122 99 102 91           

123 100 103 92           

124 100 103 92           

125 101 103 92           

126   104 92           

127   104 92           

128   104 92           

129   105 92           

130   105 92           

131   105 92           

132   106 92           

133   106 93           

134   106 93           

135   107 93           

136   107 93           

137   107 93           

138   108 94           

139   108 95           

140   108 96           

141   109 96           

142   109             

143   110             

144   110             

145   111             

ハ 研究職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受けてい

た号給 

昇 格 後 の 号 給 

2 級 3 級 4 級 5 級 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

令和7年3月25日 三　重　県　公　報 号　　外

18



3 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 

26 2 1 2 1 

27 3 1 3 2 

28 4 1 4 2 

29 5 1 5 3 

30 6 1 5 3 

31 7 1 6 4 

32 8 1 6 4 

33 9 1 7 5 

34 10 1 7 6 

35 11 1 8 7 

36 12 1 8 8 

37 13 1 9 9 

38 14 1 9 9 

39 15 1 10 10 

40 16 1 10 10 

41 17 1 11 11 

42 17 2 11 11 

43 18 3 12 12 

44 18 4 12 12 

45 19 5 13 13 

46 19 6 14 13 

47 20 7 15 14 

48 20 8 16 14 

49 21 9 17 15 
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50 22 9 17 15 

51 23 9 17 16 

52 24 10 18 16 

53 25 10 18 17 

54 25 10 18   

55 26 11 19   

56 26 11 19   

57 27 11 19   

58 27 12 20   

59 28 12 20   

60 28 12 20   

61 29 13 21   

62 29 13 21   

63 29 14 22   

64 30 14 22   

65 30 15 22   

66 30 15 23   

67 31 16 23   

68 31 16 23   

69 31 17 24   

70 32 17 24   

71 32 17 24   

72 32 18 25   

73 33 18 25   

74 33 18 25   

75 34 19 26   

76 34 19 26   

77 35 19 26   

78 35 20 26   

79 36 20 27   

80 36 20 27   

81 37 21 27   

82 37 22     

83 38 23     

84 38 24     

85 39 25     

86 39 25     

87 40 25     

88 40 25     

89 41 26     

90 41 26     

91 42 26     

92 42 26     

93 43 27     

94 43 27     

95 44 27     

96 44 27     
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97 45 28     

98 46 28     

99 47 28     

100 48 28     

101 49 29     

102 50 29     

103 51 29     

104 52 30     

105 53 30     

106 53 30     

107 53 30     

108 54 30     

109 54 31     

110 54 31     

111 55 31     

112 55 31     

113 55 31     

114 56 32     

115 56 32     

116 56 32     

117 57 32     

118 57 32     

119 58 33     

120 58 33     

121 59 33     

ニ 医療職給料表（一）昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受けてい

た号給 

昇 格 後 の 号 給 

2 級 3 級 4 級 

1 1 1 1 

2 1 1 1 

3 1 1 1 

4 1 1 1 

5 1 1 1 

6 1 1 1 

7 1 1 1 

8 1 1 1 

9 1 1 1 

10 1 1 1 

11 1 1 1 

12 1 1 1 

13 1 1 1 

14 1 1 1 

15 1 1 1 

16 1 1 1 

17 1 1 1 

18 1 1 1 

19 1 1 1 
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20 1 1 1 

21 1 1 1 

22 1 2 1 

23 1 3 1 

24 1 4 2 

25 1 5 2 

26 1 6 2 

27 1 7 3 

28 1 8 3 

29 1 9 3 

30 1 10 3 

31 1 11 4 

32 1 12 4 

33 1 13 4 

34 2 14 5 

35 3 15 5 

36 4 16 5 

37 5 17 5 

38 6 18 5 

39 7 19 5 

40 8 20 5 

41 9 21 5 

42 10 21 5 

43 11 22 5 

44 12 22 5 

45 13 23 5 

46 13 23 5 

47 13 24 5 

48 14 24 5 

49 14 25 5 

50 14 25 5 

51 14 26 5 

52 15 26 5 

53 15 27 5 

54 15 27 5 

55 15 28 5 

56 16 28 5 

57 16 29 5 

58 16 29 5 

59 16 29 5 

60 17 30 5 

61 17 30 5 

62 17 30 5 

63 18 31 5 

64 18 31 5 

65 19 31 5 

66   32 5 
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67   32 5 

68   32 5 

69   32 5 

70   32 5 

71   33 5 

72   33 5 

73   33 5 

74   33   

75   33   

76   34   

77   34   

78   34   

79   34   

80   34   

81   35   

82   35   

83   35   

84   35   

85   35   

ホ 医療職給料表（二）昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受け

ていた号給 

昇 格 後 の 号 給 

2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 

1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 

22 2 2 1 2 2 

23 3 3 1 3 3 

24 4 4 1 4 4 

25 5 5 1 5 5 

26 6 6 1 6 5 
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27 7 7 1 7 6 

28 8 8 1 8 6 

29 9 9 1 9 7 

30 10 10 1 10 7 

31 11 11 1 11 8 

32 12 12 1 12 8 

33 13 13 1 13 9 

34 14 14 1 14 9 

35 15 15 1 15 9 

36 16 16 1 16 9 

37 17 17 1 17 9 

38 18 18 2 18 9 

39 19 19 3 19 10 

40 20 20 4 20 10 

41 21 21 5 21 10 

42 22 22 6 21 10 

43 23 23 7 21 10 

44 24 24 8 22 10 

45 25 25 9 22 11 

46 25 26 10 22 11 

47 26 27 11 23 11 

48 26 28 12 23 11 

49 27 29 13 23 11 

50 27 30 13 24 11 

51 28 31 14 24 12 

52 28 32 14 24 12 

53 29 33 15 25 12 

54 29 34 15 25   

55 30 35 16 26   

56 30 36 16 26   

57 31 37 17 27   

58 31 38 18 27   

59 32 39 19 28   

60 32 40 20 28   

61 33 41 21 28   

62 33 42 21 28   

63 34 43 21 28   

64 34 44 22 29   

65 35 45 22 29   

66 35 46 22 29   

67 36 47 23 29   

68 36 48 23 29   

69 37 49 23 30   

70 37 49 24 30   

71 38 50 24 30   

72 38 50 24 30   

73 39 51 25 30   

74 39 51 25 31   

令和7年3月25日 三　重　県　公　報 号　　外

24



75 40 52 25 31   

76 40 52 25 31   

77 41 53 26 31   

78 41 53 26     

79 41 53 26     

80 42 54 26     

81 42 54 27     

82 42 54 27     

83 43 55 27     

84 43 55 27     

85 43 55 28     

86   56 28     

87   56 28     

88   56 28     

89   56 29     

90   56 29     

91   57 29     

92   57 29     

93   57 29     

94   57 29     

95   57 30     

96   58 30     

97   58 30     

98   58 30     

99   58 30     

100   58 30     

101   59 31     

102   59 31     

103   59 31     

104   59 31     

105   59 31     

106     31     

107     32     

108     32     

109     32     

ヘ 医療職給料表（三）昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受け

ていた号給 

昇 格 後 の 号 給 

2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 

1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 
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11 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 

14 1 1 2 1 1 

15 1 1 3 1 1 

16 1 1 4 1 1 

17 1 1 5 1 1 

18 2 1 6 1 1 

19 3 1 7 1 1 

20 4 1 8 1 1 

21 5 1 9 1 1 

22 6 1 10 2 1 

23 7 1 11 3 1 

24 8 1 12 4 1 

25 9 1 13 5 1 

26 10 1 14 6 2 

27 11 1 15 7 3 

28 12 1 16 8 4 

29 13 1 17 9 5 

30 14 2 18 10 6 

31 15 3 19 11 7 

32 16 4 20 12 8 

33 17 5 21 13 9 

34 18 6 22 14 10 

35 19 7 23 15 11 

36 20 8 24 16 12 

37 21 9 25 17 13 

38 22 10 26 18 14 

39 23 11 27 19 15 

40 24 12 28 20 16 

41 25 13 29 21 17 

42 26 14 30 22 17 

43 27 15 31 23 18 

44 28 16 32 24 18 

45 29 17 33 25 19 

46 30 18 34 26 19 

47 31 19 35 27 20 

48 32 20 36 28 20 

49 33 21 37 29 21 

50 34 22 38 30 21 

51 35 23 39 31 22 

52 36 24 40 32 22 

53 37 25 41 33 23 

54 38 26 42 34 23 

55 39 27 43 35 24 

56 40 28 44 36 24 

57 41 29 45 37 25 

58 41 30 46 38 25 
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59 42 31 47 39 26 

60 42 32 48 40 26 

61 43 33 49 41 27 

62 43 34 50 42 27 

63 44 35 51 43 28 

64 44 36 52 44 28 

65 45 37 53 45 29 

66 46 38 54 45 29 

67 47 39 55 46 29 

68 48 40 56 46 29 

69 49 41 57 47 29 

70 50 42 58 47 29 

71 51 43 59 48 30 

72 52 44 60 48 30 

73 53 45 61 49 30 

74 54 46 62 50 30 

75 55 47 63 51 30 

76 56 48 64 52 30 

77 57 49 65 53 31 

78 58 50 66 53 31 

79 59 51 67 54 31 

80 60 52 68 54 31 

81 61 53 69 55 31 

82 62 54 70 55 31 

83 63 55 71 56 32 

84 64 56 72 56 32 

85 65 57 73 57 32 

86 65 58 74 57   

87 66 59 75 58   

88 66 60 76 58   

89 67 61 77 59   

90 67 62 78 59   

91 68 63 79 60   

92 68 64 80 60   

93 69 65 81 60   

94 70 66 81 60   

95 71 67 82 61   

96 72 68 82 61   

97 73 69 83 61   

98 74 70 83 61   

99 75 71 84 62   

100 76 72 84 62   

101 77 73 85 62   

102 77 74 86 62   

103 78 75 87 63   

104 78 76 88 63   

105 79 77 88 63   

106 79 77 88 63   

令和7年3月25日 三　重　県　公　報 号　　外

27



107 80 77 89 64   

108 80 78 89 64   

109 81 78 89 65   

110 81 78 90     

111 81 79 90     

112 81 79 90     

113 81 79 91     

114 82 80 91     

115 82 80 91     

116 82 80 92     

117 82 81 92     

118 82 81 92     

119 83 81 93     

120 83 81 93     

121 83 82 93     

122 83 82       

123 83 82       

124 84 82       

125 84 83       

126 84 83       

127 84 83       

128 84 83       

129 85 84       

130 85 84       

131 85 84       

132 86 84       

133 86 85       

134 86 85       

135 87 85       

136 87 86       

137 87 86       

138 88 86       

139 88 86       

140 88 86       

141 89 87       

142 89 87       

143 89 87       

144 89 87       

145 90 87       

146 90 88       

147 90 88       

148 90 88       

149 91 88       

150 91 88       

151 91 89       

152 91 89       

153 92 89       

154 92         
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155 92         

156 92         

157 93         

158 93         

159 93         

160 94         

161 94         

162 94         

163 95         

164 95         

165 95         

166 96         

167 96         

168 96         

169 97         

 備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2 級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
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別表第八 降格時号給対応表（第二十四条関係） 

イ 行政職給料表降格時号給対応表 

降格した日の前日

に受けていた号給 

降 格 後 の 号 給 

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 9 級 

1 33 21 21 9 13 17 12 1 1 

2 33 22 22 10 14 18 17 2 2 

3 33 23 23 11 15 19 21 3 3 

4 34 24 24 12 16 20 28 4 9 

5 35 25 25 13 17 22 45 9 9 

6 36 26 26 14 18 24 45 9 9 

7 38 27 27 15 19 26 45 9 9 

8 39 28 28 16 20 28 45 9 9 

9 41 29 29 17 21 30 45 9   

10 42 30 30 18 22 32       

11 43 31 31 19 23 34       

12 44 32 32 20 24 36       

13 45 33 33 21 25 40       

14 46 34 34 22 26 44       

15 47 35 35 23 27 65       

16 48 36 36 24 28 72       

17 49 37 37 25 29 73       

18 50 38 38 26 30 73       

19 51 39 39 27 31 73       

20 52 40 40 28 32 73       

21 54 41 41 29 33 73       

22 56 42 42 30 34 73       

23 58 43 43 31 35 73       

24 60 44 44 32 36 73       

25 62 45 45 33 37 73       

26 64 46 46 34 38 73       

27 66 47 47 35 39 73       

28 68 48 48 36 40 73       

29 71 49 49 37 42 73       

30 74 50 50 38 44 73       

31 77 51 51 39 46 73       

32 80 52 52 40 48 73       

33 83 54 53 41 50 73       

34 86 56 54 42 52 73       

35 89 58 55 43 54 73       

36 92 60 56 44 56 73       

37 93 61 59 45 58 73       

38 93 62 62 46 68 73       

39 93 63 65 47 80 73       

40 93 64 68 48 84 73       

41 93 66 71 49 85 73       

42 93 68 74 50 85 73       

43 93 70 77 51 85 73       
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44 93 72 80 52 85 73       

45 93 77 84 53 85 73       

46 93 82 88 54 85         

47 93 87 95 55 85         

48 93 92 102 56 85         

49 93 97 109 57 85         

50 93 102 109 58 85         

51 93 107 109 59 85         

52 93 116 109 60 85         

53 93 125 109 61 85         

54 93 125 109 62 85         

55 93 125 109 63 85         

56 93 125 109 64 85         

57 93 125 109 65 85         

58 93 125 109 66 85         

59 93 125 109 67 85         

60 93 125 109 72 85         

61 93 125 109 77 85         

62 93 125 109 80 85         

63 93 125 109 81 85         

64 93 125 109 82 85         

65 93 125 109 83 85         

66 93 125 109 84 85         

67 93 125 109 85 85         

68 93 125 109 85 85         

69 93 125 109 85 85         

70 93 125 109 85 85         

71 93 125 109 85 85         

72 93 125 109 85 85         

73 93 125 109 85 85         

74 93 125 109 85           

75 93 125 109 85           

76 93 125 109 85           

77 93 125 109 85           

78 93 125 109 85           

79 93 125 109 85           

80 93 125 109 85           

81 93 125 109 85           

82 93 125 109 85           

83 93 125 109 85           

84 93 125 109 85           

85 93 125 109 85           

86 93 125               

87 93 125               

88 93 125               

89 93 125               

90 93 125               
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91 93 125               

92 93 125               

93 93 125               

94 93 125               

95 93 125               

96 93 125               

97 93 125               

98 93 125               

99 93 125               

100 93 125               

101 93 125               

102 93 125               

103 93 125               

104 93 125               

105 93 125               

106 93 125               

107 93 125               

108 93 125               

109 93 125               

110 93                 

111 93                 

112 93                 

113 93                 

114 93                 

115 93                 

116 93                 

117 93                 

118 93                 

119 93                 

120 93                 

121 93                 

122 93                 

123 93                 

124 93                 

125 93                 

ロ 公安職給料表降格時号給対応表 

降格した日の前日

に受けていた号給 

降 格 後 の 号 給 

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 

1 9 13 21 29 9 13 17 13 

2 10 13 22 30 10 14 18 17 

3 10 13 23 31 11 15 19 20 

4 11 14 24 32 12 16 20 27 

5 12 15 25 33 13 17 21 45 

6 13 16 26 34 14 18 22 45 

7 14 17 27 35 15 19 23 45 

8 15 18 28 36 16 20 24 45 

9 16 19 29 37 17 21 25 45 
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10 17 20 30 38 18 22 26   

11 18 22 31 39 19 23 27   

12 19 23 32 40 20 24 28   

13 20 24 33 41 21 25 29   

14 21 25 34 42 22 26 30   

15 22 26 35 43 23 27 31   

16 23 27 36 44 24 28 32   

17 24 28 37 45 25 29 33   

18 25 30 38 46 26 30 34   

19 27 30 39 47 27 31 35   

20 28 32 40 48 28 32 36   

21 29 33 41 49 29 33 37   

22 29 34 42 50 30 34 38   

23 30 35 43 51 31 35 39   

24 31 36 44 52 32 36 40   

25 33 37 45 53 33 37 42   

26 33 38 46 54 34 38 44   

27 34 39 47 55 35 39 46   

28 35 40 48 56 36 40 56   

29 37 41 49 57 37 41 67   

30 38 42 50 58 38 42 70   

31 39 43 51 59 39 43 73   

32 40 44 52 60 40 44 73   

33 41 45 53 61 41 45 73   

34 42 46 54 62 42 46 73   

35 43 47 55 63 43 47 73   

36 44 48 56 64 44 48 73   

37 45 49 57 66 45 51 73   

38 46 50 58 68 46 54 73   

39 47 51 59 70 47 57 73   

40 48 52 60 72 48 67 73   

41 49 53 61 73 49 79 73   

42 50 54 62 74 50 82 73   

43 51 55 63 75 51 85 73   

44 52 56 64 76 52 85 73   

45 53 57 65 77 53 85 73   

46 54 58 66 78 54 85     

47 55 59 67 79 55 85     

48 56 60 68 80 56 85     

49 57 61 70 82 57 85     

50 58 62 72 84 58 85     

51 59 63 74 86 59 85     

52 60 64 76 88 60 85     

53 61 65 77 91 61 85     

54 62 66 78 94 62 85     

55 63 67 79 97 63 85     

56 64 68 80 100 64 85     
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57 65 69 81 101 65 85     

58 66 70 82 102 66 85     

59 67 71 83 103 67 85     

60 68 72 84 112 70 85     

61 69 73 85 121 71 85     

62 70 74 86 121 72 85     

63 71 75 87 121 73 85     

64 72 76 88 121 74 85     

65 73 77 89 121 75 85     

66 74 78 90 121 76 85     

67 75 79 91 121 77 85     

68 76 80 92 121 78 85     

69 78 81 93 121 79 85     

70 80 82 94 121 80 85     

71 82 83 95 121 81 85     

72 84 84 96 121 82 85     

73 85 85 97 121 83 85     

74 86 86 98 121 84       

75 87 87 99 121 85       

76 88 88 100 121 85       

77 89 89 101 121 85       

78 90 90 102 121 85       

79 91 91 103 121 85       

80 92 92 104 121 85       

81 93 93 105 121 85       

82 94 94 106 121 85       

83 95 95 107 121 85       

84 96 96 108 121 85       

85 97 97 110 121 85       

86 98 98 112           

87 99 99 114           

88 100 100 116           

89 101 102 118           

90 102 104 120           

91 103 106 122           

92 104 108 132           

93 107 109 137           

94 110 110 138           

95 113 111 139           

96 116 112 141           

97 118 113 141           

98 120 114 141           

99 122 115 141           

100 124 116 141           

101 125 119 141           

102 125 122 141           

103 125 125 141           
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104 125 128 141           

105 125 131 141           

106 125 134 141           

107 125 137 141           

108 125 140 141           

109 125 142 141           

110 125 144 141           

111 125 145 141           

112 125 145 141           

113 125 145 141           

114 125 145 141           

115 125 145 141           

116 125 145 141           

117 125 145 141           

118 125 145 141           

119 125 145 141           

120 125 145 141           

121 125 145 141           

122 125 145             

123 125 145             

124 125 145             

125 125 145             

126 125 145             

127 125 145             

128 125 145             

129 125 145             

130 125 145             

131 125 145             

132 125 145             

133 125 145             

134 125 145             

135 125 145             

136 125 145             

137 125 145             

138 125 145             

139 125 145             

140 125 145             

141 125 145             

142 125               

143 125               

144 125               

145 125               

ハ 研究職給料表降格時号給対応表 

降格した日の前日に受けてい

た号給 

降 格 後 の 号 給 

1 級 2 級 3 級 4 級 

1 25 41 25 26 

2 26 42 26 28 
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3 27 43 27 30 

4 28 44 28 32 

5 29 45 30 33 

6 30 46 32 34 

7 31 47 34 35 

8 32 48 36 36 

9 33 51 38 38 

10 34 54 40 40 

11 35 57 42 42 

12 36 60 44 44 

13 37 62 45 46 

14 38 64 46 48 

15 39 66 47 50 

16 40 68 48 52 

17 42 71 51 53 

18 44 74 54 53 

19 46 77 57 53 

20 48 80 60 53 

21 49 81 62 53 

22 50 82 65 53 

23 51 83 68 53 

24 52 84 71 53 

25 54 88 74 53 

26 56 92 78 53 

27 58 96 81 53 

28 60 100 81 53 

29 63 103 81 53 

30 66 108 81 53 

31 69 113 81 53 

32 72 118 81 53 

33 74 121 81 53 

34 76 121 81 53 

35 78 121 81 53 

36 80 121 81 53 

37 82 121 81 53 

38 84 121 81 53 

39 86 121 81 53 

40 88 121 81 53 

41 90 121 81 53 

42 92 121 81   

43 94 121 81   

44 96 121 81   

45 97 121 81   

46 98 121 81   

47 99 121 81   

48 100 121 81   

49 101 121 81   
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50 102 121 81   

51 103 121 81   

52 104 121 81   

53 107 121 81   

54 110 121     

55 113 121     

56 116 121     

57 118 121     

58 120 121     

59 121 121     

60 121 121     

61 121 121     

62 121 121     

63 121 121     

64 121 121     

65 121 121     

66 121 121     

67 121 121     

68 121 121     

69 121 121     

70 121 121     

71 121 121     

72 121 121     

73 121 121     

74 121 121     

75 121 121     

76 121 121     

77 121 121     

78 121 121     

79 121 121     

80 121 121     

81 121 121     

82 121       

83 121       

84 121       

85 121       

86 121       

87 121       

88 121       

89 121       

90 121       

91 121       

92 121       

93 121       

94 121       

95 121       

96 121       
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97 121       

98 121       

99 121       

100 121       

101 121       

102 121       

103 121       

104 121       

105 121       

106 121       

107 121       

108 121       

109 121       

110 121       

111 121       

112 121       

113 121       

114 121       

115 121       

116 121       

117 121       

118 121       

119 121       

120 121       

121 121       

ニ 医療職給料表（一）降格時号給対応表 

降格した日の前日に受けてい

た号給 

降 格 後 の 号 給 

1 級 2 級 3 級 

1 33 21 23 

2 34 22 26 

3 35 23 30 

4 36 24 33 

5 37 25 73 

6 38 26 73 

7 39 27 73 

8 40 28 73 

9 41 29 73 

10 42 30 73 

11 43 31   

12 44 32   

13 47 33   

14 51 34   

15 55 35   

16 59 36   

17 62 37   

18 64 38   

19 65 39   
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20 65 40   

21 65 42   

22 65 44   

23 65 46   

24 65 48   

25 65 50   

26 65 52   

27 65 54   

28 65 56   

29 65 59   

30 65 62   

31 65 65   

32 65 70   

33 65 75   

34 65 80   

35 65 85   

36 65 85   

37 65 85   

38 65 85   

39 65 85   

40 65 85   

41 65 85   

42 65 85   

43 65 85   

44 65 85   

45 65 85   

46 65 85   

47 65 85   

48 65 85   

49 65 85   

50 65 85   

51 65 85   

52 65 85   

53 65 85   

54 65 85   

55 65 85   

56 65 85   

57 65 85   

58 65 85   

59 65 85   

60 65 85   

61 65 85   

62 65 85   

63 65 85   

64 65 85   

65 65 85   

66 65 85   
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67 65 85   

68 65 85   

69 65 85   

70 65 85   

71 65 85   

72 65 85   

73 65 85   

74 65     

75 65     

76 65     

77 65     

78 65     

79 65     

80 65     

81 65     

82 65     

83 65     

84 65     

85 65     

ホ 医療職給料表（二）降格時号給対応表 

降格した日の前日に受け

ていた号給 

降 格 後 の 号 給 

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 

1 21 21 37 21 21 

2 22 22 38 22 22 

3 23 23 39 23 23 

4 24 24 40 24 24 

5 25 25 41 25 26 

6 26 26 42 26 28 

7 27 27 43 27 30 

8 28 28 44 28 32 

9 29 29 45 29 38 

10 30 30 46 30 44 

11 31 31 47 31 50 

12 32 32 48 32 53 

13 33 33 50 33 53 

14 34 34 52 34 53 

15 35 35 54 35 53 

16 36 36 56 36 53 

17 37 37 57 37 53 

18 38 38 58 38 53 

19 39 39 59 39 53 

20 40 40 60 40 53 

21 41 41 63 43 53 

22 42 42 66 46 53 

23 43 43 69 49 53 

24 44 44 72 52 53 

25 46 45 76 54 53 

26 48 46 80 56 53 
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27 50 47 84 58 53 

28 52 48 88 63 53 

29 54 49 94 68 53 

30 56 50 100 73 53 

31 58 51 106 77 53 

32 60 52 109 77 53 

33 62 53 109 77 53 

34 64 54 109 77 53 

35 66 55 109 77 53 

36 68 56 109 77 53 

37 70 57 109 77 53 

38 72 58 109 77   

39 74 59 109 77   

40 76 60 109 77   

41 79 61 109 77   

42 82 62 109 77   

43 85 63 109 77   

44 85 64 109 77   

45 85 65 109 77   

46 85 66 109 77   

47 85 67 109 77   

48 85 68 109 77   

49 85 70 109 77   

50 85 72 109 77   

51 85 74 109 77   

52 85 76 109 77   

53 85 79 109 77   

54 85 82 109     

55 85 85 109     

56 85 90 109     

57 85 95 109     

58 85 100 109     

59 85 105 109     

60 85 105 109     

61 85 105 109     

62 85 105 109     

63 85 105 109     

64 85 105 109     

65 85 105 109     

66 85 105 109     

67 85 105 109     

68 85 105 109     

69 85 105 109     

70 85 105 109     

71 85 105 109     

72 85 105 109     

73 85 105 109     

74 85 105 109     
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75 85 105 109     

76 85 105 109     

77 85 105 109     

78 85 105       

79 85 105       

80 85 105       

81 85 105       

82 85 105       

83 85 105       

84 85 105       

85 85 105       

86 85 105       

87 85 105       

88 85 105       

89 85 105       

90 85 105       

91 85 105       

92 85 105       

93 85 105       

94 85 105       

95 85 105       

96 85 105       

97 85 105       

98 85 105       

99 85 105       

100 85 105       

101 85 105       

102 85 105       

103 85 105       

104 85 105       

105 85 105       

106   105       

107   105       

108   105       

109   105       

ヘ 医療職給料表（三）降格時号給対応表 

降格した日の前日に受け

ていた号給 

降 格 後 の 号 給 

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 

1 17 29 13 21 25 

2 17 30 14 22 26 

3 17 31 15 23 27 

4 18 32 16 24 28 

5 19 33 17 25 29 

6 20 34 18 26 30 

7 21 35 19 27 31 

8 22 36 20 28 32 

9 24 37 21 29 33 

10 25 38 22 30 34 
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11 26 39 23 31 35 

12 28 40 24 32 36 

13 29 41 25 33 37 

14 30 42 26 34 38 

15 31 43 27 35 39 

16 32 44 28 36 40 

17 33 45 29 37 42 

18 34 46 30 38 44 

19 35 47 31 39 46 

20 36 48 32 40 48 

21 37 49 33 41 50 

22 38 50 34 42 52 

23 39 51 35 43 54 

24 40 52 36 44 56 

25 41 53 37 45 58 

26 42 54 38 46 60 

27 43 55 39 47 62 

28 44 56 40 48 64 

29 45 57 41 49 70 

30 46 58 42 50 76 

31 47 59 43 51 82 

32 48 60 44 52 85 

33 49 61 45 53 85 

34 50 62 46 54 85 

35 51 63 47 55 85 

36 52 64 48 56 85 

37 53 65 49 57 85 

38 54 66 50 58 85 

39 55 67 51 59 85 

40 56 68 52 60 85 

41 58 69 53 61 85 

42 60 70 54 62 85 

43 62 71 55 63 85 

44 64 72 56 64 85 

45 65 73 57 66 85 

46 66 74 58 68 85 

47 67 75 59 70 85 

48 68 76 60 72 85 

49 69 77 61 73 85 

50 70 78 62 74 85 

51 71 79 63 75 85 

52 72 80 64 76 85 

53 73 81 65 78 85 

54 74 82 66 80 85 

55 75 83 67 82 85 

56 76 84 68 84 85 

57 77 85 69 86 85 

58 78 86 70 88   
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59 79 87 71 90   

60 80 88 72 94   

61 81 89 73 98   

62 82 90 74 102   

63 83 91 75 106   

64 84 92 76 108   

65 86 93 77 109   

66 88 94 78 109   

67 90 95 79 109   

68 92 96 80 109   

69 93 97 81 109   

70 94 98 82 109   

71 95 99 83 109   

72 96 100 84 109   

73 97 101 85 109   

74 98 102 86 109   

75 99 103 87 109   

76 100 104 88 109   

77 102 107 89 109   

78 104 110 90 109   

79 106 113 91 109   

80 108 116 92 109   

81 113 120 94 109   

82 118 124 96 109   

83 123 128 98 109   

84 128 132 100 109   

85 131 135 101 109   

86 134 140 102     

87 137 145 103     

88 140 150 106     

89 144 153 109     

90 148 153 112     

91 152 153 115     

92 156 153 118     

93 159 153 121     

94 162 153 121     

95 165 153 121     

96 168 153 121     

97 169 153 121     

98 169 153 121     

99 169 153 121     

100 169 153 121     

101 169 153 121     

102 169 153 121     

103 169 153 121     

104 169 153 121     

105 169 153 121     

106 169 153 121     
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107 169 153 121     

108 169 153 121     

109 169 153 121     

110 169 153       

111 169 153       

112 169 153       

113 169 153       

114 169 153       

115 169 153       

116 169 153       

117 169 153       

118 169 153       

119 169 153       

120 169 153       

121 169 153       

122 169         

123 169         

124 169         

125 169         

126 169         

127 169         

128 169         

129 169         

130 169         

131 169         

132 169         

133 169         

134 169         

135 169         

136 169         

137 169         

138 169         

139 169         

140 169         

141 169         

142 169         

143 169         

144 169         

145 169         

146 169         

147 169         

148 169         

149 169         

150 169         

151 169         

152 169         

153 169         

  備考 これらの表の降格後の号給欄中「1 級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。 

令和7年3月25日 三　重　県　公　報 号　　外

45



附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  
１  こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 切 替 日 に お け る 昇 格 又 は 降 格 し た 職 員 の 号 給 の 特 例 ）  

２  令 和 七 年 四 月 一 日 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 切 替 日 」 と い う 。 ） に 昇 格 又 は 降 格 し た 職 員 に つ い て は 、 当 該 昇 格

又 は 降 格 が な い も の と し た 場 合 に そ の 者 が 切 替 日 に 受 け る こ と と な る 号 給 を 切 替 日 の 前 日 に 受 け て い た も の と

み な し て 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 （ 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 ） 第 二 十 三 条 又 は 第

二 十 四 条 の 規 定 を 適 用 す る 。  

 （ 雑 則 ）  

３  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 （ 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   中   村   佳   子  

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 （ 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 （ 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 七 条  給 与 条 例 第 十 三 条 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 運 賃

等 相 当 額 （ 次 項 及 び 第 七 条 の 三 第 二 号 に お い て 「 運 賃

等 相 当 額 」 と い う 。 ） は 、 次 項 に 該 当 す る 場 合 を 除 く

ほ か 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 交 通 機 関 等 の 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 定 め る 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と

き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。  

第 七 条  運 賃 等 相 当 額 は 、 次 項 に 該 当 す る 場 合 を 除 く ほ

か 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 交 通 機 関 等 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き

は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。  

一  定 期 券 を 使 用 す る こ と が 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的

で あ る と 認 め ら れ る 交 通 機 関 等  通 用 期 間 が 支 給

単 位 期 間 で あ る 定 期 券 の 価 額  

一  定 期 券 を 使 用 す る こ と が 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的

で あ る と 認 め ら れ る 交 通 機 関 等  通 用 期 間 が 支 給

単 位 期 間 で あ る 定 期 券 の 価 額 （ 特 急 等 に あ つ て は 、

通 用 期 間 が 支 給 単 位 期 間 で あ る 特 急 等 に 係 る 定 期

券 の 価 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 ）  

二  回 数 乗 車 券 等 を 使 用 す る こ と が 最 も 経 済 的 か つ

合 理 的 で あ る と 認 め ら れ る 交 通 機 関 等  当 該 回 数

乗 車 券 等 の 通 勤 二 十 一 回 分 （ 交 替 制 勤 務 に 従 事 す る

職 員 等 に あ つ て は 、 一 箇 月 当 た り の 平 均 通 勤 所 要 回

数 分 ） の 運 賃 等 の 額  

二  回 数 乗 車 券 等 を 使 用 す る こ と が 最 も 経 済 的 か つ

合 理 的 で あ る と 認 め ら れ る 交 通 機 関 等  当 該 回 数

乗 車 券 等 の 通 勤 二 十 一 回 分 （ 交 替 制 勤 務 に 従 事 す る

職 員 等 に あ つ て は 、 平 均 一 箇 月 当 た り の 通 勤 所 要 回

数 分 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） の 運 賃 等 の 額 （ 特

急 等 に あ つ て は 、 特 急 等 に 係 る 回 数 乗 車 券 等 の 通 勤

二 十 一 回 分 の 運 賃 等 の 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 に 係 る 通 勤 手 当 の

減 額 ）  

（ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 に 係 る 通 勤 手 当 の

減 額 ）  

第 七 条 の 二  条 例 第 十 三 条 第 二 項 第 二 号 （ 職 員 の 育 児 休

業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） 第 十

八 条 若 し く は 第 二 十 四 条 又 は 職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業

に 関 す る 条 例 （ 令 和 四 年 三 重 県 条 例 第 二 十 七 号 ） 第 三

条 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 一 箇 月 当 た

り の 平 均 通 勤 所 要 回 数 が 十 回 に 満 た な い 職 員 と し 、 同

号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 は 、 百 分 の 五 十 と す

る 。  

第 七 条 の 二  条 例 第 十 三 条 第 二 項 第 二 号 （ 職 員 の 育 児 休

業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） 第 十

八 条 若 し く は 第 二 十 四 条 又 は 職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業

に 関 す る 条 例 （ 令 和 四 年 三 重 県 条 例 第 二 十 七 号 ） 第 三

条 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 平 均 一 箇 月

当 た り の 通 勤 所 要 回 数 が 十 回 に 満 た な い 職 員 と し 、 同

号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 は 、 百 分 の 五 十 と す

る 。  

（ 併 用 者 の 区 分 及 び 支 給 額 ）  （ 併 用 者 の 区 分 及 び 支 給 額 ）  
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第 七 条 の 三  条 例 第 十 三 条 第 二 項 第 三 号 に 規 定 す る 同 条

第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 及 び こ れ に 対 応 す

る 同 条 第 二 項 第 三 号 に 規 定 す る 通 勤 手 当 の 額 は 、 次 に

掲 げ る と お り と す る 。  

第 七 条 の 三  条 例 第 十 三 条 第 二 項 第 三 号 に 規 定 す る 同 条

第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 及 び こ れ に 対 応 す

る 同 条 第 二 項 第 三 号 に 規 定 す る 通 勤 手 当 の 額 は 、 次 に

掲 げ る と お り と す る 。  

一  条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 （ 交 通 機

関 等 を 利 用 し な け れ ば 通 勤 す る こ と が 著 し く 困 難

で あ る 職 員 以 外 の 職 員 で あ つ て 、 そ の 利 用 す る 交 通

機 関 等 が 通 常 徒 歩 に よ る こ と を 例 と す る 距 離 内 に

お い て の み 利 用 し て い る も の で あ る も の を 除 く 。 ）

の う ち 、 自 動 車 等 の 使 用 距 離 が 片 道 二 キ ロ メ ー ト ル

以 上 で あ る 職 員 及 び 自 動 車 等 の 使 用 距 離 が 片 道 二

キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る が 自 動 車 等 を 使 用 し な け

れ ば 通 勤 す る こ と が 著 し く 困 難 で あ る 職 員  同 条

第 二 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 定 め る 額 （ 同 項 第 三 号 に

規 定 す る 駐 車 施 設 利 用 職 員 に あ つ て は 、 同 号 に 規 定

す る 一 箇 月 当 た り の 駐 車 料 金 相 当 額 の 二 分 の 一 の

額 を 加 算 し た 額 ）  

一  条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 （ 交 通 機

関 等 を 利 用 し な け れ ば 通 勤 す る こ と が 著 し く 困 難

で あ る 職 員 以 外 の 職 員 で あ つ て 、 そ の 利 用 す る 交 通

機 関 等 が 通 常 徒 歩 に よ る こ と を 例 と す る 距 離 内 に

お い て の み 利 用 し て い る も の で あ る も の を 除 く 。 ）

の う ち 、 自 動 車 等 の 使 用 距 離 が 片 道 二 キ ロ メ ー ト ル

以 上 で あ る 職 員 及 び 自 動 車 等 の 使 用 距 離 が 片 道 二

キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る が 自 動 車 等 を 使 用 し な け

れ ば 通 勤 す る こ と が 著 し く 困 難 で あ る 職 員  同 条

第 二 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 定 め る 額 （ 同 項 第 三 号 に

規 定 す る 駐 車 施 設 利 用 職 員 に あ つ て は 、 同 号 に 規 定

す る 一 箇 月 当 た り の 駐 車 料 金 相 当 額 の 二 分 の 一 の

額 を 加 算 し た 額 ） （ 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 及

び 同 項 第 二 号 に 定 め る 額 の 合 計 額 （ 同 項 第 三 号 に 規

定 す る 駐 車 施 設 利 用 職 員 に あ つ て は 、 同 号 に 規 定 す

る 一 箇 月 当 た り の 駐 車 料 金 相 当 額 の 二 分 の 一 の 額

を 加 算 し た 額 ） が 六 万 五 千 円 を 超 え る と き は 、 そ の

者 の 通 勤 手 当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 の う ち 最 も 長 い

支 給 単 位 期 間 に つ き 、 六 万 五 千 円 に 当 該 支 給 単 位 期

間 の 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 ）  

二  条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 の う ち 、

運 賃 等 相 当 額 を そ の 支 給 単 位 期 間 の 月 数 で 除 し て

得 た 額 （ 交 通 機 関 等 が 二 以 上 あ る 場 合 に あ つ て は 、

そ の 合 計 額 。 以 下 「 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等 」

と い う 。 ） が 同 条 第 二 項 第 二 号 に 定 め る 額 以 上 で あ

る 職 員 （ 前 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）  同 項 第 一 号

に 定 め る 額  

二  条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 の う ち 、

一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 （ 二 以 上 の 交 通 機 関 等

を 利 用 す る も の と し て 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ る 場 合

に あ つ て は 、 そ の 合 計 額 。 以 下 「 一 箇 月 当 た り の 運

賃 等 相 当 額 等 」 と い う 。 ） が 同 条 第 二 項 第 二 号 に 定

め る 額 以 上 で あ る 職 員 （ 前 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）       

同 項 第 一 号 に 定 め る 額  

三  （ 略 ）  三  （ 略 ）  

（ 特 急 等 の 利 用 の 基 準 ）  （ 特 急 等 の 利 用 の 基 準 ）  

第 十 一 条  条 例 第 十 三 条 第 三 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 基 準 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に

定 め る も の と す る 。  

第 十 一 条  条 例 第 十 三 条 第 三 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 基 準 は 、 特 急 等 を 利 用 し な い で 通 勤 す る も の と し た

場 合 に お け る 通 勤 距 離 が 六 十 キ ロ メ ー ト ル 以 上 若 し

く は 通 勤 時 間 が 九 十 分 以 上 で あ る も の 又 は 交 通 事 情

等 に 照 ら し て 通 勤 が 困 難 で あ る と 人 事 委 員 会 が 認 め

る も の で あ つ て 、 特 急 等 の 利 用 に よ り 通 勤 時 間 が 三 十

分 以 上 短 縮 さ れ る こ と 又 は そ の 利 用 に よ り 得 ら れ る

通 勤 事 情 の 改 善 が こ れ に 相 当 す る と 人 事 委 員 会 が 定

め る も の で あ る こ と と す る 。  

 一  特 別 急 行 列 車 等 （ 条 例 第 十 三 条 第 三 項 に 規 定 す る

特 別 急 行 列 車 、 高 速 自 動 車 国 道 そ の 他 の 交 通 機 関 等

の う ち 、 高 速 自 動 車 国 道 等 の 有 料 の 道 路 （ 次 号 に お

い て 「 高 速 道 路 等 」 と い う 。 ） を 除 い た も の を い う 。

以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ）  特 別 急 行 列 車 等 を 利

用 し な い で 通 勤 す る も の と し た 場 合 に お け る 通 勤 距

離 が 六 十 キ ロ メ ー ト ル 以 上 若 し く は 通 勤 時 間 が 九 十

分 以 上 で あ る も の （ 特 別 急 行 列 車 等 の 利 用 に よ り 通
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勤 事 情 の 改 善 が 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ） 又 は 交 通

事 情 等 に 照 ら し て 通 勤 が 困 難 で あ る と 人 事 委 員 会 が

認 め る も の  

 二  高 速 道 路 等  高 速 道 路 等 を 利 用 し な い で 通 勤 す る

も の と し た 場 合 に お け る 通 勤 距 離 が 五 十 キ ロ メ ー ト

ル 以 上 で あ り 、 高 速 道 路 等 を 利 用 す る 場 合 に お け る

そ の 利 用 距 離 が 十 キ ロ メ ー ト ル 以 上 か つ そ の 利 用 に

よ り 通 勤 距 離 が 二 十 キ ロ メ ー ト ル を 超 え て 長 く な ら

な い も の （ 高 速 道 路 等 の 利 用 に よ り 通 勤 事 情 の 改 善

が 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ） 又 は 交 通 事 情 等 に 照 ら

し て 通 勤 が 困 難 で あ る と 人 事 委 員 会 が 認 め る も の  

 

２  特 急 等 （ 前 項 第 一 号 の 特 別 急 行 列 車 等 及 び 同 項 第 二

号 の 高 速 道 路 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 利 用 に 係 る 特

急 料 金 等 （ 条 例 第 十 三 条 第 三 項 に 規 定 す る 特 急 料 金 等

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 係 る 通 勤 手 当 の 額 は 、 運 賃 等 、

時 間 、 距 離 等 の 事 情 に 照 ら し 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的 と

認 め ら れ る 特 急 等 を 利 用 す る 場 合 に お け る 通 勤 の 経

路 及 び 方 法 に よ り 算 出 す る も の と す る 。  
２  特 急 等 に 係 る 通 勤 手 当 の 額 は 、 運 賃 等 、 時 間 、 距 離

等 の 事 情 に 照 ら し 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的 と 認 め ら れ

る 特 急 等 を 利 用 す る 場 合 に お け る 通 勤 の 経 路 及 び 方

法 に よ り 算 出 す る も の と す る 。  

３  第 六 条 第 二 項 の 規 定 は 、 特 急 等 の 利 用 に 係 る 特 急 料

金 等 に 係 る 通 勤 手 当 の 額 の 算 出 に つ い て 準 用 す る 。  

３  第 六 条 第 二 項 の 規 定 は 、 特 急 等 に 係 る 通 勤 手 当 の 額

の 算 出 に つ い て 準 用 す る 。  

４  第 七 条 の 規 定 は 、 条 例 第 十 三 条 第 三 項 に 規 定 す る 特

急 料 金 等 の 額 に 相 当 す る 額 （ 第 十 五 条 の 二 第 四 項 に お

い て 「 特 急 料 金 等 相 当 額 」 と い う 。 ） の 算 出 に つ い て

準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 七 条 第 一 項 第 二 号 中

「 運 賃 等 」 と あ る の は 「 特 急 料 金 等 」 と 読 み 替 え る も

の と す る 。  

 

（ 支 給 日 等 ）  （ 支 給 日 等 ）  

第 十 五 条 の 二  通 勤 手 当 は 、 支 給 単 位 期 間 （ 第 四 項 に 規

定 す る 通 勤 手 当 に 係 る も の を 除 く 。 ） 又 は 同 項 に 定 め

る 期 間 （ 以 下 こ の 条 及 び 第 十 七 条 に お い て 「 支 給 単 位

期 間 等 」 と い う 。 ） に 係 る 最 初 の 月 の 三 重 県 人 事 委 員

会 規 則 七 ― 二 （ 職 員 の 給 与 の 支 給 に 関 す る 規 則 ） 第 二

条 に 規 定 す る 給 料 の 支 給 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 支

給 日 」 と い う 。 ） に 支 給 す る 。 た だ し 、 支 給 日 ま で に

第 三 条 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 事 実 が 確 認 で き な い

等 の た め 、 支 給 日 に 支 給 す る こ と が で き な い と き は 、

支 給 日 後 に 支 給 す る こ と が で き る 。  

第 十 五 条 の 二  通 勤 手 当 は 、 支 給 単 位 期 間 （ 第 四 項 各 号

に 掲 げ る 通 勤 手 当 に 係 る も の を 除 く 。 ） 又 は 当 該 各 号

に 定 め る 期 間 （ 以 下 こ の 条 及 び 第 十 七 条 に お い て 「 支

給 単 位 期 間 等 」 と い う 。 ） に 係 る 最 初 の 月 の 三 重 県 人

事 委 員 会 規 則 七 ― 二 （ 職 員 の 給 与 の 支 給 に 関 す る 規

則 ） 第 二 条 に 規 定 す る 給 料 の 支 給 日 （ 以 下 こ の 条 に お

い て 「 支 給 日 」 と い う 。 ） に 支 給 す る 。 た だ し 、 支 給

日 ま で に 第 三 条 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 事 実 が 確 認

で き な い 等 の た め 、 支 給 日 に 支 給 す る こ と が で き な い

と き は 、 支 給 日 後 に 支 給 す る こ と が で き る 。  

２  支 給 単 位 期 間 等 に 係 る 通 勤 手 当 の 支 給 日 前 に お い て

離 職 （ 職 員 が 離 職 の 日 又 は そ の 翌 日 （ 当 該 翌 日 が 三 重

県 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ）

第 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 県 の 休 日 に 当 た る と き は 、 当

該 翌 日 後 に お い て 当 該 翌 日 に 最 も 近 い 県 の 休 日 で な

い 日 を 含 む 。 ） に 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と

な る 場 合 の 離 職 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） を し 、 又 は 死 亡

し た 職 員 に は 、 当 該 通 勤 手 当 を そ の 際 支 給 す る 。  

２  支 給 単 位 期 間 等 に 係 る 通 勤 手 当 の 支 給 日 前 に お い て

離 職 し 、 又 は 死 亡 し た 職 員 に は 、 当 該 通 勤 手 当 を そ の

際 支 給 す る 。  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

４  条 例 第 十 三 条 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 通 勤

手 当 は 、 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等 （ 第 七 条 の 三

第 三 号 に 掲 げ る 職 員 に 係 る も の を 除 く 。 ） 、 条 例 第 十

三 条 第 二 項 第 二 号 に 定 め る 額 （ 第 七 条 の 三 第 二 号 に 掲
４  条 例 第 十 三 条 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 通 勤

手 当 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 通 勤 手 当 と し 、 同 項 の 人 事

委 員 会 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 当 該 通 勤 手 当 の 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 期 間 と す る 。  
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げ る 職 員 に 係 る も の を 除 く 。 ） 、 条 例 第 十 三 条 第 二 項

第 三 号 に 規 定 す る 一 箇 月 当 た り の 駐 車 料 金 相 当 額 の

二 分 の 一 の 額 及 び 特 急 料 金 等 相 当 額 を そ の 支 給 単 位

期 間 の 月 数 で 除 し て 得 た 額 （ 特 急 等 が 二 以 上 あ る 場 合

に あ つ て は 、 そ の 合 計 額 ） の 合 計 額 （ 第 十 六 条 の 二 第

二 項 に お い て 「 一 箇 月 当 た り の 通 勤 手 当 算 出 基 礎 額 」

と い う 。 ） が 十 五 万 円 を 超 え る と き に お け る 通 勤 手 当

と し 、 条 例 第 十 三 条 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る

期 間 は 、 そ の 者 の 当 該 通 勤 手 当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 の

う ち 最 も 長 い 支 給 単 位 期 間 と す る 。  

 一  職 員 が 二 以 上 の 交 通 機 関 等 を 利 用 す る も の と し

て 条 例 第 十 三 条 第 二 項 第 一 号 に 定 め る 額 の 通 勤 手

当 を 支 給 さ れ る 場 合 （ 次 号 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 ）

に お い て 、 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等 が 六 万 五

千 円 を 超 え る と き に お け る 当 該 通 勤 手 当  そ の 者

の 当 該 通 勤 手 当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 の う ち 最 も 長

い 支 給 単 位 期 間  

 二  職 員 が 条 例 第 十 三 条 第 二 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に

定 め る 額 の 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ る 場 合 に お い て 、 一

箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 及 び 同 号 に 定 め る 額 の

合 計 額 が 六 万 五 千 円 を 超 え る と き に お け る 当 該 通

勤 手 当  そ の 者 の 当 該 通 勤 手 当 に 係 る 支 給 単 位 期

間 の う ち 最 も 長 い 支 給 単 位 期 間  

（ 返 納 の 事 由 及 び 額 等 ）  （ 返 納 の 事 由 及 び 額 等 ）  

第 十 六 条 の 二  （ 略 ）  第 十 六 条 の 二  （ 略 ）  

２  条 例 第 十 三 条 第 五 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に

定 め る 額 と す る 。  

２  交 通 機 関 等 に 係 る 通 勤 手 当 に 係 る 条 例 第 十 三 条 第 五

項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一  一 箇 月 当 た り の 通 勤 手 当 算 出 基 礎 額 が 十 五 万 円

以 下 で あ つ た 場 合  前 項 第 二 号 に 掲 げ る 事 由 が 生

じ た 場 合 に あ つ て は 当 該 事 由 に 係 る 交 通 機 関 等 （ 同

号 の 改 定 後 に 一 箇 月 当 た り の 通 勤 手 当 算 出 基 礎 額

が 十 五 万 円 を 超 え る こ と と な る と き は 、 そ の 者 の 利

用 す る す べ て の 交 通 機 関 等 ） 、 同 項 第 一 号 、 第 三 号

又 は 第 四 号 に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 に あ つ て は

そ の 者 の 利 用 す る す べ て の 交 通 機 関 等 に つ き 、 使 用

さ れ る べ き 通 用 期 間 の 定 期 券 の 運 賃 等 及 び 特 急 料

金 等 の 払 戻 し を 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 月 （ 以 下 こ の

条 に お い て 「 事 由 発 生 月 」 と い う 。 ） の 末 日 に し た

も の と し て 得 ら れ る 額 （ 次 号 に お い て 「 払 戻 金 相 当

額 」 と い う 。 ）  

一  一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等 （ 第 七 条 の 三 第 一

号 に 掲 げ る 職 員 に あ つ て は 、 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等

相 当 額 及 び 条 例 第 十 三 条 第 二 項 第 二 号 に 定 め る 額

の 合 計 額 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） が 六 万 五 千

円 以 下 で あ つ た 場 合  前 項 第 二 号 に 掲 げ る 事 由 が

生 じ た 場 合 に あ つ て は 当 該 事 由 に 係 る 交 通 機 関 等

（ 同 号 の 改 定 後 に 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等

が 六 万 五 千 円 を 超 え る こ と と な る と き は 、 そ の 者 の

利 用 す る す べ て の 交 通 機 関 等 ） 、 同 項 第 一 号 、 第 三

号 又 は 第 四 号 に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 に あ つ て

は そ の 者 の 利 用 す る す べ て の 交 通 機 関 等 に つ き 、 使

用 さ れ る べ き 通 用 期 間 の 定 期 券 の 運 賃 等 の 払 戻 し

を 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 月 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 事

由 発 生 月 」 と い う 。 ） の 末 日 に し た も の と し て 得 ら

れ る 額 （ 当 該 事 由 に 係 る 交 通 機 関 等 が 特 急 等 の 場 合

に あ つ て は 、 当 該 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 。 次 号

に お い て 「 払 戻 金 相 当 額 」 と い う 。 ）  

二  一 箇 月 当 た り の 通 勤 手 当 算 出 基 礎 額 が 十 五 万 円

を 超 え て い た 場 合  十 五 万 円 に 事 由 発 生 月 の 翌 月

か ら 支 給 単 位 期 間 等 に 係 る 最 後 の 月 ま で の 月 数 を

乗 じ て 得 た 額 又 は 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 由 に 係 る 交

通 機 関 等 に つ い て の 払 戻 金 相 当 額 の 合 計 額 及 び 人

二  一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等 が 六 万 五 千 円 を

超 え て い た 場 合  次 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 次 に 定 め る 額  
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事 委 員 会 の 定 め る 額 の 合 計 額 の い ず れ か 低 い 額 （ 事

由 発 生 月 が 支 給 単 位 期 間 に 係 る 最 後 の 月 で あ る 場

合 に あ つ て は 、 零 ）  

  イ  ロ に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合  六 万 五 千 円 に 事

由 発 生 月 の 翌 月 か ら 支 給 単 位 期 間 に 係 る 最 後 の

月 ま で の 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 又 は 前 項 各 号 に 掲

げ る 事 由 に 係 る 交 通 機 関 等 に つ い て の 払 戻 金 相

当 額 の い ず れ か 低 い 額 （ 事 由 発 生 月 が 支 給 単 位

期 間 に 係 る 最 後 の 月 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 零 ） 

 ロ  第 十 五 条 の 二 第 四 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ

る 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ て い る 場 合  六 万 五 千 円

に 事 由 発 生 月 の 翌 月 か ら 同 項 第 一 号 若 し く は 第

二 号 に 定 め る 期 間 に 係 る 最 後 の 月 ま で の 月 数 を

乗 じ て 得 た 額 又 は そ の 者 の 利 用 す る す べ て の 交

通 機 関 等 に つ い て の 払 戻 金 相 当 額 及 び 人 事 委 員

会 の 定 め る 額 の 合 計 額 の い ず れ か 低 い 額 （ 事 由

発 生 月 が 当 該 期 間 に 係 る 最 後 の 月 で あ る 場 合 に

あ つ て は 、 零 ）  

３  条 例 第 十 三 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 職 員 に 前 項 に 定 め

る 額 を 返 納 さ せ る 場 合 に お い て 、 返 納 に 係 る 通 勤 手 当

の 給 料 の 支 給 義 務 者 と 事 由 発 生 月 の 翌 月 以 降 に 支 給

さ れ る 給 与 の 給 料 の 支 給 義 務 者 が 同 一 で あ る と き は 、

人 事 委 員 会 の 定 め る と こ ろ に よ り 当 該 給 与 か ら 当 該

額 を 差 し 引 く こ と が で き る 。  

３  条 例 第 十 三 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 職 員 に 前 項 に 定 め

る 額 を 返 納 さ せ る 場 合 に お い て 、 返 納 に 係 る 通 勤 手 当

の 給 料 の 支 給 義 務 者 と 事 由 発 生 月 の 翌 月 以 降 に 支 給

さ れ る 給 与 の 給 料 の 支 給 義 務 者 が 同 一 で あ る と き は 、

当 該 給 与 か ら 当 該 額 を 差 し 引 く こ と が で き る 。  

（ 支 給 単 位 期 間 ）  （ 支 給 単 位 期 間 ）  

第 十 六 条 の 三  条 例 第 十 三 条 第 六 項 に 規 定 す る 人 事 委 員

会 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 場 合 を 除

き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 交 通 機 関 等 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 期 間 と す る 。  

第 十 六 条 の 三  条 例 第 十 三 条 第 六 項 に 規 定 す る 人 事 委 員

会 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 場 合 を 除

き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 交 通 機 関 等 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 期 間 と す る 。  

一  定 期 券 を 使 用 す る こ と が 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的

で あ る と 認 め ら れ る 交 通 機 関 等  当 該 交 通 機 関 等

に お い て 発 行 さ れ て い る 定 期 券 の 通 用 期 間 の う ち

そ れ ぞ れ 六 箇 月 を 超 え な い 範 囲 内 で 最 も 長 い も の

に 相 当 す る 期 間 。 た だ し 、 特 急 等 の 利 用 に 係 る 特 急

料 金 等 に 係 る 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ て い る 場 合 で あ

つ て 、 特 急 等 以 外 の 交 通 機 関 等 に 係 る 定 期 券 及 び 特

急 等 に 係 る 定 期 券 が 一 体 と し て 発 行 さ れ て い る と

き に お け る 当 該 交 通 機 関 等 に あ つ て は 、 当 該 特 急 等

の 利 用 に 係 る 特 急 料 金 等 に 係 る 通 勤 手 当 に 係 る 支

給 単 位 期 間 に 相 当 す る 期 間  

一  定 期 券 を 使 用 す る こ と が 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的

で あ る と 認 め ら れ る 交 通 機 関 等  当 該 交 通 機 関 等

に お い て 発 行 さ れ て い る 定 期 券 の 通 用 期 間 の う ち

そ れ ぞ れ 六 箇 月 を 超 え な い 範 囲 内 で 最 も 長 い も の

に 相 当 す る 期 間 。 た だ し 、 特 急 等 に 係 る 通 勤 手 当 を

支 給 さ れ て い る 場 合 で あ つ て 、 特 急 等 以 外 の 交 通 機

関 等 に 係 る 定 期 券 及 び 特 急 等 に 係 る 定 期 券 が 一 体

と し て 発 行 さ れ て い る と き に あ つ て は 、 当 該 特 急 等

に 係 る 通 勤 手 当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 に 相 当 す る 期

間  

 二  （ 略 ）   二  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 施 行 日 前 か ら 引 き 続 き 支 給 さ れ て い る 通 勤 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 か ら 引 き 続 き 職 員 に 支 給 さ れ て い る 通 勤 手

当 （ 施 行 日 の 前 日 及 び 施 行 日 を 含 む 支 給 単 位 期 間 等 （ こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 （ 職

員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 ） （ 次 項 に お い て 「 改 正 前 の 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 」 と い う 。 ） 第 十 五 条 の 二

第 一 項 に 規 定 す る 支 給 単 位 期 間 等 を い う 。 ） に 係 る も の に 限 る 。 ） に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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３  前 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ た 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ て い る 職 員 に は 、 当 該 通 勤 手 当 が 支

給 さ れ て い る 間 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 三 重 県 条 例 第 十 号 。 以 下 こ の 項

に お い て 「 令 和 七 年 改 正 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十

九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） 及 び こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 （ 職 員 の 通 勤 手 当 に 関

す る 規 則 ） の 規 定 に 基 づ き 算 出 し た 一 箇 月 当 た り の 通 勤 手 当 の 額 か ら 、 令 和 七 年 改 正 給 与 条 例 第 二 条 の 規 定 に

よ る 改 正 前 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 及 び 改 正 前 の 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 の 規 定 に 基 づ き 算 出 し た 一 箇

月 当 た り の 通 勤 手 当 の 額 を 減 じ て 得 た 額 を 、 支 給 単 位 期 間 を 一 箇 月 と す る 通 勤 手 当 と し て 支 給 す る （ 当 該 額 が

零 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 支 給 し な い 。 ） 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 六 （ 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し

ま す 。  

令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

                三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   中   村   佳   子    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 六 （ 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

第 一 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 六 （ 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 勤 勉 手 当 の 成 績 率 ）  （ 勤 勉 手 当 の 成 績 率 ）  

第 十 三 条  成 績 率 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応

じ て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 割 合 の 範 囲 内 で 、 任 命 権 者 が

定 め る も の と す る 。  

第 十 三 条  成 績 率 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応

じ て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 割 合 の 範 囲 内 で 、 任 命 権 者 が

定 め る も の と す る 。  

一  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員  百 分

の 二 百 十 五  

一  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員  百 分

の 二 百 五  

二  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  百 分 の 百 二 ・ 五  二  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  百 分 の 九 十 七 ・ 五  

第 二 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 六 （ 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 特 定 管 理 職 員 と し な い 職 員 ）  （ 特 定 管 理 職 員 と し な い 職 員 ）  

第 四 条 の 二  条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 職 員 は 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 二 （ 職 員

の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 規 定 に よ る 管 理 職 手 当

の 区 分 （ 以 下 「 管 理 職 手 当 の 区 分 」 と い う 。 ） が 六 種 、

七 種 、 八 種 、 九 種 、 十 種 又 は 十 一 種 と 定 め ら れ て い る

職 を 占 め る 職 員 、 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 。 以 下 「 任

期 付 職 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

採 用 さ れ た 職 員 （ 第 十 三 条 第 二 号 に お い て 「 特 定 任 期

付 職 員 」 と い う 。 ） 及 び 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用

等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 七 十 二 号 。

以 下 「 任 期 付 研 究 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 一 号 の

規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 と す る 。  

第 四 条 の 二  条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 職 員 は 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 二 （ 職 員

の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 規 定 に よ る 管 理 職 手 当

の 区 分 （ 以 下 「 管 理 職 手 当 の 区 分 」 と い う 。 ） が 六 種 、

七 種 、 八 種 、 九 種 、 十 種 又 は 十 一 種 と 定 め ら れ て い る

職 を 占 め る 職 員 、 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 。 以 下 「 任

期 付 職 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

採 用 さ れ た 職 員 及 び 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等

に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 七 十 二 号 。 以

下 「 任 期 付 研 究 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 一 号 の 規

定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 と す る 。  

（ 勤 勉 手 当 の 成 績 率 ）  （ 勤 勉 手 当 の 成 績 率 ）  

第 十 三 条  成 績 率 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応

じ て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 割 合 の 範 囲 内 で 、 任 命 権 者 が

定 め る も の と す る 。  

第 十 三 条  成 績 率 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応

じ て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 割 合 の 範 囲 内 で 、 任 命 権 者 が

定 め る も の と す る 。  

一  次 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  百 分 一  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員  百 分
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の 三 百 十 五  の 二 百 十 五  

二  特 定 任 期 付 職 員  百 分 の 二 百 六 十 二 ・ 五   
三  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  百 分 の 百 五 十  二  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  百 分 の 百 二 ・ 五  

附  則  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 六 （ 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 ）

第 十 三 条 の 規 定 は 、 令 和 六 年 十 二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 三 （ 地 域 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   中   村   佳   子  

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 三 （ 地 域 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 三 （ 地 域 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 支 給 地 域 及 び 支 給 公 署 ）  （ 支 給 地 域 及 び 支 給 公 署 ）  

第 二 条  条 例 第 十 二 条 の 二 第 一 項 前 段 の 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 地 域 は 別 表 に 掲 げ る 地 域 と し 、 同 項 後 段 の 公

署 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の は 民 間 の 賃 金 水 準 及

び 物 価 等 に 関 す る 事 情 を 考 慮 し て 、 人 事 委 員 会 が 適 当

で あ る と 認 め る 公 署 と す る 。  

第 二 条  条 例 第 十 二 条 の 二 第 一 項 前 段 の 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 地 域 は 別 表 に 掲 げ る 地 域 と し 、 同 項 後 段 の 公

署 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の は 別 表 に 掲 げ る 地 域

に 所 在 す る 公 署 と 同 様 に 取 り 扱 う こ と が 適 当 で あ る と

人 事 委 員 会 が 認 め る 公 署 と す る 。  

第 三 条  （ 略 ）   第 三 条  （ 略 ）  

２  条 例 第 十 二 条 の 二 第 二 項 第 五 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 地 域 は 三 重 県 の 地 域 と し 、 同 号 の 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 公 署 は 当 該 地 域 に 所 在 す る 公 署 と 同 様 に 取

り 扱 う こ と が 適 当 で あ る と 人 事 委 員 会 が 認 め る 公 署 と

す る 。  

２  条 例 第 十 二 条 の 二 第 二 項 第 七 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 地 域 は 三 重 県 の 地 域 と し 、 同 号 の 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 公 署 は 当 該 地 域 に 所 在 す る 公 署 と 同 様 に 取

り 扱 う こ と が 適 当 で あ る と 人 事 委 員 会 が 認 め る 公 署 と

す る 。  

別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 （ 第 二 条 、 第 三 条 関 係 ）  

級   地  支 給 地 域  

一 級 地   

二 級 地  

別 に 定 め る 地 域  

三 級 地  

四 級 地   

五 級 地  

第 三 条 第 二 項 に 掲 げ る 地 域  

別 に 定 め る 地 域  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 地 域 手 当 ）  

２  令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） 第

十 二 条 の 二 第 一 項 前 段 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 地 域 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ―

二 三 （ 地 域 手 当 に 関 す る 規 則 ） 第 二 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 附 則 別 表 に 掲 げ る 地 域 と す る 。  

３  職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 三 重 県 条 例 第 十 号 。 次 項 に お い て 「 令 和 七 年 改

正 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 九 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 地 域 手 当 の 級 地 の 区 分 は 次 に 掲 げ る 区 分 と し 、 同

項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 は 当 該 各 号 に 掲 げ る 級 地 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 と す る 。  

 一  二 十 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 二 十  

 二  十 六 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 十 六  
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 三  十 五 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 十 五  

 四  十 四 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 十 四  

 五  十 三 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 十 三  

 六  十 二 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 十 二  

 七  十 一 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 十 一  

 八  十 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 十  

 九  九 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 九  

 十  八 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 八  

 十 一  七 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 七  

 十 二  六 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 六  

 十 三  五 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 五  

 十 四  四 ・ 七 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 四 ・ 七  

 十 五  四 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 四  

 十 六  三 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 三  

 十 七  二 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 二  

 十 八  一 パ ー セ ン ト 級 地  百 分 の 一  

４  令 和 七 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 九 項 後 段 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 級 地 は 、 附 則 別 表 に 定 め る と お り と す る 。  

 （ 雑 則 ）  

５  附 則 第 二 項 か ら 前 項 ま で に 規 定 す る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 経 過 措 置 は 、 人 事 委 員 会 が 定

め る 。  

附 則 別 表 （ 附 則 第 二 項 及 び 第 四 項 関 係 ）  

級 地  支 給 地 域  及 び 支 給  公  署  

二 十 パ ー セ ン ト 級 地  

別 に 定 め る 地 域  

十 六 パ ー セ ン ト 級 地  

十 五 パ ー セ ン ト 級 地  

十 四 パ ー セ ン ト 級 地  

十 三 パ ー セ ン ト 級 地  

十 二 パ ー セ ン ト 級 地  

十 一 パ ー セ ン ト 級 地  

十 パ ー セ ン ト 級 地  

九 パ ー セ ン ト 級 地  

八 パ ー セ ン ト 級 地  

七 パ ー セ ン ト 級 地  

六 パ ー セ ン ト 級 地  

五 パ ー セ ン ト 級 地  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 三 （ 地 域 手 当 に 関 す る 規 則 ） 第 三 条 第 二 項 に 掲 げ る 地 域

及 び 当 該 地 域 に 所 在 す る 公 署 と 同 様 に 取 り 扱 う こ と が 適 当 で あ る と 人 事 委 員 会 が 認 め

る 公 署  

四 ・ 七 パ ー セ ン ト 級 地  

 

四 パ ー セ ン ト 級 地  

別 に 定 め る 地 域  

三 パ ー セ ン ト 級 地  

二 パ ー セ ン ト 級 地  

一 パ ー セ ン ト 級 地  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 七 （ 初 任 給 調 整 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

   令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

                          三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   中   村   佳   子  

     三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 七 （ 初 任 給 調 整 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 七 （ 初 任 給 調 整 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  
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 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  
第 五 条  初 任 給 調 整 手 当 を 支 給 さ れ て い た 期 間 が 通 算 し

て 三 十 五 年 （ 第 三 条 第 二 号 に 規 定 す る 職 員 及 び 前 条 の

規 定 に よ り 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る こ と

と な つ た 職 員 に あ つ て は 、 十 五 年 ） に 達 し て い る 職 員

に は 、 初 任 給 調 整 手 当 は 支 給 し な い 。  

第 五 条  初 任 給 調 整 手 当 を 支 給 さ れ て い た 期 間 が 通 算 し

て 三 十 五 年 （ 第 三 条 第 二 号 に 規 定 す る 職 員 及 び 前 条 の

規 定 に よ り 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る こ と

と な つ た 職 員 に あ つ て は 、 十 二 年 ） に 達 し て い る 職 員

に は 、 初 任 給 調 整 手 当 は 支 給 し な い 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

別表第一（第六条関係） 別表第一（第六条関係） 

 職員の区分 第 2 条第 1 項に掲げる職

を占める職員 

（略） 

  職員の区分 第 2 条第 1 項に掲げる職

を占める職員 

（略） 

 

 

期間の区分 

(イ) 採用

による欠

員の補充

が特に困

難である

と人事委

員会が認

める職を

占める職

員 

(ロ) (イ) 

の職員以 

外の職員 

  

期間の区分 

(イ) 採用

による欠

員の補充

が特に困

難である

と人事委

員会が認

める職を

占める職

員 

(ロ) (イ) 

の職員以 

外の職員 

 

 1 年未満 370,400 円 310,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

  1 年未満 369,500 円 309,200 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 1 年以上 2 年未満 370,400 310,000   1 年以上 2 年未満 369,500 309,200  

 2 年以上 3 年未満 370,400 310,000   2 年以上 3 年未満 369,500 309,200  

 3 年以上 4 年未満 370,400 310,000   3 年以上 4 年未満 369,500 309,200  

 4 年以上 5 年未満 370,400 310,000   4 年以上 5 年未満 369,500 309,200  

 5 年以上 6 年未満 370,400 310,000   5 年以上 6 年未満 369,500 309,200  

 6 年以上 7 年未満 370,400 310,000   6 年以上 7 年未満 369,500 309,200  

 7 年以上 8 年未満 370,400 310,000   7 年以上 8 年未満 369,500 309,200  

 8 年以上 9 年未満 370,400 310,000   8 年以上 9 年未満 369,500 309,200  

 9 年以上 10 年未満 370,400 310,000   9 年以上 10 年未満 369,500 309,200  

 10年以上11年未満 370,400 310,000   10年以上 11年未満 369,500 309,200  

 11年以上12年未満 370,400 310,000   11年以上 12年未満 369,500 309,200  

 12年以上13年未満 370,400 310,000   12年以上 13年未満 369,500 309,200  

 13年以上14年未満 370,400 310,000   13年以上 14年未満 369,500 309,200  

 14年以上15年未満 370,400 310,000   14年以上 15年未満 369,500 309,200  

 15年以上16年未満 370,400 310,000   15年以上 16年未満 369,500 309,200  

 16年以上17年未満 366,400 306,700   16年以上 17年未満 365,500 305,900  

 17年以上18年未満 362,400 303,400   17年以上 18年未満 361,500 302,600  

 18年以上19年未満 358,400 300,100   18年以上 19年未満 357,500 299,300  

 19年以上20年未満 354,400 296,800   19年以上 20年未満 353,500 296,000  

 20年以上21年未満 350,400 293,500   20年以上 21年未満 349,500 292,700  

 21年以上22年未満 336,400 281,500   21年以上 22年未満 333,800 279,700  

 22年以上23年未満 320,400 268,000   22年以上 23年未満 316,600 265,700  

 23年以上24年未満 303,900 254,500   23年以上 24年未満 299,900 252,200  

 24年以上25年未満 287,400 241,000   24年以上 25年未満 283,000 238,300  

 25年以上26年未満 270,900 227,500   25年以上 26年未満 266,100 224,600  

 26年以上27年未満 251,400 210,500   26年以上 27年未満 245,300 207,000  
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 27年以上28年未満 231,900 193,500   27年以上 28年未満 224,900 189,900  

 28年以上29年未満 212,400 176,500   28年以上 29年未満 204,500 172,600  

 29年以上30年未満 192,900 159,500   29年以上 30年未満 183,700 155,000  

 30年以上31年未満 172,400 142,000   30年以上 31年未満 161,800 137,000  

 31年以上32年未満 151,900 124,500   31年以上 32年未満 139,900 118,700  

 32年以上33年未満 131,400 107,000   32年以上 33年未満 118,200 100,800  

 33年以上34年未満 109,900 87,000   33年以上 34年未満 88,200 76,200  

 34年以上35年未満 88,400 67,000   34年以上 35年未満 58,400 51,900  

備考 （略） 備考 （略） 

別表第二（附則第六項関係） 別表第二（附則第六項関係） 

 職員の区分 第 2 条第 1 項に掲げる職

を占める職員 

（略） 

  職員の区分 第 2 条第 1 項に掲げる職

を占める職員 

（略） 

 

 

期間の区分 

(イ) 採用

による欠

員の補充

が特に困

難である

と人事委

員会が認

める職を

占める職

員 

(ロ) (イ) 

の職員以 

外の職員 

  

期間の区分 

(イ) 採用

による欠

員の補充

が特に困

難である

と人事委

員会が認

める職を

占める職

員 

(ロ) (イ) 

の職員以 

外の職員 

 

 1 年未満 259,300 円 217,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

  1 年未満 258,700 円 216,400 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 1 年以上 2 年未満 259,300 217,000   1 年以上 2 年未満 258,700 216,400  

 2 年以上 3 年未満 259,300 217,000   2 年以上 3 年未満 258,700 216,400  

 3 年以上 4 年未満 259,300 217,000   3 年以上 4 年未満 258,700 216,400  

 4 年以上 5 年未満 259,300 217,000   4 年以上 5 年未満 258,700 216,400  

 5 年以上 6 年未満 259,300 217,000   5 年以上 6 年未満 258,700 216,400  

 6 年以上 7 年未満 259,300 217,000   6 年以上 7 年未満 258,700 216,400  

 7 年以上 8 年未満 259,300 217,000   7 年以上 8 年未満 258,700 216,400  

 8 年以上 9 年未満 259,300 217,000   8 年以上 9 年未満 258,700 216,400  

 9 年以上 10 年未満 259,300 217,000   9 年以上 10 年未満 258,700 216,400  

 10年以上11年未満 259,300 217,000   10年以上 11年未満 258,700 216,400  

 11年以上12年未満 259,300 217,000   11年以上 12年未満 258,700 216,400  

 12年以上13年未満 259,300 217,000   12年以上 13年未満 258,700 216,400  

 13年以上14年未満 259,300 217,000   13年以上 14年未満 258,700 216,400  

 14年以上15年未満 259,300 217,000   14年以上 15年未満 258,700 216,400  

 15年以上16年未満 259,300 217,000   15年以上 16年未満 258,700 216,400  

 16年以上17年未満 256,500 214,700   16年以上 17年未満 255,900 214,100  

 17年以上18年未満 253,700 212,400   17年以上 18年未満 253,100 211,800  

 18年以上19年未満 250,900 210,100   18年以上 19年未満 250,300 209,500  

 19年以上20年未満 248,100 207,800   19年以上 20年未満 247,500 207,200  

 20年以上21年未満 245,300 205,500   20年以上 21年未満 244,700 204,900  

 21年以上22年未満 235,500 197,100   21年以上 22年未満 233,700 195,800  

 22年以上23年未満 224,300 187,600   22年以上 23年未満 221,600 186,000  

 23年以上24年未満 212,700 178,200   23年以上 24年未満 209,900 176,500  

 24年以上25年未満 201,200 168,700   24年以上 25年未満 198,100 166,800  

 25年以上26年未満 189,600 159,300   25年以上 26年未満 186,300 157,200  
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 26年以上27年未満 176,000 147,400   26年以上 27年未満 171,700 144,900  

 27年以上28年未満 162,300 135,500   27年以上 28年未満 157,400 132,900  

 28年以上29年未満 148,700 123,600   28年以上 29年未満 143,200 120,800  

 29年以上30年未満 135,000 111,700   29年以上 30年未満 128,600 108,500  

 30年以上31年未満 120,700 99,400   30年以上 31年未満 113,300 95,900  

 31年以上32年未満 106,300 87,200   31年以上 32年未満 97,900 83,100  

 32年以上33年未満 92,000 74,900   32年以上 33年未満 82,700 70,600  

 33年以上34年未満 76,900 60,900   33年以上 34年未満 61,700 53,300  

 34年以上35年未満 61,900 46,900   34年以上 35年未満 40,900 36,300  

備考 （略） 備考 （略） 

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 八 （ 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   中   村   佳   子  

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 八 （ 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 八 （ 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 適 用 除 外 職 員 ）  （ 適 用 除 外 職 員 ）  

第 二 条  条 例 第 十 二 条 の 五 第 一 項 第 一 号 の 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 と す る 。 

第 二 条  条 例 第 十 二 条 の 五 第 一 項 第 一 号 の 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 と す る 。 

一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

六  職 員 の 扶 養 親 族 で あ る 者 （ 職 員 の 配 偶 者 （ 届 出 を

し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を

含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） で 他 に 生 計 の 途

が な く 主 と し て 当 該 職 員 の 扶 養 を 受 け て い る も の

及 び 条 例 第 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 扶 養 親 族 を い

う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） が 所 有 す る 住 宅 及

び 職 員 の 配 偶 者 、 父 母 又 は 配 偶 者 の 父 母 で 、 職 員 の

扶 養 親 族 で あ る 者 以 外 の も の が 所 有 し 、 又 は 借 り 受

け 、 居 住 し て い る 住 宅 並 び に 人 事 委 員 会 が こ れ ら に

準 ず る と 認 め る 住 宅 の 全 部 又 は 一 部 を 借 り 受 け て

当 該 住 宅 に 居 住 し て い る 職 員  

六  職 員 の 扶 養 親 族 で あ る 者 （ 条 例 第 十 二 条 第 二 項 に

規 定 す る 扶 養 親 族 で 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二

（ 職 員 の 給 与 の 支 給 に 関 す る 規 則 ） 第 七 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 届 出 が さ れ て い る 者 に 限 る 。 以 下 こ の 号

に お い て 同 じ 。 ） が 所 有 す る 住 宅 及 び 職 員 の 配 偶 者

（ 婚 姻 の 届 出 を し て い な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同

様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て 同

じ 。 ） 、 父 母 又 は 配 偶 者 の 父 母 で 、 職 員 の 扶 養 親 族

で あ る 者 以 外 の も の が 所 有 し 、 又 は 借 り 受 け 、 居 住

し て い る 住 宅 並 び に 人 事 委 員 会 が こ れ ら に 準 ず る

と 認 め る 住 宅 の 全 部 又 は 一 部 を 借 り 受 け て 当 該 住

宅 に 居 住 し て い る 職 員  

（ 権 衡 職 員 の 範 囲 ）  （ 権 衡 職 員 の 範 囲 ）  

第 四 条  条 例 第 十 二 条 の 五 第 一 項 第 二 号 の 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 職 員 は 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四 九

（ 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 ） 第 五 条 第 二 項 に

該 当 す る 職 員 で 、 同 項 第 三 号 に 規 定 す る 満 十 八 歳 に 達

す る 日 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 子 が

居 住 す る た め の 住 宅 と し て 、 同 号 に 規 定 す る 異 動 又 は

公 署 の 移 転 の 直 前 の 住 居 で あ つ た 住 宅 （ 前 条 に 規 定 す

る 住 宅 を 除 く 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 人 事 委

員 会 の 定 め る 住 宅 を 借 り 受 け 、 月 額 一 万 五 千 円 を 超 え

る 家 賃 を 支 払 つ て い る も の と す る 。  

第 四 条  条 例 第 十 二 条 の 五 第 一 項 第 二 号 の 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 職 員 は 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四 九

（ 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 ） 第 五 条 第 二 項 に

該 当 す る 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二

百 六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の

五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職

員 を 除 く 。 ） で 、 同 項 第 三 号 に 規 定 す る 満 十 八 歳 に 達

す る 日 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 子 が

居 住 す る た め の 住 宅 と し て 、 同 号 に 規 定 す る 異 動 又 は

公 署 の 移 転 の 直 前 の 住 居 で あ つ た 住 宅 （ 前 条 に 規 定 す

る 住 宅 を 除 く 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 人 事 委
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員 会 の 定 め る 住 宅 を 借 り 受 け 、 月 額 一 万 五 千 円 を 超 え

る 家 賃 を 支 払 つ て い る も の と す る 。  
（ 支 給 の 始 期 及 び 終 期 ）  （ 支 給 の 始 期 及 び 終 期 ）  

第 八 条  住 居 手 当 の 支 給 は 、 職 員 が 新 た に 条 例 第 十 二 条

の 五 第 一 項 の 職 員 で あ る 要 件 を 具 備 す る に 至 つ た 日

の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、

そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 開 始 し 、 職 員 が 同 項 に 規 定 す

る 要 件 を 欠 く に 至 つ た 日 （ 人 事 委 員 会 が 定 め る 場 合 に

あ つ て は 、 当 該 要 件 を 欠 く に 至 つ た 日 以 降 の 日 で 人 事

委 員 会 が 定 め る 日 ） の 属 す る 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で

あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 の 前 月 ） を も つ て 終 わ

る 。 た だ し 、 住 居 手 当 の 支 給 の 開 始 に つ い て は 、 第 五

条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 が こ れ に 係 る 事 実 の 生 じ

た 日 か ら 十 五 日 を 経 過 し た 後 に さ れ た と き は 、 そ の 届

出 を 受 理 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日

で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 行 う も の と す

る 。  
第 八 条  住 居 手 当 の 支 給 は 、 職 員 が 新 た に 条 例 第 十 二 条

の 五 第 一 項 の 職 員 で あ る 要 件 を 具 備 す る に 至 つ た 日

の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、

そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 開 始 し 、 職 員 が 同 項 に 規 定 す

る 要 件 を 欠 く に 至 つ た 日 の 属 す る 月 （ そ の 日 が 月 の 初

日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 の 前 月 ） を も つ て

終 わ る 。 た だ し 、 住 居 手 当 の 支 給 の 開 始 に つ い て は 、

第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 が こ れ に 係 る 事 実 の

生 じ た 日 か ら 十 五 日 を 経 過 し た 後 に さ れ た と き は 、 そ

の 届 出 を 受 理 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の

初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 行 う も の

と す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 三 〇 （ 職 員 の 特 地 勤 務 手 当 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

                三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   中   村   佳   子    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 三 〇 （ 職 員 の 特 地 勤 務 手 当 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 三 〇 （ 職 員 の 特 地 勤 務 手 当 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 特 地 勤 務 手 当 の 月 額 ）  （ 特 地 勤 務 手 当 の 月 額 ）  

第 三 条  （ 略 ）  第 三 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 特 地 勤 務 手 当 基 礎 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場

合 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 日 に 受 け て い た 給

料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す

る 額 と 現 に 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額

の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 を 合 算 し た 額 （ 地 方 公 務 員 法

（ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一

項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下

「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） に あ つ て

は 、 現 に 受 け る 給 料 の 月 額 ） と す る 。  

２  前 項 の 特 地 勤 務 手 当 基 礎 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場

合 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 日 に 受 け て い た 給

料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す

る 額 と 現 に 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額

の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 を 合 算 し た 額 と す る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

３  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 を 除 く 。 ） に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

３  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 一 ～ 四  （ 略 ）   一 ～ 四  （ 略 ）  

五  前 項 各 号 に 定 め る 日 が 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か

ら 同 年 十 一 月 三 十 日 ま で の 間 に あ る 職 員 （ そ の 日 に

平 成 二 十 三 年 度 調 整 対 象 職 員 （ 職 員 の 給 与 に 関 す る

条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 三 重 県

五  前 項 各 号 に 定 め る 日 が 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か

ら 同 年 十 一 月 三 十 日 ま で の 間 に あ る 職 員 （ そ の 日 に

平 成 二 十 三 年 度 調 整 対 象 職 員 （ 職 員 の 給 与 に 関 す る

条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 三 重 県

令和7年3月25日 三　重　県　公　報 号　　外

57



条 例 第 四 十 二 号 ） 附 則 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 調 整

対 象 職 員 を い う 。 ） で あ つ た 者 に 限 る 。 ）  前 項 中

「 受 け て い た 給 料 及 び 」 と あ る の は 、 「 係 る 給 料 に

つ い て 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 三 重 県 条 例 第 四 十 二 号 。 以 下

こ の 項 に お い て 「 平 成 二 十 三 年 改 正 給 与 条 例 」 と い

う 。 ） の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 三 年 改 正 給 与 条

例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 及 び 平

成 二 十 三 年 改 正 給 与 条 例 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正

後 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 （ 平 成 十 八 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ） 附 則 第 八 項 か

ら 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料

の 月 額 並 び に 当 該 定 め る 日 に 受 け て い た 」 と す る 。  

条 例 第 四 十 二 号 ） 附 則 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 調 整

対 象 職 員 を い う 。 第 四 条 第 三 項 に お い て 同 じ 。 ） で

あ つ た 者 に 限 る 。 ） 前 項 中 「 受 け て い た 給 料 及 び 」

と あ る の は 、 「 係 る 給 料 に つ い て 職 員 の 給 与 に 関 す

る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 三 重

県 条 例 第 四 十 二 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 平 成 二 十

三 年 改 正 給 与 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 の 日 に お け る

平 成 二 十 三 年 改 正 給 与 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改

正 後 の 条 例 の 規 定 及 び 平 成 二 十 三 年 改 正 給 与 条 例

第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 給 与 に 関 す る

条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 三 重 県 条

例 第 十 号 ） 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る

も の と し た 場 合 の 給 料 の 月 額 並 び に 当 該 定 め る 日

に 受 け て い た 」 と す る 。  

４  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 を 除 く 。 ） に 対 す る 第 二 項 （ 前 項 各 号 の 規 定 に よ り

読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  
４  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に 対 す る 第 二 項 （ 前 項 各 号 の

規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定

の 適 用 に つ い て は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る  

 一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

（ 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 ）  （ 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 ）  

第 四 条  （ 略 ）  第 四 条  （ 略 ）  

２  条 例 第 十 九 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当

に 準 ず る 手 当 の 月 額 は 、 同 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署

の 移 転 の 日 （ 職 員 が 当 該 異 動 に よ り そ の 日 前 一 年 以 内

に 在 勤 し て い た 公 署 に 勤 務 す る こ と と な つ た 場 合 （ 人

事 委 員 会 が 定 め る 場 合 に 限 る 。 ） に は 、 そ の 日 前 の 人

事 委 員 会 が 定 め る 日 。 以 下 こ の 条 及 び 附 則 第 五 項 に お

い て 同 じ 。 ） に 受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の

合 計 額 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に あ つ て は 、 現

に 受 け る 給 料 の 月 額 ） に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 期 間

等 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 支 給 割 合 を 乗 じ

て 得 た 額 （ そ の 額 が 現 に 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月

額 の 合 計 額 に 百 分 の 六 を 乗 じ て 得 た 額 を 超 え る と き

は 、 当 該 額 ） と す る 。  

２  条 例 第 十 九 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当

に 準 ず る 手 当 の 月 額 は 、 同 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署

の 移 転 の 日 （ 職 員 が 当 該 異 動 に よ り そ の 日 前 一 年 以 内

に 在 勤 し て い た 公 署 に 勤 務 す る こ と と な つ た 場 合 （ 人

事 委 員 会 が 定 め る 場 合 に 限 る 。 ） に は 、 そ の 日 前 の 人

事 委 員 会 が 定 め る 日 。 以 下 こ の 条 及 び 附 則 第 九 項 に お

い て 同 じ 。 ） に 受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の

合 計 額 に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 期 間 等 の 区 分 に 応

じ 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 支 給 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ

の 額 が 現 に 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額

に 百 分 の 六 を 乗 じ て 得 た 額 を 超 え る と き は 、 当 該 額 ）

と す る 。  

 （ 略 ）    （ 略 ）   

 ３  条 例 第 十 九 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の

移 転 の 日 が 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 同 年 十 一 月 三

十 日 ま で の 間 に お け る 職 員 （ そ の 日 に 平 成 二 十 三 年 度

調 整 対 象 職 員 で あ つ た 者 に 限 る 。 ） に 対 す る 前 項 の 規

定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 受 け て い た 給 料 及 び 」

と あ る の は 、 「 係 る 給 料 に つ い て 職 員 の 給 与 に 関 す る

条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 三 重 県 条

例 第 四 十 二 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 平 成 二 十 三 年 改

正 給 与 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十

三 年 改 正 給 与 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例

の 規 定 及 び 平 成 二 十 三 年 改 正 給 与 条 例 第 五 条 の 規 定

に よ る 改 正 後 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ） 附 則 第

八 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の

給 料 の 月 額 並 び に 条 例 第 十 九 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す
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る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 に 受 け て い た 」 と す る 。  

３  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 を 除 く 。 ） に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

４  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に 対 す る 第 二 項 （ 前 項 の 規 定

に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

一  育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 以 外 の 職 員 で あ つ て 、 条 例

第 十 九 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移

転 の 日 に お い て 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 で あ つ た も

の  前 項 中 「 受 け て い た 給 料 及 び 」 と あ る の は 「 受

け て い た 給 料 の 月 額 を 同 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公

署 の 移 転 の 日 に お け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関

す る 条 例 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ

の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間

で 除 し て 得 た 数 で 除 し て 得 た 額 及 び 同 日 に 受 け て

い た 」 と す る 。  

一  育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 以 外 の 職 員 で あ つ て 、 条 例

第 十 九 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移

転 の 日 に お い て 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 で あ つ た も

の  第 二 項 中 「 受 け て い た 給 料 及 び 」 と あ る の は 「 受

け て い た 給 料 の 月 額 を 同 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公

署 の 移 転 の 日 に お け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関

す る 条 例 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ

の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間

で 除 し て 得 た 数 で 除 し て 得 た 額 及 び 同 日 に 受 け て

い た 」 と 、 前 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 第

二 項 中 「 並 び に 条 例 第 十 九 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る

異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 」 と あ る の は 「 を 条 例 第 十

九 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の

日 に お け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 第

三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務

時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得

た 数 で 除 し て 得 た 額 並 び に 同 日 」 と す る 。  

二  育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 で あ つ て 、 条 例 第 十 九 条 の

二 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 に お

い て 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 以 外 の 職 員 で あ つ た も

の  前 項 中 「 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 に 、 」

と あ る の は 「 、 給 料 の 月 額 に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇

等 に 関 す る 条 例 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら

れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤

務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 及 び 扶 養 手

当 の 月 額 の 合 計 額 に 、 」 と す る 。  

二  育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 で あ つ て 、 条 例 第 十 九 条 の

二 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 に お

い て 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 以 外 の 職 員 で あ つ た も

の  第 二 項 中 「 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額

に 、 」 と あ る の は 「 、 給 料 の 月 額 に 職 員 の 勤 務 時 間 、

休 暇 等 に 関 す る 条 例 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定

め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す

る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 及 び 扶

養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 に 、 」 と 、 前 項 の 規 定 に よ り

読 み 替 え て 適 用 す る 第 二 項 中 「 並 び に 」 と あ る の は

「 に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 第 三 条 第

二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を

同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を

乗 じ て 得 た 額 並 び に 」 と す る 。  

三  育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 で あ つ て 、 条 例 第 十 九 条 の

二 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 に お

い て 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 で あ つ た も の  前 項 中

「 受 け て い た 給 料 及 び 」 と あ る の は 「 受 け て い た 給

料 の 月 額 を 同 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の

日 に お け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例

（ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 勤 務 時 間 条 例 」

と い う 。 ） 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ

の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間

で 除 し て 得 た 数 で 除 し て 得 た 額 に 勤 務 時 間 条 例 第

三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務

時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得

た 数 を 乗 じ て 得 た 額 及 び 同 日 に 受 け て い た 」 と す

る 。  

三  育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 で あ つ て 、 条 例 第 十 九 条 の

二 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 に お

い て 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 で あ つ た も の  第 二 項

中 「 受 け て い た 給 料 及 び 」 と あ る の は 「 受 け て い た

給 料 の 月 額 を 同 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転

の 日 に お け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例

（ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 勤 務 時 間 条 例 」

と い う 。 ） 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ

の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間

で 除 し て 得 た 数 で 除 し て 得 た 額 に 勤 務 時 間 条 例 第

三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務

時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得

た 数 を 乗 じ て 得 た 額 及 び 同 日 に 受 け て い た 」 と 、 前

項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 第 二 項 中 「 並 び

に 条 例 第 十 九 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公
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署 の 移 転 の 日 」 と あ る の は 「 を 条 例 第 十 九 条 の 二 第

一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 に お け る

職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 三

重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ）

第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤

務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て

得 た 数 で 除 し て 得 た 額 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 二

項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同

条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗

じ て 得 た 額 並 び に 同 日 」 と す る 。  

四  育 児 休 業 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ

れ た 職 員  前 項 中 「 受 け て い た 給 料 及 び 」 と あ る の

は 「 受 け て い た 給 料 の 月 額 を 同 項 に 規 定 す る 異 動 又

は 公 署 の 移 転 の 日 に お け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等

に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 勤

務 時 間 条 例 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ り

定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定

す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 で 除 し て 得 た 額 に 勤

務 時 間 条 例 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た

そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時

間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 及 び 同 日 に 受 け

て い た 」 と す る 。  

四  育 児 休 業 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ

れ た 職 員  第 二 項 中 「 受 け て い た 給 料 及 び 」 と あ る

の は 「 受 け て い た 給 料 の 月 額 を 同 項 に 規 定 す る 異 動

又 は 公 署 の 移 転 の 日 に お け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇

等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下

「 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に

よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に

規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 で 除 し て 得 た 額

に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 定 め ら

れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤

務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 及 び 同 日 に

受 け て い た 」 と 、 前 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用

す る 第 二 項 中 「 並 び に 条 例 第 十 九 条 の 二 第 一 項 に 規

定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 」 と あ る の は 「 を 条

例 第 十 九 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の

移 転 の 日 に お け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る

条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 勤 務 時 間

条 例 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 定 め ら

れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤

務 時 間 で 除 し て 得 た 数 で 除 し て 得 た 額 に 勤 務 時 間

条 例 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者

の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除

し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 並 び に 同 日 」 と す る 。  

第 五 条  （ 略 ）  第 五 条  （ 略 ）  

２  条 例 第 十 九 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が

あ る と 認 め ら れ る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。  

 

２  条 例 第 十 九 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が

あ る と 認 め ら れ る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 職 員 は 、 新 た に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 該 当 す る

こ と と な つ た 公 署 に 在 勤 す る 職 員 で そ の 特 地 公 署 又

は 準 特 地 公 署 に 該 当 す る こ と と な つ た 日 （ 以 下 「 指 定

日 」 と い う 。 ） 前 三 年 以 内 に 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ） 、 企 業 庁 企

業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十

一 年 三 重 県 条 例 第 六 十 二 号 ） 若 し く は 病 院 事 業 庁 企 業

職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 年 三

重 県 条 例 第 五 十 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 以 下 「 公 立

学 校 職 員 給 与 条 例 等 適 用 職 員 」 と い う 。 ） 、 国 家 公 務

員 、 他 の 地 方 公 共 団 体 の 職 員 、 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人

の 職 員 等 （ 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百

十 八 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 独 立 行 政 法
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人 の 職 員 及 び 県 が 設 立 す る 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の

役 員 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 一 般 地 方 独 立

行 政 法 人 等 職 員 等 （ 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭

和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第 七 条 第 五 項 第 二

号 に 規 定 す る 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 及 び 同 条

例 第 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 県 設 立 一 般 地 方 独 立

行 政 法 人 の 役 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ つ た 者 か ら

人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職

員 と な つ て 当 該 公 署 に 在 勤 す る こ と と な つ た こ と に

伴 つ て 住 居 を 移 転 し た も の と す る 。  

 一  法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一

項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 採 用 （ 法 の 規 定 に よ

り 退 職 し た 日 の 翌 日 に お け る も の に 限 る 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。 ） を さ れ 、 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公

署 に 在 勤 す る こ と と な つ た 職 員 で 、 当 該 公 署 に 在 勤

す る こ と と な つ た こ と に 伴 つ て 住 居 を 移 転 し た も の  

 

二  新 た に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 該 当 す る こ と

と な つ た 公 署 に 在 勤 す る 職 員 で そ の 特 地 公 署 又 は

準 特 地 公 署 に 該 当 す る こ と と な つ た 日 （ 以 下 こ の 条

に お い て 「 指 定 日 」 と い う 。 ） 前 三 年 以 内 に 公 立 学

校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例

第 十 号 ） 、 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に

関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六 十 二 号 ）

若 し く は 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基

準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 年 三 重 県 条 例 第 五 十 号 ） の

適 用 を 受 け る 職 員 （ 以 下 「 公 立 学 校 職 員 給 与 条 例 等

適 用 職 員 」 と い う 。 ） 、 国 家 公 務 員 、 他 の 地 方 公 共

団 体 の 職 員 、 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の 職 員 等 （ 地 方

独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二

条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の 職 員

及 び 県 が 設 立 す る 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 を

い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 一 般 地 方 独 立 行 政

法 人 等 職 員 等 （ 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和

二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第 七 条 第 五 項 第 二

号 に 規 定 す る 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 及 び 同

条 例 第 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 県 設 立 一 般 地 方

独 立 行 政 法 人 の 役 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ つ た

者 か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を

受 け る 職 員 と な り 、 又 は 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又

は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に

よ る 採 用 を さ れ 、 当 該 公 署 に 在 勤 す る こ と と な つ た

こ と に 伴 つ て 住 居 を 移 転 し た も の  

 

三  法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第

一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 採 用 を さ れ 、 か

つ 、 当 該 採 用 の 日 の 前 日 に 在 勤 し て い た 公 署 に 引 き

続 き 在 勤 す る こ と と な つ た 職 員 の う ち 、 当 該 採 用 の

日 前 か ら 引 き 続 き 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、

条 例 第 十 九 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 新 た に 特 地 公

署 又 は 準 特 地 公 署 に 該 当 す る こ と と な つ た 公 署 に

在 勤 す る 職 員 で 、 指 定 日 前 三 年 以 内 に 当 該 公 署 に 異
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動 し 、 当 該 異 動 に 伴 つ て 住 居 を 移 転 し た も の と な る

も の  
四  法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第

一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 採 用 を さ れ た 職

員 で 、 当 該 採 用 の 日 の 前 日 に 条 例 第 十 九 条 の 二 第 一

項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る

手 当 を 支 給 さ れ て い た も の の う ち 、 当 該 採 用 の 日 前

か ら 引 き 続 き 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 こ れ

ら の 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 の

支 給 要 件 を 具 備 す る こ と と な る も の  

 
五  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 前 各 号 に 規 定 す る 職

員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る 職 員 と し て 人 事 委 員 会 が

認 め る も の  

 

３  条 例 第 十 九 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当

に 準 ず る 手 当 の 支 給 期 間 及 び 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

３  条 例 第 十 九 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当

に 準 ず る 手 当 の 支 給 期 間 及 び 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

一  公 立 学 校 職 員 給 与 条 例 等 適 用 職 員 、 国 家 公 務 員 、

他 の 地 方 公 共 団 体 の 職 員 、 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の

職 員 等 又 は 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 等 で あ つ

た 者 か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用

を 受 け る 職 員 と な つ て 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に

在 勤 す る こ と と な つ た こ と に 伴 つ て 住 居 を 移 転 し

た 職 員 又 は 前 項 第 一 号 に 規 定 す る 職 員  当 該 職 員

が 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な つ た 日 又 は 法 第

二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若

し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 採 用 を さ れ た 日 に 特 地

公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 異 動 し た も の と し た 場 合 に

前 条 第 一 項 及 び 第 二 項 （ 同 条 第 三 項 及 び 附 則 第 五 項

の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 次 号

か ら 第 五 号 ま で に お い て 同 じ 。 ） 並 び に 附 則 第 六 項

の 規 定 に よ り 支 給 さ れ る こ と と な る 期 間 及 び 額  

一  公 立 学 校 職 員 給 与 条 例 等 適 用 職 員 、 国 家 公 務 員 、

他 の 地 方 公 共 団 体 の 職 員 、 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の

職 員 等 又 は 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 等 で あ つ

た 者 か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用

を 受 け る 職 員 と な つ て 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に

在 勤 す る こ と と な つ た こ と に 伴 つ て 住 居 を 移 転 し

た 職 員  当 該 職 員 が 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と

な つ た 日 に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 異 動 し た も

の と し た 場 合 に 前 条 第 一 項 及 び 第 二 項 （ 同 条 第 三 項

及 び 附 則 第 九 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る

場 合 を 含 む 。 次 号 及 び 第 三 号 に お い て 同 じ 。 ） 並 び

に 附 則 第 十 項 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ る こ と と な る

期 間 及 び 額  

二  新 た に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 該 当 す る こ と

と な つ た 公 署 に 在 勤 す る 職 員 で 指 定 日 前 三 年 以 内

に 当 該 公 署 に 異 動 し 、 当 該 異 動 に 伴 つ て 住 居 を 移 転

し た も の  当 該 職 員 の 指 定 日 に 在 勤 す る 公 署 が 当

該 異 動 の 日 前 に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 該 当 し

て い た も の と し た 場 合 に 前 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並

び に 附 則 第 六 項 の 規 定 に よ り 指 定 日 以 降 支 給 さ れ

る こ と と な る 期 間 及 び 額  

二  新 た に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 該 当 す る こ と

と な つ た 公 署 に 在 勤 す る 職 員 で 指 定 日 前 三 年 以 内

に 当 該 公 署 に 異 動 し 、 当 該 異 動 に 伴 つ て 住 居 を 移 転

し た も の  当 該 職 員 の 指 定 日 に 在 勤 す る 公 署 が 当

該 異 動 の 日 前 に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 該 当 し

て い た も の と し た 場 合 に 前 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並

び に 附 則 第 十 項 の 規 定 に よ り 指 定 日 以 降 支 給 さ れ

る こ と と な る 期 間 及 び 額  

三  前 項 第 二 号 に 規 定 す る 職 員  当 該 職 員 の 指 定 日

に 在 勤 す る 公 署 が 、 当 該 職 員 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け

る こ と と な つ た 日 又 は 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又

は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に

よ る 採 用 を さ れ た 日 前 に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署

に 該 当 し て い た も の と し 、 か つ 、 当 該 職 員 が そ の 日

に 当 該 公 署 に 異 動 し た も の と し た 場 合 に 前 条 第 一

項 及 び 第 二 項 並 び に 附 則 第 六 項 の 規 定 に よ り 指 定

日 以 降 支 給 さ れ る こ と と な る 期 間 及 び 額  

 三  前 項 に 規 定 す る 職 員  当 該 職 員 の 指 定 日 に 在 勤 す

る 公 署 が 当 該 職 員 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な

つ た 日 前 に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 該 当 し て い た

も の と し 、 か つ 、 当 該 職 員 が そ の 日 に 当 該 公 署 に 異

動 し た も の と し た 場 合 に 前 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び

に 附 則 第 十 項 の 規 定 に よ り 指 定 日 以 降 支 給 さ れ る こ

と と な る 期 間 及 び 額  

 四  前 項 第 三 号 に 規 定 す る 職 員  当 該 職 員 が 同 号 の 採

用 の 日 前 か ら 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と し て 引
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き 続 き 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 前 条 第 一 項 及

び 第 二 項 の 規 定 に よ り 指 定 日 以 降 支 給 さ れ る こ と と

な る 期 間 及 び 額  

 五  前 項 第 四 号 に 規 定 す る 職 員  当 該 職 員 が 同 号 の 採

用 の 日 前 か ら 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と し て 引

き 続 き 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 前 条 第 一 項 及

び 第 二 項 又 は こ の 項 の 規 定 に よ り 当 該 採 用 の 日 以 降

支 給 さ れ る こ と と な る 期 間 及 び 額  

 

 六  前 項 第 五 号 に 規 定 す る 職 員  別 に 人 事 委 員 会 が 定

め る 期 間 及 び 額  

 

   附  則     附  則  

１ ・ ２  （ 略 ）  １ ・ ２  （ 略 ）  

 （ 五 十 五 歳 を 超 え る 職 員 の 特 地 勤 務 手 当 に 関 す る 特

例 措 置 ）  

 ３  平 成 三 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 条 例 附 則 第 十

九 項 に 規 定 す る 特 定 職 員 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い

て 「 特 定 職 員 」 と い う 。 ） に 対 す る 第 三 条 の 規 定 に よ

る 特 地 勤 務 手 当 の 支 給 に 当 た つ て は 、 当 該 特 定 職 員 が

五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 （ 特 定

職 員 以 外 の 者 が 五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初

の 四 月 一 日 後 に 特 定 職 員 と な つ た 場 合 に あ つ て は 、 当

該 職 員 と な つ た 日 ） 以 後 、 同 条 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務

手 当 の 月 額 か ら 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 額 を 減 ず

る 。  

 （ 五 十 五 歳 を 超 え る 職 員 の 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手

当 に 関 す る 特 例 措 置 ）  

 ４  平 成 三 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 条 例 附 則 第 十

九 項 に 規 定 す る 特 定 職 員 に 対 す る 第 四 条 第 二 項 （ 同 条

第 三 項 又 は 第 四 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤

務 手 当 に 準 ず る 手 当 の 支 給 に 当 た つ て は 、 当 該 特 定 職

員 が 五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日

（ 特 定 職 員 以 外 の 者 が 五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お け

る 最 初 の 四 月 一 日 後 に 特 定 職 員 と な つ た 場 合 に あ つ

て は 、 当 該 職 員 と な つ た 日 ） 以 後 、 同 条 の 規 定 に よ る

特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 の 月 額 か ら 、 人 事 委 員 会 が

別 に 定 め る 額 を 減 ず る 。  

 ５  前 二 項 の 規 定 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 三 重 県 条 例 第 六 号 ） 附

則 第 十 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 附 則 第 十 九 項 の 規 定 が

適 用 さ れ な い こ と と な つ た 職 員 に は 適 用 し な い 。  

  （ 委 任 ）  

 ６  前 三 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 前 三 項 の 規 定 の 実 施

に 関 し 必 要 な 事 項 は 人 事 委 員 会 が 定 め る 。  

３ ～ ５  （ 略 ）  ７ ～ ９  （ 略 ）  

６  条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う

ち 、 第 四 条 第 三 項 各 号 に 掲 げ る 職 で あ る も の の 特 地 勤

務 手 当 に 準 ず る 手 当 の 月 額 は 、 前 項 及 び 同 条 第 三 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ ら の 規 定 に 準 じ て 人 事 委 員 会

の 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 し た 額 と す る 。  

1
0  条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う

ち 、 第 四 条 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 職 で あ る も の の 特 地 勤

務 手 当 に 準 ず る 手 当 の 月 額 は 、 前 項 及 び 同 条 第 四 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ ら の 規 定 に 準 じ て 人 事 委 員 会

の 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 し た 額 と す る 。  
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附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  
１  こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 改 正 後 の 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 三 〇 （ 職 員 の 特 地 勤 務 手 当 等 に 関 す る 規 則 ） に お け る 暫 定 再 任 用 職 員 に

関 す る 経 過 措 置 ）  

２  地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 六 十 三 号 。 第 四 項 に お い て 「 令 和 三 年 改 正 法 」 と い う 。 ）

附 則 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第 二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て

適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 附 則 第 五 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 、 附 則 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定

を 同 法 附 則 第 九 条 第 二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 附 則 第 七 条 第 一 項 か ら

第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 次 項 か ら 第 五 項 ま で に お い て 「 暫 定 再 任 用 職 員 」 と い う 。 ） は 、 地 方

公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五

第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 第 四 項 及 び 第 五 項 に お い て 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 」 と い う 。 ） と み な し て 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 三 〇 （ 職 員 の 特 地 勤 務 手 当 等 に

関 す る 規 則 ） （ 以 下 「 改 正 後 の 規 則 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で 並 び に 第 四 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の

規 定 を 適 用 す る 。  

３  暫 定 再 任 用 職 員 に 対 す る 改 正 後 の 規 則 第 五 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 二 項 第 一 号

中 「 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 」 と あ る の は 「 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を

改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 六 十 三 号 。 以 下 「 令 和 三 年 改 正 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二

項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第 二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 附 則

第 五 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 、 附 則 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第 二 項 及 び

第 四 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 附 則 第 七 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 」 と 、 「 退 職 し

た 日 」 と あ る の は 「 退 職 し た 日 又 は 令 和 三 年 改 正 法 附 則 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附

則 第 九 条 第 二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 附 則 第 五 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま

で 、 附 則 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第 二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ り 読 み 替

え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 附 則 第 七 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ る 採 用 に 係 る 任 期 が 満 了 し た 日 」

と 、 「 こ の 条 に お い て 同 じ 」 と あ る の は 「 こ の 条 に お い て 「 暫 定 再 任 用 」 と い う 」 と 、 同 項 第 二 号 か ら 第 四 号

ま で 並 び に 同 条 第 三 項 第 一 号 及 び 第 三 号 中 「 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二

項 の 規 定 に よ る 採 用 」 と あ る の は 「 暫 定 再 任 用 」 と 、 同 項 第 四 号 中 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と あ る の

は 「 暫 定 再 任 用 職 員 （ 令 和 三 年 改 正 法 附 則 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第 二

項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 附 則 第 五 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 、 附 則 第 六

条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第 二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） 又 は 附 則 第 七 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） 」

と 、 同 項 第 五 号 中 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と あ る の は 「 暫 定 再 任 用 職 員 」 と す る 。  

（ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 暫 定 再 任 用 職 員 へ の 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

４  改 正 後 の 規 則 第 五 条 第 二 項 第 一 号 及 び 第 二 号 の 規 定 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 以 後 に 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又

は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 令 和 三 年 改 正 法 附 則 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定

を 同 法 附 則 第 九 条 第 二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 附 則 第 五 条 第 一 項 か ら

第 四 項 ま で 、 附 則 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第 二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ

り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 附 則 第 七 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 （ 次 項 及 び 第 六 項 に お い て

「 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 等 の 規 定 」 と い う 。 ） に よ る 採 用 を さ れ た 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 暫 定 再

任 用 職 員 に つ い て 適 用 す る 。  

５  改 正 後 の 規 則 第 五 条 第 二 項 第 三 号 の 規 定 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 以 後 に 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 等 の 規 定 に よ

る 採 用 を さ れ 、 当 該 採 用 の 日 前 か ら 引 き 続 き 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 同 号 の 規 定 す る 異 動 を し た 日 が

令 和 七 年 四 月 一 日 以 後 で あ る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 暫 定 再 任 用 職 員 に つ い て 適 用 す る 。  

６  改 正 後 の 規 則 第 五 条 第 二 項 第 四 号 の 規 定 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 以 後 に 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 等 の 規 定 に よ

る 採 用 を さ れ 、 当 該 採 用 の 日 の 前 日 に 支 給 さ れ て い た 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六

十 七 号 ） 第 十 九 条 の 二 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 の 支 給 要 件 を 具 備 す る に 至 っ

た 日 が 令 和 七 年 四 月 一 日 以 後 で あ る 場 合 に つ い て 適 用 す る 。  

 （ 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 特 地 勤 務 手 当 と 地 域 手 当 と の 調 整 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

７  令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 三 〇 （ 職 員 の 特 地
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勤 務 手 当 等 に 関 す る 規 則 ） 第 三 条 の 二 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 三 （ 地

域 手 当 に 関 す る 規 則 ） 別 表 」 と あ る の は 「 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 三 （ 地 域 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を

改 正 す る 規 則 （ 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日 ） 附 則 別 表 」 と 、 「 条 例 第 十 二 条 の 二 」 と あ る の は 「 職 員 の 給 与 に 関 す る

条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ） 附 則 第 九 項 」 と す る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四 九 （ 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   中   村   佳   子  

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四 九 （ 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四 九 （ 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ や む を 得 な い 事 情 ）  （ や む を 得 な い 事 情 ）  

第 二 条  条 例 第 十 三 条 の 二 第 一 項 及 び 第 三 項 の 人 事 委

員 会 規 則 で 定 め る た め や む を 得 な い 事 情 は 、 次 に 掲 げ

る 事 情 と す る 。  
第 二 条  条 例 第 十 三 条 の 二 第 一 項 及 び 第 三 項 の 人 事 委

員 会 規 則 で 定 め る た め や む を 得 な い 事 情 は 、 次 に 掲 げ

る 事 情 と す る 。  

一  配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の

事 情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） が 疾 病 等 に よ り

介 護 を 必 要 と す る 状 態 に あ る 職 員 若 し く は 配 偶 者

の 父 母 又 は 同 居 の 親 族 を 介 護 す る こ と 。  

一  配 偶 者 が 疾 病 等 に よ り 介 護 を 必 要 と す る 状 態 に

あ る 職 員 若 し く は 配 偶 者 の 父 母 又 は 同 居 の 親 族 を

介 護 す る こ と 。  

二 ～ 五  （ 略 ）  二 ～ 五  （ 略 ）  

（ 支 給 の 始 期 及 び 終 期 ）  （ 支 給 の 始 期 及 び 終 期 ）  

第 九 条  単 身 赴 任 手 当 の 支 給 は 、 職 員 が 新 た に 条 例 第 十

三 条 の 二 第 一 項 又 は 第 三 項 の 職 員 で あ る 要 件 を 具 備

す る に 至 っ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日

で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 開 始 し 、 職 員

が 同 条 第 一 項 又 は 第 三 項 に 規 定 す る 要 件 を 欠 く に 至

っ た 日 （ 人 事 委 員 会 が 定 め る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 要

件 を 欠 く に 至 っ た 日 以 降 の 日 で 人 事 委 員 会 が 定 め る

日 ） の 属 す る 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ

の 日 の 属 す る 月 の 前 月 ） を も っ て 終 わ る 。 た だ し 、 単

身 赴 任 手 当 の 支 給 の 開 始 に つ い て は 、 第 七 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 届 出 が こ れ に 係 る 事 実 の 生 じ た 日 か ら 十

五 日 を 経 過 し た 後 に さ れ た と き は 、 そ の 届 出 を 受 理 し

た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き

は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 行 う も の と す る 。  

第 九 条  単 身 赴 任 手 当 の 支 給 は 、 職 員 が 新 た に 条 例 第 十

三 条 の 二 第 一 項 又 は 第 三 項 の 職 員 で あ る 要 件 を 具 備

す る に 至 っ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日

で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 開 始 し 、 職 員

が 同 条 第 一 項 又 は 第 三 項 に 規 定 す る 要 件 を 欠 く に 至

っ た 日 の 属 す る 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、

そ の 日 の 属 す る 月 の 前 月 ） を も っ て 終 わ る 。 た だ し 、

単 身 赴 任 手 当 の 支 給 の 開 始 に つ い て は 、 第 七 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 届 出 が こ れ に 係 る 事 実 の 生 じ た 日 か ら

十 五 日 を 経 過 し た 後 に さ れ た と き は 、 そ の 届 出 を 受 理

し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と

き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 行 う も の と す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 五 〇 （ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

                三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   中   村   佳   子    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 五 〇 （ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 五 〇 （ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  
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（ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 支 給 を 受 け る 職 員 ）  （ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 支 給 を 受 け る 職 員 ）  
第 一 条  （ 略 ）  第 一 条  （ 略 ）  

 ２  前 項 第 一 号 、 第 四 号 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 職 員 に は 、

条 例 第 十 七 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 管 理 職 員 特 別

勤 務 手 当 を 支 給 し な い 。  

（ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 額 等 ）  （ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 額 等 ）  

第 二 条  条 例 第 十 七 条 の 二 第 三 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 勤 務 は 、 同 条 第 一 項 の 勤 務 に 従 事 し た 時 間 が 六 時

間 を 超 え る 場 合 の 勤 務 と す る 。  

第 二 条  条 例 第 十 七 条 の 二 第 三 項 第 一 号 の 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 勤 務 は 、 勤 務 に 従 事 し た 時 間 が 六 時 間 を 超

え る 場 合 の 勤 務 と す る 。  

第 三 条  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  前 条 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 職 員  当 該 職 員 が 受

け る 任 期 付 職 員 条 例 第 四 条 第 一 項 の 給 料 表 の 号 給

又 は 同 条 第 三 項 （ 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例

（ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 育 児 休 業 条 例 」

と い う 。 ） 第 二 十 一 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用

す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 号 及 び 次 項 第 四 号 に お い

て 同 じ 。 ） の 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

次 に 定 め る 額  

四  前 条 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 職 員  当 該 職 員 が 受

け る 任 期 付 職 員 条 例 第 四 条 第 一 項 の 給 料 表 の 号 給

又 は 給 料 月 額 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額  

イ  六 号 給 及 び 七 号 給 並 び に 任 期 付 職 員 条 例 第 四 条

第 三 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額  一 万 二 千 円  

イ  六 号 給 及 び 七 号 給 並 び に 任 期 付 職 員 条 例 第 四 条

第 三 項 （ 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四

年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 育 児 休 業 条 例 」 と い

う 。 ） 第 二 十 一 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 給 料 月 額  一 万 二

千 円  

ロ ～ ニ  （ 略 ）  ロ ～ ニ  （ 略 ）  

五  前 条 第 一 項 第 五 号 に 掲 げ る 職 員  当 該 職 員 が 受

け る 任 期 付 研 究 員 条 例 第 五 条 第 一 項 の 給 料 表 の 号

給 又 は 同 条 第 四 項 （ 育 児 休 業 条 例 第 二 十 条 の 規 定 に

よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 号 及

び 次 項 第 五 号 に お い て 同 じ 。 ） の 規 定 に よ る 給 料 月

額 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額  

五  前 条 第 一 項 第 五 号 に 掲 げ る 職 員  当 該 職 員 が 受

け る 任 期 付 研 究 員 条 例 第 五 条 第 一 項 の 給 料 表 の 号

給 又 は 給 料 月 額 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額  

イ  六 号 給 及 び 任 期 付 研 究 員 条 例 第 五 条 第 四 項 の 規

定 に よ る 給 料 月 額  一 万 二 千 円  

イ  六 号 給 及 び 任 期 付 研 究 員 条 例 第 五 条 第 四 項 （ 育

児 休 業 条 例 第 二 十 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 給 料 月 額  一 万

二 千 円  

ロ ～ ニ  （ 略 ）  ロ ～ ニ  （ 略 ）  

２  条 例 第 十 七 条 の 二 第 三 項 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

第 三 条  条 例 第 十 七 条 の 二 第 三 項 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一  第 一 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 員  六 千 円   

二 ・ 三  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

四  第 一 条 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 職 員  当 該 職 員 が

受 け る 任 期 付 職 員 条 例 第 四 条 第 一 項 の 給 料 表 の 号

給 又 は 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 次 に 定 め る 額  

 

イ  六 号 給 及 び 七 号 給 並 び に 任 期 付 職 員 条 例 第 四 条

第 三 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額  六 千 円  

 

ロ  五 号 給  五 千 円   
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附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 〇 （ 職 員 の 定 年 の 引 上 げ 等 に 伴 う 関 係 人 事 委 員 会 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 七 （ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布

し ま す 。  

令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

ハ  二 号 給 か ら 四 号 給 ま で  四 千 三 百 円   

ニ  一 号 給  三 千 五 百 円   
五  第 一 条 第 一 項 第 五 号 に 掲 げ る 職 員  当 該 職 員 が

受 け る 任 期 付 研 究 員 条 例 第 五 条 第 一 項 の 給 料 表 の

号 給 又 は 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 応 じ 、

そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額  

 
イ  六 号 給 及 び 任 期 付 研 究 員 条 例 第 五 条 第 四 項 の 規

定 に よ る 給 料 月 額  六 千 円  

 

ロ  四 号 給 及 び 五 号 給  五 千 円   

ハ  二 号 給 及 び 三 号 給  四 千 三 百 円   

ニ  一 号 給  三 千 五 百 円   

第 四 条  次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 条 例 第 十 七 条 の 二 第 二 項

の 規 定 に よ る 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 を 支 給 し な い 。 こ

の 場 合 に お い て 、 職 員 が し た 同 条 第 二 項 の 勤 務 は 、 同

条 第 一 項 の 勤 務 と み な す 。  

２  条 例 第 十 七 条 の 二 第 一 項 の 勤 務 を し た 後 、 引 き 続 い

て 同 条 第 二 項 の 勤 務 を し た 第 一 条 第 一 項 第 二 号 に 掲

げ る 職 員 に は 、 そ の 引 き 続 く 勤 務 に 係 る 同 項 の 規 定 に

よ る 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 を 支 給 し な い 。  

 一  条 例 第 十 七 条 の 二 第 一 項 の 勤 務 を し た 後 、 引 き 続

い て 同 条 第 二 項 の 勤 務 を し た 場 合  

 

二  条 例 第 十 七 条 の 二 第 二 項 の 勤 務 を し た 後 、 引 き 続

い て 同 条 第 一 項 の 勤 務 を し た 場 合  

 

第 五 条 ・ 第 六 条  （ 略 ）  第 四 条 ・ 第 五 条  （ 略 ）  

   附  則     附  則  

１  （ 略 ）  １  （ 略 ）  

２  条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対

す る 第 三 条 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 条 第 一 項

第 二 号 及 び 同 条 第 二 項 第 二 号 中 「 定 め る 額 」 と あ る の

は 、 「 定 め る 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額

に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨

て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を

百 円 に 切 り 上 げ た 額 ） 」 と す る 。  

２  条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対

す る 第 二 条 第 二 項 及 び 第 三 条 第 一 項 の 適 用 に つ い て

は 、 当 分 の 間 、 第 二 条 第 二 項 第 二 号 及 び 第 三 条 第 一 項

第 一 号 中 「 定 め る 額 」 と あ る の は 、 「 定 め る 額 に 百 分

の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数

を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満

の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 ） 」

と す る 。  

改   正   後  改   正   前  

  附  則     附  則  

１ ～ 1
2  （ 略 ）  １ ～ 1
2  （ 略 ）  

（ 改 正 後 の 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 に お

け る 暫 定 再 任 用 職 員 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

（ 改 正 後 の 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 に お

け る 暫 定 再 任 用 職 員 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

1
3  暫 定 再 任 用 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と

み な し て 、 第 十 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 管 理 職 員 特

別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 第 三 条 の 規 定 を 適 用 す る 。  

1
3  暫 定 再 任 用 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と

み な し て 、 第 十 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 管 理 職 員 特

別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 第 二 条 第 二 項 及 び 第 三 条 第

一 項 の 規 定 を 適 用 す る 。  

1
4
～ 2
2  （ 略 ）  1
4
～ 2
2  （ 略 ）  
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                三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   中   村   佳   子    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 七 （ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  
第 一 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 七 （ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 勤 勉 手 当 に 係 る 在 職 期 間 の 通 算 ）  （ 勤 勉 手 当 に 係 る 在 職 期 間 の 通 算 ）  

第 二 十 条 の 七  第 二 十 条 第 一 項 の 規 定 は 、 前 条 に 規 定 す

る 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 と し て 在 職 し た 期 間 の 算

定 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 項 中 「 第

二 条 第 二 号 イ か ら ヌ ま で に 掲 げ る 者 （ 期 末 手 当 の 支 給

対 象 者 に 限 る 。 ） 」 と あ る の は 「 第 八 条 第 一 項 第 二 号

イ 及 び ロ に 掲 げ る 者 （ 勤 勉 手 当 の 支 給 対 象 者 に 限

る 。 ） 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

第 二 十 条 の 七  第 二 十 条 第 一 項 の 規 定 は 、 前 条 に 規 定 す

る 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 と し て 在 職 し た 期 間 の 算

定 に つ い て 準 用 す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 勤 勉 手 当 の 成 績 率 ）  （ 勤 勉 手 当 の 成 績 率 ）  

第 二 十 条 の 八  成 績 率 は 、 百 分 の 二 百 十 五 の 範 囲 内 で 、

任 命 権 者 が 定 め る も の と す る 。  
第 二 十 条 の 八  成 績 率 は 、 百 分 の 二 百 五 の 範 囲 内 で 、 任

命 権 者 が 定 め る も の と す る 。  

第 二 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 七 （ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 勤 勉 手 当 の 成 績 率 ）  （ 勤 勉 手 当 の 成 績 率 ）  

第 二 十 条 の 八  成 績 率 は 、 百 分 の 三 百 十 五 の 範 囲 内 で 、

任 命 権 者 が 定 め る も の と す る 。  

第 二 十 条 の 八  成 績 率 は 、 百 分 の 二 百 十 五 の 範 囲 内 で 、

任 命 権 者 が 定 め る も の と す る 。  

附  則  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 七 （ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 規 則 ） 第

二 十 条 の 八 の 規 定 は 、 令 和 六 年 十 二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ） の 施 行

に 伴 い 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 ○ （ 職 員 の 定 年 の 引 上 げ 等 に 伴 う 関 係 人 事 委 員 会 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則 ）

の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

                        三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   中   村   佳   子  

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 ○ （ 職 員 の 定 年 の 引 上 げ 等 に 伴 う 関 係 人 事 委 員 会 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則 ）

の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 ○ （ 職 員 の 定 年 の 引 上 げ 等 に 伴 う 関 係 人 事 委 員 会 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

   附  則     附  則  

１  （ 略 ）  １  （ 略 ）  

 （ 定 義 ）   （ 定 義 ）  

２  こ の 附 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

２  こ の 附 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 一 ・ 二  （ 略 ）   一 ・ 二  （ 略 ）  

三  暫 定 再 任 用 職 員  令 和 三 年 改 正 地 公 法 附 則 第 四

条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則

三  暫 定 再 任 用 職 員  令 和 三 年 改 正 地 公 法 附 則 第 四

条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則
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第 九 条 第 二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て

適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 附 則 第 五 条 第 一 項 か ら 第

四 項 ま で 、 附 則 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ

ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第 二 項 及 び 第 四 項 の 規

定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 附

則 第 七 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 採 用

さ れ た 職 員 を い う 。  

第 九 条 第 三 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て

適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 附 則 第 五 条 第 一 項 か ら 第

四 項 ま で 、 附 則 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ

ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第 三 項 及 び 第 五 項 の 規

定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 附

則 第 七 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 採 用

さ れ た 職 員 を い う 。  

 四 ～ 七  （ 略 ）   四 ～ 七  （ 略 ）  

３ ～ 2
2  （ 略 ）  ３ ～ 2
2  （ 略 ）  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 三 （ 職 員 の 扶 養 手 当 に 関 す る 規 則 ） を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   中   村   佳   子    

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 三 （ 職 員 の 扶 養 手 当 に 関 す る 規 則 ）  

 （ 趣 旨 ）  

第 一 条  職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 二 条 第 五

項 の 規 定 に 基 づ く 職 員 の 扶 養 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 別 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 こ の 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ る 。 

（ 行 政 職 給 料 表 の 九 級 以 上 の 職 員 に 相 当 す る 職 員 ）  

第 二 条  条 例 第 十 二 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 医 療 職 給 料 表 (一
)

の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職

務 の 級 が 四 級 で あ る も の と す る 。  

（ 扶 養 親 族 の 範 囲 ）  

第 三 条  条 例 第 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 他 に 生 計 の 途 が な く 主 と し て そ の 職 員 の 扶 養 を 受 け て い る と 認 め ら れ

る 者 に は 、 次 に 掲 げ る 者 は 含 ま れ な い も の と す る 。  

一  職 員 の 配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 ） 、 兄 弟 姉 妹 等 が 受 け る 扶

養 手 当 又 は 民 間 事 業 所 そ の 他 の こ れ に 相 当 す る 手 当 の 支 給 の 基 礎 と な っ て い る 者  

二  年 額 百 三 十 万 円 以 上 の 恒 常 的 な 所 得 が あ る と 見 込 ま れ る 者  

三  身 体 又 は 精 神 に 著 し い 障 害 が あ る 者 の 場 合 は 前 二 号 に よ る ほ か 、 終 身 労 務 に 従 事 す る こ と が で き な い 程 度

で な い 者  

（ 行 政 職 給 料 表 の 八 級 の 職 員 に 相 当 す る 職 員 ）  

第 四 条  条 例 第 十 二 条 第 三 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 公 安 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務

の 級 が 九 級 で あ る も の と す る 。  

（ 届 出 ）  

第 五 条  新 た に 条 例 第 十 二 条 第 一 項 の 職 員 で あ る 要 件 を 具 備 す る に 至 っ た 職 員 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 様 式 の

扶 養 親 族 届 に よ り 、 そ の 旨 を 速 や か に 任 命 権 者 （ そ の 委 任 を 受 け た 者 を 含 む 。 次 項 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ）

に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 の 届 出 に 係 る 扶 養 親 族 の 恒 常 的 な 所 得 の 年 間 の 見 込 額

そ の 他 の 扶 養 の 事 実 等 に 変 更 が あ っ た 場 合 に つ い て も 、 同 様 と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 命 権 者 に お い て 扶 養 の 事 実 等 を 認 定 す る こ と が で き る 場 合 と し て 人 事 委 員 会

が 定 め る 場 合 に は 、 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 要 し な い 。  

（ 認 定 ）  

第 六 条  任 命 権 者 は 、 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 届 出 が あ っ た と き は 、 扶 養 親 族 届 に 記 載 さ れ た 扶 養 親 族 が 条 例 に

定 め る 要 件 を 備 え て い る か ど う か を 確 か め て 認 定 す る も の と す る 。 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て も 、 同

様 と す る 。  

２  任 命 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 認 定 し た 職 員 の 扶 養 親 族 に 係 る 事 項 を 人 事 委 員 会 が 定 め る 様 式 の 扶 養 親 族

認 定 簿 に 記 載 す る も の と す る 。  

３  任 命 権 者 は 、 第 一 項 の 認 定 を 行 う と き 、 そ の 他 必 要 と 認 め る と き は 、 職 員 に 対 し 扶 養 の 事 実 等 を 証 明 す る

こ と が で き る 証 拠 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

４  扶 養 親 族 の あ る 職 員 が 任 命 権 者 を 異 に し て 異 動 し た 場 合 は 、 異 動 前 の 任 命 権 者 は 、 当 該 職 員 に 係 る 扶 養 親
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族 認 定 簿 を 当 該 職 員 か ら 提 出 さ れ た 扶 養 親 族 届 及 び 証 拠 書 類 と と も に 異 動 後 の 任 命 権 者 に 送 付 す る も の と す

る 。  
（ 支 給 の 始 期 及 び 終 期 ）  

第 七 条  扶 養 手 当 の 支 給 は 、 職 員 が 新 た に 条 例 第 十 二 条 第 一 項 の 職 員 で あ る 要 件 を 具 備 す る に 至 っ た 日 の 属 す

る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 開 始 し 、 職 員 が 同 項 に 規 定 す る 要 件 を

欠 く に 至 っ た 日 （ 人 事 委 員 会 が 定 め る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 要 件 を 欠 く に 至 っ た 日 以 降 の 日 で 人 事 委 員 会 が 定

め る 日 ） の 属 す る 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 の 前 月 ） を も っ て 終 わ る 。 た だ し 、

扶 養 手 当 の 支 給 の 開 始 に つ い て は 、 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 が 、 こ れ に 係 る 事 実 の 生 じ た 日 か ら 十 五 日

を 経 過 し た 後 に さ れ た と き は 、 そ の 届 出 を 受 理 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ

の 日 の 属 す る 月 ） か ら 行 う も の と す る 。  

２  扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 に そ の 月 額 を 変 更 す べ き 事 実 が 生 じ た と き は 、 そ の 事 実 の 生 じ た 日 の 属 す る 月

の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら そ の 支 給 額 を 改 定 す る 。 前 項 た だ し 書 の 規

定 は 、 扶 養 手 当 の 月 額 を 増 額 し て 改 定 す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 雑 則 ）  

第 八 条  こ の 規 則 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 令 和 七 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 八 項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 間 の 読 替 え ）  

２  令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 第 二 条 中 「 条 例 第 十 二 条 第 一 項 の 」 と あ る の は

「 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ） 附 則 第 八 項 の 規 定 に よ り 読

み 替 え ら れ た 条 例 （ 以 下 「 読 替 え 後 の 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 務 の 級 が 行 政 職 給 料 表 の

九 級 以 上 に 相 当 す る 職 員 と し て 」 と 、 第 三 条 、 第 四 条 、 第 五 条 第 一 項 及 び 第 七 条 第 一 項 中 「 条 例 」 と あ る の は

「 読 替 え 後 の 条 例 」 と す る 。  

（ 行 政 職 給 料 表 の 八 級 以 上 の 職 員 に 相 当 す る 職 員 ）  

３  職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ） 附 則 第 八 項 の 規 定 に よ り

読 み 替 え ら れ た 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 務 の 級 が 行 政 職 給 料 表 の 八 級 以 上 に 相 当 す る 職 員 と し て 人

事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 第 二 条 及 び 第 四 条 に 規 定 す る 職 員 と す る 。  

（ 三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 の 一 部 改 正 ）  

４  三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 第 一 総 務 部 総 務 事 務 課 の 表 第 一 号 の 項 中 「 職員の給与の支給に関する規則第 7 条第 5 項」 を「職員の扶

養手当に関する規則（三重県人事委員会規則 7―83）第 6 条第 1 項 」 に 改 め る 。  

 （ 総 務 事 務 シ ス テ ム を 使 用 し て 給 与 関 係 手 続 を 行 う 場 合 の 特 例 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

５  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 六 九 （ 総 務 事 務 シ ス テ ム を 使 用 し て 給 与 関 係 手 続 を 行 う 場 合 の 特 例 に 関 す る 規 則 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 定 義 ）  （ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意

義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意

義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 一  （ 略 ）   一  （ 略 ）  

 二  給 与 関 係 手 続  職 員 の 給 与 の 支 給 に 関 す る 規 則

（ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 ） 、 職

員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 三 重 県 人

事 委 員 会 規 則 七 ― 八 ） 、 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す

る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ―

四 ） 、 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 三 重 県

人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 八 ） 、 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に

関 す る 規 則 （ 平 成 二 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四

九 ） 、 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 （ 平 成 三

 二  給 与 関 係 手 続  職 員 の 給 与 の 支 給 に 関 す る 規 則

（ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 ） 、 職

員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 三 重 県 人

事 委 員 会 規 則 七 ― 八 ） 、 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す

る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ―

四 ） 、 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 三 重 県

人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 八 ） 、 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に

関 す る 規 則 （ 平 成 二 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四

九 ） 及 び 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 （ 平 成

令和7年3月25日 三　重　県　公　報 号　　外

70



 

 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 三 ― 二 （ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し

ま す 。  

  令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

                      三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   中   村   佳   子    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 三 ― 二 （ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 三 ― 二 （ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 五 〇 ） 及 び 職 員 の 扶 養

手 当 に 関 す る 規 則 （ 令 和 七 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

七 ― 八 三 ） の 規 定 に 基 づ き 、 様 式 等 に よ り 行 う こ と

と さ れ て い る 届 出 そ の 他 の 手 続 を い う 。  

三 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 五 〇 ） の 規 定 に 基 づ

き 、 様 式 等 に よ り 行 う こ と と さ れ て い る 届 出 そ の 他

の 手 続 を い う 。  
（ 扶 養 親 族 認 定 簿 、 扶 養 親 族 届 及 び 証 拠 書 類 の 送 付 の

特 例 ）  

第 五 条  扶 養 親 族 の あ る 職 員 が 任 命 権 者 を 異 に し て 異

動 し た 場 合 に お い て 、 当 該 職 員 の 扶 養 親 族 認 定 簿 及 び

扶 養 親 族 届 に 記 載 す べ き こ と と さ れ て い る 事 項 が 総

務 事 務 シ ス テ ム に よ り 管 理 さ れ て い る 場 合 で あ っ て 、

異 動 後 も 引 き 続 き 総 務 事 務 シ ス テ ム に よ り 管 理 さ れ

る と き は 、 異 動 前 の 任 命 権 者 は 、 職 員 の 扶 養 手 当 に 関

す る 規 則 第 六 条 第 四 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 職 員

の 扶 養 親 族 認 定 簿 、 扶 養 親 族 届 及 び 証 拠 書 類 を 異 動 後

の 任 命 権 者 に 送 付 す る こ と を 要 し な い 。  

（ 扶 養 親 族 認 定 簿 、 扶 養 親 族 届 及 び 証 拠 書 類 の 送 付 の

特 例 ）  

第 五 条  扶 養 親 族 の あ る 職 員 が 任 命 権 者 を 異 に し て 異

動 し た 場 合 に お い て 、 当 該 職 員 の 扶 養 親 族 認 定 簿 及 び

扶 養 親 族 届 に 記 載 す べ き こ と と さ れ て い る 事 項 が 総

務 事 務 シ ス テ ム に よ り 管 理 さ れ て い る 場 合 で あ っ て 、

異 動 後 も 引 き 続 き 総 務 事 務 シ ス テ ム に よ り 管 理 さ れ

る と き は 、 異 動 前 の 任 命 権 者 は 、 職 員 の 給 与 の 支 給 に

関 す る 規 則 第 七 条 第 九 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 職

員 の 扶 養 親 族 認 定 簿 、 扶 養 親 族 届 及 び 証 拠 書 類 を 異 動

後 の 任 命 権 者 に 送 付 す る こ と を 要 し な い 。  

改   正   後  改   正   前  

第 六 条 の 八  （ 略 ）  第 六 条 の 八  （ 略 ）  

２  時 間 外 勤 務 制 限 開 始 日 か ら 起 算 し て 条 例 第 九 条 第 二

項 又 は 条 例 第 九 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 係

る 期 間 を 経 過 す る 日 の 前 日 ま で の 間 に 、 次 の 各 号 に 掲

げ る い ず れ か の 事 由 が 生 じ た 場 合 に は 、 こ れ ら の 規 定

に よ る 請 求 は 、 時 間 外 勤 務 制 限 開 始 日 か ら 当 該 事 由 が

生 じ た 日 ま で の 期 間 に つ い て の 請 求 で あ っ た も の と

み な す 。  

２  時 間 外 勤 務 制 限 開 始 日 か ら 起 算 し て 条 例 第 九 条 第 二

項 又 は 条 例 第 九 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 係

る 期 間 を 経 過 す る 日 の 前 日 ま で の 間 に 、 次 の 各 号 に 掲

げ る い ず れ か の 事 由 が 生 じ た 場 合 に は 、 こ れ ら の 規 定

に よ る 請 求 は 、 時 間 外 勤 務 制 限 開 始 日 か ら 当 該 事 由 が

生 じ た 日 ま で の 期 間 に つ い て の 請 求 で あ っ た も の と

み な す 。  

 一  （ 略 ）   一  （ 略 ）  

 二  当 該 請 求 に 係 る 子 が 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 し た 場

合  

 二  当 該 請 求 に 係 る 子 が 、 条 例 第 九 条 第 二 項 の 規 定 に

よ る 請 求 に あ っ て は 小 学 校 就 学 の 始 期 に 、 条 例 第 九

条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 に あ っ て は 三 歳 に 達

し た 場 合  

３ ・ ４  （ 略 ）  ３ ・ ４  （ 略 ）  

 （ 特 別 休 暇 ）   （ 特 別 休 暇 ）  

第 十 一 条  条 例 第 十 五 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 と し 、 そ の 期 間 は 、 当 該 各

号 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  

第 十 一 条  条 例 第 十 五 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 と し 、 そ の 期 間 は 、 当 該 各

号 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  

 一 ～ 九  （ 略 ）   一 ～ 九  （ 略 ）  

 十  職 員 の 妻 の 出 産 若 し く は 子 （ 配 偶 者 の 子 を 含 む 。

以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の 傷 病 等 に 伴

う 入 院 の 付 添 い 等 又 は 学 校 保 健 安 全 法 （ 昭 和 三 十 三

年 法 律 第 五 十 六 号 ） 第 二 十 条 の 規 定 に よ る 学 校 の 休

業 そ の 他 の 事 情 に よ る そ の 子 の 世 話 を 行 う た め 勤 務

し な い こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合  一 の

 十  職 員 の 妻 の 出 産 、 子 （ 配 偶 者 の 子 を 含 む 。 以 下 こ

の 号 及 び 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の 傷 病 等 に 伴 い 入 院

の 付 添 い 等 を 行 う た め 勤 務 し な い こ と が や む を 得 な

い と 認 め ら れ る 場 合  一 の 年 に お け る 四 日 （ 中 学 校

就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 又 は 中 学 校 就 学 の 始 期

に 達 す る 日 か ら 十 八 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月
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   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

病院事業庁管理規程 

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   河   合   良   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 三 号  

   三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 育 児 又 は 介 護 を 行 う 病 院 事 業 職 員 の 時 間 外 勤 務 の

免 除 ）  

（ 育 児 又 は 介 護 を 行 う 病 院 事 業 職 員 の 時 間 外 勤 務 の

免 除 ）  

第 十 五 条 の 二  事 業 庁 長 は 、 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る

ま で の 子 の あ る 病 院 事 業 職 員 が 、 勤 務 時 間 条 例 の 適 用

を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 、 当 該 子 を 養 育 す る た め に 請

求 し た 場 合 に は 、 当 該 請 求 を し た 病 院 事 業 職 員 の 業 務

を 処 理 す る た め の 措 置 を 講 じ る こ と が 著 し く 困 難 で

あ る 場 合 を 除 き 、 第 十 四 条 に 規 定 す る 勤 務 を さ せ て は

な ら な い 。  

第 十 五 条 の 二  事 業 庁 長 は 、 三 歳 に 満 た な い 子 の あ る 病

院 事 業 職 員 が 、 勤 務 時 間 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例

に よ り 、 当 該 子 を 養 育 す る た め に 請 求 し た 場 合 に は 、

当 該 請 求 を し た 病 院 事 業 職 員 の 業 務 を 処 理 す る た め

の 措 置 を 講 じ る こ と が 著 し く 困 難 で あ る 場 合 を 除 き 、

第 十 四 条 に 規 定 す る 勤 務 を さ せ て は な ら な い 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

 （ 特 別 休 暇 ）   （ 特 別 休 暇 ）  

第 二 十 三 条  特 別 休 暇 は 、 選 挙 権 の 行 使 、 結 婚 、 出 産 、

交 通 機 関 の 事 故 そ の 他 の 特 別 の 事 由 に よ り 病 院 事 業

職 員 が 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る 場 合 と し て 次 の

各 号 に 掲 げ る 場 合 に お け る 休 暇 と し 、 そ の 期 間 は 、 当

該 各 号 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  

第 二 十 三 条  特 別 休 暇 は 、 選 挙 権 の 行 使 、 結 婚 、 出 産 、

交 通 機 関 の 事 故 そ の 他 の 特 別 の 事 由 に よ り 病 院 事 業

職 員 が 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る 場 合 と し て 次 の

各 号 に 掲 げ る 場 合 に お け る 休 暇 と し 、 そ の 期 間 は 、 当

該 各 号 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  

一 ～ 九  （ 略 ）  一 ～ 九  （ 略 ）  

十  病 院 事 業 職 員 の 妻 の 出 産 若 し く は 子 （ 配 偶 者 の 子

を 含 む 。 以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の 傷

病 等 に 伴 う 入 院 の 付 添 い 等 又 は 学 校 保 健 安 全 法 （ 昭

和 三 十 三 年 法 律 第 五 十 六 号 ） 第 二 十 条 の 規 定 に よ る

十  病 院 事 業 職 員 の 妻 の 出 産 、 子 （ 配 偶 者 の 子 を 含 む 。

以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て 同 じ ） の 傷 病 等 に 伴 い

入 院 の 付 添 い 等 を 行 う た め 勤 務 し な い こ と が や む

を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合  一 の 年 に お け る 四 日

年 に お け る 四 日 （ 中 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の

子 若 し く は 中 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る 日 か ら 十 八 歳

に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ

る 障 が い の あ る 子 の 傷 病 等 に 伴 う 入 院 の 付 添 い 等 又

は 学 校 保 健 安 全 法 第 二 十 条 の 規 定 に よ る 学 校 の 休 業

そ の 他 の 事 情 に よ る そ の 子 の 世 話 を 行 う た め 勤 務 し

な い こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 に あ っ て

は 、 当 該 日 数 に 四 日 （ 中 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま

で の 子 又 は 中 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る 日 か ら 十 八 歳

に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ

る 障 が い の あ る 子 が 二 人 以 上 の 場 合 に あ っ て は 、 八

日 ） を 加 え た 日 数 ） の 範 囲 内 の 期 間  

三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 障 が い の あ る 子 の 傷 病 等 に

伴 い 入 院 の 付 添 い 等 を 行 う た め 勤 務 し な い こ と が や

む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 日 数

に 四 日 （ 中 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 又 は 中

学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る 日 か ら 十 八 歳 に 達 す る 日 以

後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 障 が い の あ

る 子 が 二 人 以 上 の 場 合 に あ っ て は 、 八 日 ） を 加 え た

日 数 ） の 範 囲 内 の 期 間  

 十 一 ～ 二 十 三  （ 略 ）   十 一 ～ 二 十 三  （ 略 ）  
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学 校 の 休 業 そ の 他 の 事 情 に よ る そ の 子 の 世 話 を 行

う た め 勤 務 し な い こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ

る 場 合  一 の 年 に お け る 四 日 （ 中 学 校 就 学 の 始 期 に

達 す る ま で の 子 若 し く は 中 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す

る 日 か ら 十 八 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十

一 日 ま で の 間 に あ る 障 が い の あ る 子 の 傷 病 等 に 伴

う 入 院 の 付 添 い 等 又 は 学 校 保 健 安 全 法 第 二 十 条 の

規 定 に よ る 学 校 の 休 業 そ の 他 の 事 情 に よ る そ の 子

の 世 話 を 行 う た め 勤 務 し な い こ と が や む を 得 な い

と 認 め ら れ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 日 数 に 四 日 （ 中

学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 又 は 中 学 校 就 学

の 始 期 に 達 す る 日 か ら 十 八 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最

初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 障 が い の あ る 子

が 二 人 以 上 の 場 合 に あ っ て は 、 八 日 ） を 加 え た 日 数 ）

の 範 囲 内 の 期 間  

（ 中 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 又 は 中 学 校

就 学 の 始 期 に 達 す る 日 か ら 十 八 歳 に 達 す る 日 以 後

の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 障 が い の あ

る 子 の 傷 病 等 に 伴 い 入 院 の 付 添 い 等 を 行 う た め 勤

務 し な い こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 に

あ っ て は 、 当 該 日 数 に 四 日 （ 中 学 校 就 学 の 始 期 に 達

す る ま で の 子 又 は 中 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る 日 か

ら 十 八 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま

で の 間 に あ る 障 が い の あ る 子 が 二 人 以 上 の 場 合 に

あ っ て は 、 八 日 ） を 加 え た 日 数 ） の 範 囲 内 の 期 間  

十 一  （ 略 ）  十 一  （ 略 ）  

 十 二  病 院 事 業 職 員 の 配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上

婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 こ の 項

に お い て 同 じ 。 ） 、 父 母 、 子 、 配 偶 者 の 父 母 、 二 親

等 の 血 族 、 配 偶 者 の 父 母 を 除 く 一 親 等 の 姻 族 、 当 該

病 院 事 業 職 員 と 同 居 し て い る 二 親 等 の 姻 族 及 び 当 該

病 院 事 業 職 員 と 同 居 し て い る 配 偶 者 の 父 母 の 配 偶 者

（ 第 三 十 条 の 四 第 一 項 に お い て 「 配 偶 者 等 」 と い う 。 ）

で 負 傷 、 疾 病 又 は 老 齢 に よ り 二 週 間 以 上 の 期 間 に わ

た り 日 常 生 活 を 営 む の に 支 障 が あ る も の （ 以 下 こ の

号 及 び 第 二 十 四 条 に お い て 「 要 介 護 者 」 と い う 。 ）

の 介 護 そ の 他 の 事 業 庁 長 が 定 め る 世 話 を 行 う 当 該 病

院 事 業 職 員 が 、 当 該 世 話 を 行 う た め 勤 務 し な い こ と

が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合  一 の 年 に お け る 五

日 （ 要 介 護 者 が 二 人 以 上 の 場 合 に あ っ て は 、 十 日 ）

の 範 囲 内 の 期 間  

 十 二  病 院 事 業 職 員 の 配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上

婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 こ の 項

に お い て 同 じ 。 ） 、 父 母 、 子 、 配 偶 者 の 父 母 、 二 親

等 の 血 族 、 配 偶 者 の 父 母 を 除 く 一 親 等 の 姻 族 、 当 該

職 員 と 同 居 し て い る 二 親 等 の 姻 族 及 び 当 該 職 員 と

同 居 し て い る 配 偶 者 の 父 母 の 配 偶 者 で 負 傷 、 疾 病 又

は 老 齢 に よ り 二 週 間 以 上 の 期 間 に わ た り 日 常 生 活

を 営 む の に 支 障 が あ る も の （ 以 下 こ の 号 及 び 第 二 十

四 条 に お い て 「 要 介 護 者 」 と い う 。 ） の 介 護 そ の 他

の 事 業 庁 長 が 定 め る 世 話 を 行 う 当 該 職 員 が 、 当 該 世

話 を 行 う た め 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る と 認 め

ら れ る 場 合  一 の 年 に お け る 五 日 （ 要 介 護 者 が 二 人

以 上 の 場 合 に あ っ て は 、 十 日 ） の 範 囲 内 の 期 間  

 十 三 ～ 二 十 三  （ 略 ）   十 三 ～ 二 十 三  （ 略 ）  

第 三 十 条 の 三  （ 略 ）  第 三 十 条 の 三  （ 略 ）  

 （ 配 偶 者 等 が 介 護 を 必 要 と す る 状 況 に 至 っ た 病 院 事 業

職 員 に 対 す る 意 向 確 認 等 ）  

 

第 三 十 条 の 四  事 業 庁 長 は 、 病 院 事 業 職 員 が 配 偶 者 等 が

当 該 病 院 事 業 職 員 の 介 護 を 必 要 と す る 状 況 に 至 っ た

こ と を 申 し 出 た と き は 、 当 該 病 院 事 業 職 員 に 対 し て 、

仕 事 と 介 護 と の 両 立 に 資 す る 制 度 又 は 措 置 （ 以 下 こ の

条 及 び 次 条 に お い て 「 介 護 両 立 支 援 制 度 等 」 と い う 。 ）

そ の 他 の 事 項 を 知 ら せ る と と も に 、 介 護 両 立 支 援 制 度

等 の 申 告 、 請 求 又 は 申 出 （ 次 条 に お い て 「 請 求 等 」 と

い う 。 ） に 係 る 当 該 病 院 事 業 職 員 の 意 向 を 確 認 す る た

め の 面 談 そ の 他 の 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

 

２  事 業 庁 長 は 、 病 院 事 業 職 員 に 対 し て 、 当 該 病 院 事 業

職 員 が 四 十 歳 に 達 し た 日 の 属 す る 年 度 （ 四 月 一 日 か ら

翌 年 の 三 月 三 十 一 日 ま で を い う 。 ） に お い て 、 前 項 に

規 定 す る 事 項 を 知 ら せ な け れ ば な ら な い 。  

 

 （ 勤 務 環 境 の 整 備 に 関 す る 措 置 ）   

第 三 十 条 の 五  事 業 庁 長 は 、 介 護 両 立 支 援 制 度 等 の 請 求  
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等 が 円 滑 に 行 わ れ る よ う に す る た め 、 次 に 掲 げ る 措 置

を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

 一  病 院 事 業 職 員 に 対 す る 介 護 両 立 支 援 制 度 等 に 係 る

研 修 の 実 施  

 
二  介 護 両 立 支 援 制 度 等 に 関 す る 相 談 体 制 の 整 備   

三  そ の 他 介 護 両 立 支 援 制 度 等 に 係 る 勤 務 環 境 の 整

備 に 関 す る 措 置  

 

別表第2（第12条関係） 別表第2（第12条関係） 

 一志病院  一志病院 

 (1) （略）  (1) （略） 

(2) 看護等業務に従事する者 (2) 看護等業務に従事する者 

 部門 区分 始業時刻 終業時刻   部門 区分 始業時刻 終業時刻  

 共通 （略） （略） （略）   共通 （略） （略） （略）  

 変則 2 （略） （略）   変則 2 （略） （略）  

 変則 3 午前 7 時 30 分 午後 4 時 15 分    

 病棟 （略） （略） （略）   病棟 （略） （略） （略）  

 変則 4 （略） （略）   変則 3 （略） （略）  

 変則 5 （略） （略）   変則 4 （略） （略）  

 変則 6 （略） （略）   変則 5 （略） （略）  

 変則 7 （略） （略）   変則 6 （略） （略）  

 変則 8 （略） （略）   変則 7 （略） （略）  

   変則 8 午前 7 時 30 分 午後 4 時 15 分  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

(3) （略） (3) （略） 

附  則  

１  こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 管 理 規 程 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 の 日 を 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 （ 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 一 三 ― 二 ） 第 六 条 の 七 第 一 項 に 規 定 す る 時 間 外 勤 務 制 限 開 始 日 と す る 改 正 後 の 三 重 県 病 院 事

業 庁 職 員 服 務 規 程 第 十 五 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 （ 三 歳 か ら 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 を 養 育

す る た め に 行 う も の に 限 る 。 ） を 行 お う と す る 病 院 事 業 職 員 は 、 施 行 日 前 に お い て も 、 同 規 程 の 定 め る と こ ろ に

よ り 、 当 該 請 求 を 行 う こ と が で き る 。  

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公

布 し ま す 。  

  令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   河   合   良   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 四 号  

   三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

第 一 条  三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁

管 理 規 程 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 勤 勉 手 当 ）  （ 勤 勉 手 当 ）  

第 二 十 四 条  （ 略 ）  第 二 十 四 条  （ 略 ）  

２  勤 勉 手 当 の 支 給 率 に 用 い る 病 院 事 業 職 員 の 勤 務 成

績 等 に よ る 成 績 率 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ

て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 割 合 の 範 囲 内 で 管 理 者 が 定 め る

も の と す る 。  

２  勤 勉 手 当 の 支 給 率 に 用 い る 病 院 事 業 職 員 の 勤 務 成  

績 等 に よ る 成 績 率 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ  

て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 割 合 の 範 囲 内 で 管 理 者 が 定 め る

も の と す る 。  

一  院 長  百 分 の 六 百 三 十 七 ・ 五  一  院 長  百 分 の 六 百 十 二 ・ 五  
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二  第 三 条 に 規 定 す る 医 療 職 給 料 表 (一
)

の 適 用 を 受 け

る 病 院 事 業 職 員 の う ち 、 管 理 者 が 定 め る 職 に あ る  

者  百 分 の 四 百 三 十  

二  第 三 条 に 規 定 す る 医 療 職 給 料 表 (一
)

の 適 用 を 受 け

る 病 院 事 業 職 員 の う ち 、 管 理 者 が 定 め る 職 に あ る  

者  百 分 の 四 百 十  
三  第 三 条 に 規 定 す る 医 療 職 給 料 表 (一

)
の 適 用 を 受 け

る 病 院 事 業 職 員 の う ち 、 前 二 号 に 該 当 し な い 者  百

分 の 三 百 二 十 二 ・ 五  

三  第 三 条 に 規 定 す る 医 療 職 給 料 表 (一
)

の 適 用 を 受 け

る 病 院 事 業 職 員 の う ち 、 前 二 号 に 該 当 し な い 者  百

分 の 三 百 七 ・ 五  

四  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  百 分 の 百 二 ・ 五  四  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  百 分 の 九 十 七 ・ 五  

五  前 各 号 に 該 当 し な い 病 院 事 業 職 員  百 分 の 二 百

十 五  

五  前 各 号 に 該 当 し な い 病 院 事 業 職 員  百 分 の 二 百 五  

別表第 8（第 14 条の 2 関係） 別表第 8（第 14 条の 2 関係） 

 職員の区分 

 

 

 

 

 

期間の区分 

（イ） 

採用による

欠員の補充が特

に困難であると

管理者が認める

ものを占めるこ

ととなる職員 

（ロ） 

 

 

（イ）の職員

以外の職員 

  職員の区分 

 

 

 

 

 

期間の区分 

（イ） 

採 用 に よ る

欠員の補充が特

に困難であると

管理者が認める

ものを占めるこ

ととなる職員 

（ロ） 

 

 

（イ）の職員

以外の職員 

 

    

 16 年未満 416,600 370,400   16 年未満 415,600 369,500  

 16 年以上 17 年未満 412,200 366,400   16 年以上 17 年未満 411,200 365,500  

 17 年以上 18 年未満 407,800 362,400   17 年以上 18 年未満 406,800 361,500  

 18 年以上 19 年未満 403,400 358,400   18 年以上 19 年未満 402,400 357,500  

 19 年以上 20 年未満 399,000 354,400   19 年以上 20 年未満 398,000 353,500  

 20 年以上 21 年未満 394,600 350,400   20 年以上 21 年未満 393,600 349,500  

 21 年以上 22 年未満 378,600 336,400   21 年以上 22 年未満 375,700 333,800  

 22 年以上 23 年未満 378,600 336,400   22 年以上 23 年未満 375,700 333,800  

 23 年以上 24 年未満 360,100 320,400   23 年以上 24 年未満 355,900 316,600  

 24 年以上 25 年未満 360,100 320,400   24 年以上 25 年未満 355,900 316,600  

 25 年以上 26 年未満 341,100 303,900   25 年以上 26 年未満 336,600 299,900  

 26 年以上 27 年未満 341,100 303,900   26 年以上 27 年未満 336,600 299,900  

 27 年以上 28 年未満 322,100 287,400   27 年以上 28 年未満 317,200 283,000  

 28 年以上 29 年未満 322,100 287,400   28 年以上 29 年未満 317,200 283,000  

 29 年以上 30 年未満 302,600 270,900   29 年以上 30 年未満 297,700 266,100  

 30 年以上 31 年未満 302,600 270,900   30 年以上 31 年未満 297,700 266,100  

 31 年以上 32 年未満 281,600 251,400   31 年以上 32 年未満 275,000 245,300  

 32 年以上 33 年未満 281,600 251,400   32 年以上 33 年未満 275,000 245,300  

 33 年以上 34 年未満 260,600 231,900   33 年以上 34 年未満 252,800 224,900  

 34 年以上 35 年未満 239,600 212,400   34 年以上 35 年未満 230,400 204,500  

 35 年以上 36 年未満 217,600 192,900   35 年以上 36 年未満 207,600 183,700  

 36 年以上 37 年未満 195,600 172,400   36 年以上 37 年未満 182,800 161,800  

 37 年以上 38 年未満 173,600 151,900   37 年以上 38 年未満 157,900 139,900  

 38 年以上 39 年未満 150,600 131,400   38 年以上 39 年未満 133,300 118,200  

 39 年以上 40 年未満 127,600 109,900   39 年以上 40 年未満 97,500 88,200  

 40 年以上 104,600 88,400   40 年以上 62,200 58,400  

  

第 二 条  三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 勤 勉 手 当 ）  （ 勤 勉 手 当 ）  
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第 二 十 四 条  （ 略 ）  第 二 十 四 条  （ 略 ）  

２  勤 勉 手 当 の 支 給 率 に 用 い る 病 院 事 業 職 員 の 勤 務 成

績 等 に よ る 成 績 率 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ

て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 割 合 の 範 囲 内 で 管 理 者 が 定 め る

も の と す る 。  

２  勤 勉 手 当 の 支 給 率 に 用 い る 病 院 事 業 職 員 の 勤 務 成  

績 等 に よ る 成 績 率 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ  

て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 割 合 の 範 囲 内 で 管 理 者 が 定 め る

も の と す る 。  

一  院 長  百 分 の 九 百 三 十 七 ・ 五  一  院 長  百 分 の 六 百 三 十 七 ・ 五  

二  第 三 条 に 規 定 す る 医 療 職 給 料 表 (一
)

の 適 用 を 受 け

る 病 院 事 業 職 員 の う ち 、 管 理 者 が 定 め る 職 に あ る  

者  百 分 の 六 百 三 十  

二  第 三 条 に 規 定 す る 医 療 職 給 料 表 (一
)

の 適 用 を 受 け

る 病 院 事 業 職 員 の う ち 、 管 理 者 が 定 め る 職 に あ る  

者  百 分 の 四 百 三 十  

三  第 三 条 に 規 定 す る 医 療 職 給 料 表 (一
)

の 適 用 を 受 け

る 病 院 事 業 職 員 の う ち 、 前 二 号 に 該 当 し な い 者  百

分 の 四 百 七 十 二 ・ 五  

三  第 三 条 に 規 定 す る 医 療 職 給 料 表 (一
)

の 適 用 を 受 け

る 病 院 事 業 職 員 の う ち 、 前 二 号 に 該 当 し な い 者  百

分 の 三 百 二 十 二 ・ 五  

四  特 定 任 期 付 職 員  百 分 の 二 百 六 十 二 ・ 五   

五  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  百 分 の 百 五 十  四  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  百 分 の 百 二 ・ 五  

六  前 各 号 に 該 当 し な い 病 院 事 業 職 員  百 分 の 三 百

十 五  

五  前 各 号 に 該 当 し な い 病 院 事 業 職 員  百 分 の 二 百 十

五  

別表第 2（第 3 条、第 4 条関係） 別表第 2（第 3 条、第 4 条関係） 

イ 医療職給料表（一）等級別基準職務表 イ 医療職給料表（一）等級別基準職務表 

 職務の級 職務   職務の級 職務  

 （略） （略）   （略） （略）  

 4 級 1・2 （略） 

3 参事の職務 

4・5 （略） 

  4 級 1・2 （略） 

 

3・4 （略） 

 

    

ロ・ハ （略） ロ・ハ （略） 

別表第 5（第 13 条関係） 別表第 5（第 13 条関係） 

イ （略） イ （略） 

ロ 医療職給料表（一） ロ 医療職給料表（一） 

 職務の級 区分 手当額   職務の級 区分 手当額  

 4 級 （略） （略）   4 級 （略） （略）  

  四種 123,600 円    四種 123,600 円  

  五種 112,400 円    

  （略） （略）    （略） （略）  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

ハ・ニ （略） ハ・ニ （略） 

別表第 6（第 13 条関係） 別表第 6（第 13 条関係） 

イ （略） イ （略） 

ロ 医療職給料表（一） ロ 医療職給料表（一） 

 職務の級 区分 手当額   職務の級 区分 手当額  

 4 級 （略） （略）   4 級 （略） （略）  

  四種 102,000 円    四種 102,000 円  

  五種 92,700 円    

  （略） （略）    （略） （略）  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

ハ・ニ （略） ハ・ニ （略） 

附  則  

１  こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 第 二 十

四 条 第 二 項 の 規 定 は 令 和 六 年 十 二 月 一 日 か ら 、 別 表 第 八 の 規 定 は 同 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  
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